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様式１－１－１ 中期目標管理法人 年度評価 評価の概要 

   
１．評価対象に関する事項 
法人名 独立行政法人農畜産業振興機構 
評価対象事業年

度 
年度評価 令和６年度（第５期） 
中期目標期間 令和５～９年度 

 
２．評価の実施者に関する事項 
主務大臣 農林水産大臣 
 法人所管部局 畜産局 担当課、責任者 総務課長 三上 卓矢 
 評価点検部局 大臣官房 担当課、責任者 広報評価課長 藏谷 恵大 

 
 
３．評価の実施に関する事項 
農林水産省所管独立行政法人の評価実施要領（平成 27 年４月 27 日付け 27 評第 104 号政策評価審議官通知。以下「評価実施要領」という。）に基づき、法人が自ら評価を行った結果を明らかにした

報告書（以下「自己評価書」という。）を踏まえて、政策に関する責任の一貫性及び評価の的確性を確保するため、法人所管部局である畜産局が法人の業務の実績評価（以下「評価」という。）を実施

し、評価書案を作成した。また、評価を実施するに当たっては、農林水産省独立行政法人評価有識者会議（以下「有識者会議」という。）を開催し、外部有識者の意見を聴いた。さらに、評価の客観性

を担保するため、大臣官房広報評価課が評価書案の点検を行った上で、評価書を決定した。 
なお、有識者会議に併せ、法人の長及び役員等にヒアリングを実施するとともに、監事から意見を聴取することにより、評価に必要な情報を収集した。 

 
 
 
４．その他評価に関する重要事項 
特になし。 
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様式１－１－２ 中期目標管理法人 年度評価 総合評定 

 
１．全体の評定 
評定 
（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、

Ｄ） 

Ｂ：令和６年度の業務は、中期目標における所期の目標を達成していると認められる。 （参考）本中期目標期間における過年度の総合評定の状況 

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 

Ｂ Ｂ    

評定に至った理由 評価を行った結果、小項目では 16 項目が a評価、84 項目が b評価となり、中項目では３項目がＡ評価、23 項目がＢ評価となり、大項目の評価は１項目がＡ評価、５項目が

Ｂ評価となった。また、全体の評定を引き下げる事象もなかったため、評価実施要領に基づきＢ評価とした。 

 

（項目別評定の分布） 

小項目では、110 項目中  16 項目が a評価、84 項目がｂ評価、評価対象外が 10 項目 

中項目では、 31 項目中   ３項目がＡ評価、23 項目がＢ評価、評価対象外が５項目 

大項目では、  8 項目中   １項目がＡ評価、５項目がＢ評価、評価対象外が２項目 

 
評 価 項 目 （ 大 項 目 ） 評価 

第１ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 Ｂ 

第２ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 Ｂ 

第３ 予算、収支計画及び資金計画 Ａ 

第４ 短期借入金の限度額 Ｂ 

第５ 不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産の処分に関する計画 Ｂ 

第６ 第５に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画 ― 

第７ 剰余金の使途 ― 

第８ その他主務省令で定める業務運営に関する事項 Ｂ 

 
 

 
２．法人全体に対する評価 
法人全体の評価 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置の項目については、セグメント毎の経営安定対策等は、目標どおり迅速な交

付金の交付等を行ったほか、畜産関係業務では、当省の要請に基づき実施した緊急対策事業のうち、令和６年９月に発生した能登半島の大雨により被害を受けた畜産農家等に対

して、能登半島地震に引き続いて飼養管理に必要な飲料水の確保等の支援を実施した。また、和牛肉の需要を喚起し、需給状況を改善するため実施した和牛肉需要拡大緊急対策

事業及び年末から年始における生乳の不需要期対策として実施した不需要コア期需給安定緊急対策事業については、機構が早期の事業実施に向けて当省と緊密に連絡・調整を行

い、事業実施要綱の制定や事業説明会の実施等を短期間に行ったことにより、和牛肉価格の改善や生乳の出荷調整に貢献した。野菜関係業務では、野菜に係る関係者が一堂に会

して、需給や価格動向、価格の低落時又は高騰時における消費拡大や供給確保対策等に関して情報提供及び意見交換を行う野菜需給情報等交換会について、野菜に係る情報を適

切な時期に提供するため、当省や同会会員と調整の上、年度末に１回の開催を年２回の開催とし、より需給動向に即した有益な情報の提供が行えるよう見直した。砂糖・でん粉

関係業務では、これまで紙により行っていた生産者の要件審査申請手続の電子化に向けて申請手続きを行う生産者の代理人から要望等を聴取の上、検討を進め、電子データによ

る申請を可能とし事務を簡素化した。情報収集提供業務では、中国の需給動向等の情報の重要性が増していることから、情報収集体制の強化に取り組み、中国農業大学及び中国

農業科学院と綿密な打ち合わせを行い、養豚ビルの共同現地調査を初めて実施したほか、令和５年度の一般財団法人日中経済協会への人材派遣により、中国の需給動向等の情報

を前年度の 4.0 倍と大幅に増加して公表した。 
業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置の項目については、業務経費（附帯事務費）や一般管理費の抑制を計画どおり実施した。また、調達等合理化計画

に基づく契約の適正化、補助事業の透明性の確保、効率的な事業の実施、第三者機関による審査、評価を計画どおりに実施した。このほか、情報システムの適切な整備及び管理
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として、ＰＭＯが情報システムの構築・改修、保守運用業務等の調達仕様書について、「調達仕様書作成の手引」を整備した。 
予算、収支計画及び資金計画の項目については、自己収入の確保・増額に向け、安全性に配慮して効果的な資金運用を実施した。短期借入金の限度額の項目については、砂糖

勘定の繰越欠損金に関する借入コストの抑制を実施した。不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産の処分に関する計画の項目については、

不要財産の国庫納付を計画どおり実施した。 
その他主務省令で定める業務運営に関する事項の項目については、ガバナンスの強化として、内部統制の充実、強化を図るため、内部統制委員会、役員会、幹部会等を開催し、

業務運営の方向性等について役職員間において情報共有したほか、内部監査、リスク管理委員会、コンプライアンス推進計画に基づく取組をそれぞれ実施した。情報公開の推進

として、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に基づく情報を開示した。情報セキュリティ対策の向上として、機構の令和６年度情報セキュリティ推進計画に基づ

き、情報セキュリティに係る研修、訓練、自己点検等を計画どおり実施した。職員の人事に関する計画として、必要な人材を確保するため、大学の業界研究会に参加したほか、

新たにオープンカンパニーを開催した。また、令和元年度から中止していた農村派遣研修を再開し、貴重な研修機会を得ることができた。消費者等への広報として、ホームペー

ジの広報誌をｗｅｂマガジン化するなど消費者コーナーを改善し、職員の農村派遣研修の様子をＳＮＳに掲載するなど、産地の情報や機構の取組を発信したほか、ａｌｉｃセミ

ナー特別版と位置付けて講演会を開催するとともに参加した消費者、酪農家、関係団体等による意見交換会を実施した。 
なお、野菜関係業務において令和５年９月に判明した契約野菜安定供給事業及び契約野菜収入確保モデル事業に係る平均取引価額の算定誤りについては、令和５年 11 月 10 日

付けの当省の指導通知に基づき、再発防止策として、①データの提供元である当省統計部によるデータの正確性の確認、②業務システムの更改におけるシステムの動作及びマス

タデータの確認、③システム利用に関する研修について着実に実施するとともに生産者等に対する交付金の追加交付及び過大交付について適切に対応した。 
これらにより、機構の業務・組織運営については、全体として着実に実施されたものと評価する。 

全体の評定を行う上で

特に考慮すべき事項 
特に全体の評価に影響を与える事象はなかった。 

 
 
 
３．項目別評価における主要な課題、改善事項など 
項目別評定で指摘した

課題、改善事項 
 特になし。 
 

その他改善事項  特になし。 
 

主務大臣による改善命

令を検討すべき事項 
 特になし。 

 
４．その他事項 
監事等からの意見  

 
その他特記事項 （外部有識者からの意見） 

 
 

3



様式１－１－３ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定総括表 

 

中期計画（中期目標） 

年度評価 
項目別 

調書№ 
備考 ５ 

年度 

６ 

年度 

７ 

年度 

８ 

年度 

９ 

年度 

第１ 国民に対して提供するサービスその

他の業務の質の向上に関する目標を達成す

るためとるべき措置 

B B      

 ○１ 畜産（肉畜・食肉等）関係業務 A B    １－１  

(１)経営安定対策      〃  

ア 肉用牛及び肉豚についての交付金

の交付等 

     〃  

◇(ア)肉用牛交付金の交付 ａ○重 ｂ○重    〃  

◇(イ)肉用牛交付金の交付状況に係る

情報の公表 

ｂ ｂ    〃  

◇(ウ)肉豚交付金の交付 －○重 －○重    〃  

◇(エ)肉豚交付金の交付状況に係る情

報の公表 

－ －    〃  

イ 肉用子牛生産者補給交付金の交付

等 

     〃  

◇(ア)肉用子牛生産者補給交付金等の

交付 

ａ○重 ｂ○重    〃  

◇(イ)肉用子牛生産者補給交付金の交

付状況に係る情報の公表 

ｂ ｂ    〃  

◇ウ 畜産業振興事業 ｂ ｂ    〃  

◇(２)緊急対策 ａ重 ａ重    〃  

○２ 畜産（酪農・乳業）関係業務 B B    １－２  

(１)経営安定対策      〃  

ア 加工原料乳生産者補給交付金の交

付等 

     〃  

◇(ア)加工原料乳生産者補給交付金等

の交付 

ａ○重 ｂ○重    〃  

◇(イ)対象事業者別の加工原料乳認定

数量等に係る情報の公表 

ｂ ｂ    〃  

イ 畜産業振興事業      〃  

◇(ア)酪農対策 ｂ○重 －○重    〃  

中期計画（中期目標） 

年度評価 
項目別 

調書№ 
備考 ５ 

年度 

６ 

年度 

７ 

年度 

８ 

年度 

９ 

年度 

加工原料乳生産者経営安定対策事業

に係る補塡金の交付に要する補助金

の交付 

◇(イ)補完対策 

酪農・乳業に係る経営安定対策を補

完する事業の効率的かつ効果的な実

施 

ｂ ｂ    〃  

(２)需給調整・価格安定対策      〃  

ア 指定乳製品等の輸入・売買      〃  

◇(ア)指定乳製品等の輸入入札 ｂ ｂ    〃  

(イ)指定乳製品等の売渡し等      〃  

◇①指定乳製品等の売渡し ｂ ｂ    〃  

◇②需要者との意見交換による要望・

意向の把握 

ｂ ｂ    〃  

◇(ウ)指定乳製品等の価格高騰等の場

合における売渡し 

－ ａ    〃  

◇(エ)輸入バターの流通計画の公表 ｂ ｂ    〃  

◇(オ)指定乳製品等の買入れ・売戻し

に係る情報の公表 

ｂ ｂ    〃  

◇イ 乳製品需給等情報交換会議の開

催 

ｂ ｂ    〃  

◇(３)緊急対策 ａ重 ａ重    〃  

○３ 野菜関係業務 B B    １－３  

(１)経営安定対策      〃  

◇ア 指定野菜価格安定対策事業 ｂ○重 ｂ○重    〃  

◇イ 契約指定野菜安定供給事業 ｃ○重 ｂ○重    〃  

◇ウ 特定野菜等供給産地育成価格差

補給事業等 

ｃ○重 ｂ○重    〃  

◇エ 業務内容等の公表 

野菜価格安定制度の対象となって

いる各品目及び出荷時期毎の交付

予約数量、価格等の公表 

ｂ ｂ    〃  
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中期計画（中期目標） 

年度評価 
項目別 

調書№ 
備考 ５ 

年度 

６ 

年度 

７ 

年度 

８ 

年度 

９ 

年度 

◇オ セーフティネット対策の適切な

対応 

ａ ｂ    〃  

◇カ 野菜農業振興事業 ｂ ｂ    〃  

◇(２)需給調整・価格安定対策 

野菜の需給の調整その他の価格安定

に資するための事業の機動的・弾力

的な実施 

ｂ ａ    〃  

○４ 特産(砂糖・でん粉)関係業務 B B    １－４  

(１)経営安定対策      〃  

ア 砂糖関係業務      〃  

◇(ア)甘味資源作物交付金の交付 ｂ○重 ａ○重    〃  

◇(イ)国内産糖交付金の交付 ｂ○重 ｂ○重    〃  

◇(ウ)制度周知等の取組状況 ａ ｂ    〃  

◇(エ)業務内容等の公表 ｂ ｂ    〃  

イ でん粉関係業務      〃  

◇(ア)でん粉原料用いも交付金の交付 ｂ○重 ａ○重    〃  

◇(イ)国内産いもでん粉交付金の交付 ｂ○重 ｂ○重    〃  

◇(ウ)業務内容等の公表 ｂ ｂ    〃  

(２)需給調整・価格安定対策      〃  

ア 砂糖関係業務      〃  

◇（ア）制度周知等の取組状況 ａ ｂ    〃  

◇（イ）売買実績の公表 ａ ｂ    〃  

◇イ でん粉関係業務 ｂ ａ    〃  

○５ 情報収集提供業務 B B    １－５  

(１)情報収集の的確な実施      〃  

◇ア 情報検討委員会の意見等を踏ま

えた調査テーマの重点化 

ｂ ｂ    〃  

◇イ 海外における情報収集体制の整

備の取組状況 

ａ ａ    〃  

(２)需給等関連情報の迅速な提供      〃  

◇ア 情報の期間内の公表 ｂ ｂ    〃  

◇イ 情報提供の迅速な対応 ｂ ｂ    〃  

(３)情報提供の効果測定等      〃  

中期計画（中期目標） 

年度評価 
項目別 

調書№ 
備考 ５ 

年度 

６ 

年度 

７ 

年度 

８ 

年度 

９ 

年度 

◇ア アンケート調査の実施 ｂ ｂ    〃  

◇イ 情報利用者の満足度 ａ ｂ    〃  

◇ウ 情報提供内容等の改善等 ｂ ａ    〃  

第２ 業務運営の効率化に関する目標を達

成するためとるべき措置 

B B      

 ○１ 業務運営の効率化による経費の

削減 

B B    ２－１  

◇(１)業務経費の削減 ｂ ｂ    〃  

◇(２)一般管理費の削減 ｂ ｂ    〃  

○２ 役職員の給与水準 B B    ２－２  

○３ 調達等合理化 

随意契約の見直しに向けた計画的取

組 

B B    ２－３  

◇(１)「調達等合理化計画」に基づく

取組 

ｂ ｂ    〃  

◇(２)競争性、透明性の確保 ｂ ｂ    〃  

◇(３)監事への報告及び契約監視委員

会による点検等 

ｂ ｂ    〃  

○４ 業務執行の改善 B B    ２－４  

◇(１)業務全体の進行状況等の点検・

評価 

ｂ ｂ    〃  

◇(２)第三者機関による業務の点検・

評価 

ｂ ｂ    〃  

◇（３）第三者機関による業務の点検・

評価結果の反映 

－ ｂ    〃  

○５ 機能的で効率的な組織体制の整

備 

－ B    ２－５  

○６ 補助事業の効率化等 B B    ２－６  

(１)透明性の確保      〃  

◇ア 公募の実施 ｂ ｂ    〃  

◇イ 事業の採択の概要等の公表 ｂ ｂ    〃  

◇ウ 事業説明会等の開催 ｂ ｂ    〃  

(２)効率的な事業の実施      〃  
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中期計画（中期目標） 

年度評価 
項目別 

調書№ 
備考 ５ 

年度 

６ 

年度 

７ 

年度 

８ 

年度 

９ 

年度 

◇ア 事業の進行管理 ｂ ｂ    〃  

◇イ 費用対効果分析等の実施 ｂ ｂ    〃  

◇ウ 現地調査の実施 － －    〃  

◇エ 事後評価 － －    〃  

◇オ 事務処理手続きの迅速化 ｂ ｂ    〃  

◇カ 決算上の不用理由の分析 ｂ ｂ    〃  

◇キ 基金の見直し ｂ ｂ    〃  

（３）補助事業の審査・評価      〃  

◇ア 事業の達成状況等の自己評価 ｂ ｂ    〃  

◇イ 第三者機関による事業の審査・

評価 

ｂ ｂ    〃  

◇ウ 必要に応じた業務の見直し － ｂ    〃  

○７ デジタル化の推進による業務の

効率化 

S A    ２－７  

◇（１）デジタル化の推進 ｓ ａ    〃  

（２）情報システムの適切な整備及び

管理 

     〃  

◇（ア）ＰＭＯの設置等による体制整

備 

ａ ａ    〃  

◇（イ）デジタル人材の育成・確保等

による体制強化 

ｂ ｂ    〃  

○８ 砂糖勘定の短期借入に係るコス

トの抑制 

B B    ２－８  

第３ 予算、収支計画及び資金計画 

 

A A      

 ○１ 財務運営の適正化 B B    ３－４  

◇(１)収益化単位毎の予算管理 ｂ ｂ    〃  

◇(２)セグメント情報の開示 ｂ ｂ    〃  

○２ 資金の管理及び運用 

「資金管理運用基準」に基づく、安

全性に十分留意した効率的な運用 

A A    ３－５  

第４ 短期借入金の限度額 

 

B B      

中期計画（中期目標） 

年度評価 
項目別 

調書№ 
備考 ５ 

年度 

６ 

年度 

７ 

年度 

８ 

年度 

９ 

年度 

 ○１ 運営費交付金に係る短期借入金 － －    ４－１  

○２ 国内産糖価格調整事業に係る短

期借入金 

B B    ４－２  

○３ でん粉価格調整事業に係る短期

借入金 

B B    ４－３  

第５ 不要財産又は不要財産となることが

見込まれる財産がある場合には、当該財産

の処分に関する計画 

B B      

 ○１ 緊急的な経済対策として補正予

算で措置等された畜産業振興事業

の実施に伴う返還金等の金銭によ

る国庫納付 

B B    ５－１  

○２ 平成23年度予備費で措置され

た畜産業振興事業の実施に伴う返

還金等の金銭による国庫納付 

B B    ５－２  

○３ 所有する職員宿舎の廃止に向け

た取組 

B B    ５－３  

第６ 第５に規定する財産以外の重要な財

産を譲渡し、又は担保に供しようとすると

きは、その計画 

－ －      

 － －    ６  

第７ 剰余金の使途 － －      

 － －    ７  

第８ その他主務省令で定める業務運営に

関する事項 

 

B B      

 ○１ ガバナンスの強化 B B    ８－１  

(１)内部統制の充実・強化      〃  

◇ア 内部統制の推進 ｂ ｂ    〃  

◇イ 役員会の開催 ｂ ｂ    〃  

◇ウ 役職員間の情報共有 ｂ ｂ    〃  

◇エ 内部監査の実施 ｂ ｂ    〃  

◇オ リスク管理対策の推進 ｂ ｂ    〃  
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中期計画（中期目標） 

年度評価 
項目別 

調書№ 
備考 ５ 

年度 

６ 

年度 

７ 

年度 

８ 

年度 

９ 

年度 

◇カ 個人情報保護対策の推進 ｂ ｂ    〃  

◇(２)コンプライアンスの推進 ａ ｂ    〃  

○２ 職員の人事に関する計画 B B    ８－２  

◇(１)職員の人事に関する方針 ｂ ａ    〃  

◇(２)人員に関する指標 ｂ ｂ    〃  

(３)業務運営能力等の向上      〃  

◇ア 階層別研修の実施 ｂ ａ    〃  

◇イ 専門別研修の実施 ｂ ｂ    〃  

◇ウ デジタル人材育成研修の実施 ｂ ｂ    〃  

◇エ 「えるぼし認定」等の取得に係

る取組の推進 

ａ ｂ    〃  

○３ 情報公開の推進 B B    ８－３  

◇(１)情報開示及び照会事項への対応 ｂ ｂ    〃  

(２)資金の流れ等についての情報公開

の推進 

     〃  

ア 畜産関係業務、野菜関係業務      〃  

◇(ア)補助事業者に係る情報公開 ｂ ｂ    〃  

◇(イ)生産者等への資金に係る情報公

開 

ｂ ｂ    〃  

◇イ 特産関係(砂糖・でん粉)業務 ｂ ｂ    〃  

◇ウ 基金の保有状況等の公表 ｂ ｂ    〃  

◇エ 経理の流れの公表 ｂ ｂ    〃  

○４ 消費者等への広報 A A    ８－４  

(１)アンケート調査の実施及び広報活

動の改善策についての検討 

     〃  

◇ア 広報推進委員会における広報活

動の改善の検討 

ｂ ｂ    〃  

◇イ アンケート調査の実施 ｂ ｂ    〃  

◇（２）ホームページ等での情報提供

の推進 

ａ ａ    〃  

◇（３）消費者等との意見交換会等の

開催 

ａ ａ    〃  

○５ 情報セキュリティ対策の向上 B B    ８－５  

中期計画（中期目標） 

年度評価 
項目別 

調書№ 
備考 ５ 

年度 

６ 

年度 

７ 

年度 

８ 

年度 

９ 

年度 

◇(１)情報セキュリティ対策 ｂ ｂ    〃  

◇(２)連絡体制の整備 ｂ ｂ    〃  

○６ 施設及び設備に関する計画 － －    ８－６  

○７ 積立金の処分 B B    ８－７  

○８ 長期借入れを行う場合の留意事

項 

－ －    ８－８  

※１ 重要度を「高」と設定している項目については、各評語の横に「○」を付す。 

※２ 困難度を「高」と設定している項目については、各評語に下線を引く。 

※３ 重点化の対象とした項目については、各評語の横に「重」を付す。 

※４ 「項目別調書No」欄には、令和６年度の項目別評定調書の項目別調書Noを記載。 
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第１ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―１ １ 畜産（肉畜・食肉等）関係業務 

（１）経営安定対策 

ア 肉用牛及び肉豚についての交付金の交付等、イ 肉用子牛生産者補給交付金の交付等、ウ 畜産業振興事業 

（２）緊急対策 

業務に関連する政策・施

策 

食料・農業・農村基本計画  

農業経営の安定化に向けた取組の推進  

需要構造等の変化に対応した生産基盤の強化と流通・加工構造の合理

化 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

独立行政法人農畜産業振興機構法第10条 

畜産経営の安定に関する法律第３条  

肉用子牛生産安定等特別措置法第３条 

 

当該項目の重要度、困難

度 

重要度：「高」（基本計画に基づく経営安定対策であり、また、TPP等政

策大綱において充実の措置を講ずるとされた経営安定対策として、的

確に実施する必要があるため） 

困難度：「高」（災害等の緊急事態においては、事態の展開の予測や

活動が困難な状況下で、状況に応じた迅速かつ適切な対応が求められ

ることから、国、地方自治体、事業実施主体等と緊密に連携して調整

を行いながら、短期間で事業の新たな仕組み及び要綱の策定等を行い、

的確に実施する必要があるため） 

関連する政策評価・行政事業

レビュー 

行政事業レビューシート事業：003273、003276 

 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 （参考） 

（前中期目標期間

最終年度値等） 

５年度 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度  ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度 

肉用牛交付

金を交付し

た件数 

－ 25,977件 42,969件 34,308件    予算額（千円） 285,943,856 231,177,282    

決算額（千円） 115,403,436 64,408,978    

経常費用（千円） 125,437,286 82,285,603    

目標業務日

以内に交付

した件数 

35 業務日

以内の交付 

25,977件 42,969件 34,308件    経常利益（千円） △1,241,120 △1,085,485    

当期総利益（千円） 8,631 3,660    

行政コスト（千円） 125,437,286 82,285,603    

達成度合 － 100％ 100％ 100％    行政サービス実施

コスト（千円） 
－ －    

従事人員数 52.0 52.0    

肉用牛交付

金を交付し

た回数 

－ ４回 ４回 ４回          

      

      

目標業務日

以内に交付

状況を公表

５業務日以

内の公表 

４回 ４回 ４回          
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した回数       

達成度合 － 100％ 100％ 100％          

      

肉豚交付金

を交付した

件数 

－ － － －          

      

      

目標業務日

以内に交付

した件数 

30 業務日

以内の交付 

－ － －          

      

      

達成度合 － － － －          

      

肉豚交付金

を交付した

回数 

－ － － －          

      

      

目標業務日

以内に交付

状況を公表

した回数 

５業務日以

内の公表 

－ － －          

      

      

      

達成度合 － － － －          

      

肉用子牛生

産者補給交

付金等を交

付した件数 

－ 278件 321件 345件          

      

      

      

目標業務日

以内に交付

した件数 

14 業務日

以内の交付 

278件 321件 345件          

      

      

達成度合 － 100％ 100％ 100％          

肉用子牛生

産者補給交

付金を交付

した回数 

－ ３回 ３回 ４回          

      

      

      

目標業務日

以内に交付

状況を公表

した回数 

５業務日以

内の公表 

３回 ３回 ４回          

      

      

      

達成度合 － 100％ 100％ 100％          

緊急対策と

して制定し

－ 13事業 11事業 ７事業          
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た事業数       

目標業務日

以内に要綱

を制定した

事業数 

18 業務日

以内の要綱

制定 

13事業 11事業 ７事業          

      

      

      

達成度合 － 100％ 100％ 100％          

注１）主要なアウトプット情報には、数値目標を設定した項目のみを掲載。主要なインプット情報には、畜産（肉畜・食肉等）関係に関するもの（生産者等へ交付される補助金等が含まれる。）を掲載している。 

２）予算額、決算額は支出額を記載。 

 

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 第２ 中期目標の期間 

機構の中期目標の期

間は、令和５年４月１日

から令和10年３月31日

までの５年間とする。 

  （◎：大項目、 

○：中項目、 

◇：小項目） 

   

 

 

 

 

 

 

第３ 国民に対して提

供するサービスその

他の業務の質の向上

に関する事項 

 

第１ 国民に対して提

供するサービスその

他の業務の質の向上

に関する目標を達成

するためとるべき措

置 

第１ 国民に対して提

供するサービスその

他の業務の質の向上

に関する目標を達成

するためとるべき措

置 

◎第１ 国民に対して

提供するサービスそ

の他の業務の質の向

上に関する目標を達

成するためとるべき

措置 

 

 

 

 

評定 Ｂ 

大項目（評価指標の「◎」を付したもの）は、

当該大項目に含まれる中項目（評価指標の「○」

を付したもの）の評定を点数化して行う。中項目

の評定はＢが５であり、これらの合計数値の割合

が基準となる数値※の 80％以上 120％未満である

ことから、評定はＢとした。 

（※基準となる数値：大項目に含まれる中項目

の項目数に２を乗じて得た数。以下同じ。） 

中項目の総数：５ 

評定Ｓの中項目数：０×４点＝ ０点  

評定Ａの中項目数：０×３点＝ ０点  

評価Ｂの中項目数：５×２点＝ 10点 

評価Ｃの中項目数：０×１点＝ ０点 

評価Ｄの中項目数：０×０点＝ ０点  

合計 10 点（10／10＝100％） 

 

 １ 畜産（肉畜・食肉等）

関係業務 

(１)経営安定対策 

国の政策目標である

基本計画等を踏まえ、生

１ 畜産（肉畜・食肉等）

関係業務 

(１)経営安定対策 

 

１ 畜産（肉畜・食肉等）

関係業務 

(１)経営安定対策 

 

○１ 畜産（肉畜・食肉

等）関係業務 

（１）経営安定対策 

 

  評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞  

項目別の評定（中項目（評価指標の「○」を付

したもの）の評定。以下同じ。）は、中項目に係る

具体的な項目のうち最小のもの（「小項目」。評価
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産者が希望を持って畜

産業に従事できるよう、

畜産経営の安定ととも

に、競争力を高めて生産

基盤の強化を図る観点

から、肉用牛及び肉豚に

ついての交付金の交付

等、肉畜・食肉等に係る

補助事業等を以下のと

おり実施する。 

指標の「◇」を付したもの。以下同じ。）の評定を

点数化して行う（以下同じ。）が、畜産（肉畜・食

肉等）関係業務については、小項目の評定はaが

１、ｂが５であり、これらの合計数値の割合が基

準となる数値※の 80％以上 120％未満であること

から、評定はＢとした。 

（※基準となる数値：中項目に含まれる小項目

の 項目数に２を乗じて得た数。以下同じ。） 

 

小項目の総数：８ 

評定ｓの小項目数：０×４点＝ ０点  

評定aの小項目数：１×３点＝ ３点  

評価ｂの小項目数：５×２点＝ 10点 

評価ｃの小項目数：０×１点＝ ０点 

評価ｄの小項目数：０×０点＝ ０点 

（評価対象外：２） 

合計 13 点（13／12＝108％）  

 

・畜産（肉畜・食肉等）関係業務については、畜

産経営の安定に関する法律及び肉用子牛生産安

定等特別措置法に基づく経営安定対策を迅速か

つ適切に実施した。 

・中期目標において、機構は畜産に重大かつ甚大

な影響を及ぼす自然災害や家畜疾病、畜産をめぐ

る情勢の変化等に対応した畜産農家及び畜産関

係者への影響緩和対策を実施することとしてお

り、令和６年９月に発生した能登半島の大雨によ

り被害を受けた畜産農家に対して、能登半島地震

に引き続いて飼養管理に要する飲料水の確保等

の支援を実施した。また、和牛肉価格が軟調に推

移していたことから、令和５年度に引き続き、令

和６年度は予算を大幅に増額して実施した和牛

肉需要拡大緊急対策事業について、機構は国と緊

密に連絡・調整を行い、早期に事業を実施した。 

 

 ＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ 

特になし 

 

 ＜その他事項＞ 

 特になし 
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ア 肉用牛及び肉豚に

ついての交付金の交

付等 

肉用牛・肉豚生産者の

経営安定及び国産の牛

肉・豚肉の安定供給を図

るため、畜産経営の安定

に関する法律（昭和36年

法律第183号。以下「畜

産経営安定法」という。）

に基づき、肉用牛又は肉

豚１頭当たりの粗収益

が生産コストを下回っ

た場合の交付対象生産

者への交付金の交付等

を行う。 

ア 肉用牛及び肉豚に

ついての交付金の交

付等 

ア 肉用牛及び肉豚に

ついての交付金の交

付等 

ア 肉用牛及び肉豚に

ついての交付金の交

付等 

   

 （ア）肉用牛交付金の交

付 

肉用牛交付金につい

ては、肉用牛生産者から

の販売確認申出書の提

出期限から 35 業務日以

内に交付する。 

（第４期中期目標期間

実績：34業務日） 

 

（ア）肉用牛交付金の交

付 

肉用牛交付金につい

ては、肉用牛生産者から

の販売確認申出書の提

出期限から 35 業務日以

内に交付する。 

 

（ア）肉用牛交付金の交

付 

肉用牛交付金につい

ては、肉用牛生産者から

の販売確認申出書の提

出期限から 35 業務日以

内に交付する。 

 

◇（ア）肉用牛交付金の

交付 

分母を肉用牛交付金

を交付した件数とし、分

子を当該交付金を 35 業

務日以内に交付した件

数とする。 

ｓ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成

のための特に優れた

取組内容が認められ

る 

ａ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成

のための優れた取組

内容が認められる 

ｂ：達成度合は 100％で

あった 

ｃ：達成度合は、80％以

上100％未満であった 

ｄ：達成度合は、80％未

満であった 

 

＜主要な業務実績＞ 

肉用牛交付金につい

て、販売確認申出書の提

出期限から 35 業務日以

内に全て交付した。 

（別添１－１） 

 

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

達成度合は 100 ％

（34,308件/34,308件）

であった。 

＜課題と対応＞ 

特になし 

 

評定 b 

 法人の自己評価は、適当と認められる。 
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 （イ）肉用牛交付金の交

付状況に係る情報の

公表 

肉用牛交付金の交付

状況に係る情報を、全交

付対象生産者に対する

交付金の交付が終了し

た日から５業務日以内

に、ホームページで公表

する。 

（第４期中期目標期間

実績：２業務日） 

 

（イ）肉用牛交付金の交

付状況に係る情報の

公表 

交付業務の透明性を

確保する観点から、肉用

牛交付金の交付状況に

係る情報を、全交付対象

生産者に対する交付金

の交付が終了した日か

ら５業務日以内に、ホー

ムページで公表する。 

（イ）肉用牛交付金の交

付状況に係る情報の

公表 

交付業務の透明性を

確保する観点から、肉用

牛交付金の交付状況に

係る情報を、全交付対象

生産者に対する交付金

の交付が終了した日か

ら５業務日以内に、ホー

ムページで公表する。 

◇（イ）肉用牛交付金の

交付状況に係る情報

の公表 

分母を肉用牛交付金

を交付した回数とし、分

子を５業務日以内に公

表を行った回数とする。 

ｓ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成

のための特に優れた

取組内容が認められ

る 

ａ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成

のための優れた取組

内容が認められる 

ｂ：達成度合は、100％で

あった 

ｃ：達成度合は、80％以

上100％未満であった 

ｄ：達成度合は、80％未

満であった 

 

＜主要な業務実績＞ 

肉用牛交付金の交付

状況に係る情報につい

て、交付を終了した日か

ら５業務日以内にホー

ムページで公表した。 

（別添１－１） 

 

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

達成度合は100％（４

回/４回）であった。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし 

 

評定 b 

 法人の自己評価は、適当と認められる。 

 

 

（ウ）肉豚交付金の交付 

肉豚交付金について

は、各四半期末月の肉豚

生産者からの販売確認

申出書の提出期限から

30 業務日以内に交付す

る。 

（第４期中期目標期間

実績：－業務日） 

 

 

（ウ）肉豚交付金の交付 

肉豚交付金について

は、各四半期末月の肉豚

生産者からの販売確認

申出書の提出期限から

30 業務日以内に交付す

る。 

 

 

（ウ）肉豚交付金の交付 

肉豚交付金について

は、各四半期末月の肉豚

生産者からの販売確認

申出書の提出期限から

30 業務日以内に交付す

る。 

 

 

◇（ウ）肉豚交付金の交

付 

分母を肉豚交付金を

交付した件数とし、分子

を当該交付金を 30 業務

日以内に交付した件数

とする。 

ｓ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成

のための特に優れた

取組内容が認められ

る 

ａ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成

のための優れた取組

内容が認められる 

ｂ：達成度合は 100％で

＜主要な業務実績＞ 

肉豚交付金について

は、標準的販売価格が標

準的生産費を上回った

ため、本年度内に交付金

の交付は行われなかっ

た。 

 

＜評定と根拠＞ 

評定－ 

 

＜課題と対応＞ 

－ 

評定 － 

－ 
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あった 

ｃ：達成度合は、80％以

上100％未満であった 

ｄ：達成度合は、80％未

満であった 

 

 （エ）肉豚交付金の交付

状況に係る情報の公

表 

肉豚交付金の交付状

況に係る情報を、全交付

対象生産者に対する交

付金の交付が終了した

日から５業務日以内に、

ホームページで公表す

る。 

（第４期中期目標期間

実績：－業務日） 

（エ）肉豚交付金の交付

状況に係る情報の公

表 

交付業務の透明性を

確保する観点から、肉豚

交付金の交付状況に係

る情報を、全交付対象生

産者に対する交付金の

交付が終了した日から

５業務日以内に、ホーム

ページで公表する。 

（エ）肉豚交付金の交付

状況に係る情報の公

表 

交付業務の透明性を

確保する観点から、肉豚

交付金の交付状況に係

る情報を、全交付対象生

産者に対する交付金の

交付が終了した日から

５業務日以内に、ホーム

ページで公表する。 

◇（エ）肉豚交付金の交

付状況に係る情報の

公表 

分母を肉豚交付金を

交付した回数とし、分子

を５業務日以内に公表

を行った回数とする。 

ｓ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成

のための特に優れた

取組内容が認められ

る 

ａ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成

のための優れた取組

内容が認められる 

ｂ：達成度合は、100％で

あった 

ｃ：達成度合は、80％以

上100％未満であった 

ｄ：達成度合は、80％未

満であった 

 

＜主要な業務実績＞ 

該当なし 

＜評定と根拠＞ 

評定－ 

 

＜課題と対応＞ 

－ 

評定 － 

－ 

 イ 肉用子牛生産者補

給交付金の交付等 

肉用子牛生産の安定

を図るため、肉用子牛生

産安定等特別措置法（昭

和63年法律第98号）に

基づき、肉用子牛価格が

保証基準価格を下回っ

た場合に、肉用子牛生産

者補給交付金の交付等

を行う。 

イ 肉用子牛生産者補

給交付金の交付等 

イ 肉用子牛生産者補

給交付金の交付等 

イ 肉用子牛生産者補

給交付金の交付等 
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（ア）肉用子牛生産者補

給交付金等の交付 

肉用子牛生産者補給

交付金等については、指

定協会からの交付申請

を受理した日から 14 業

務日以内に交付する。 

（第４期中期目標期間

実績：11業務日） 

 

 

（ア）肉用子牛生産者補

給交付金等の交付 

肉用子牛生産者補給

交付金等については、指

定協会からの交付申請

を受理した日から 14 業

務日以内に交付する。 

（ア）肉用子牛生産者補

給交付金等の交付 

肉用子牛生産者補給

交付金等については、指

定協会からの交付申請

を受理した日から 14 業

務日以内に生産者補給

交付金等を交付する。 

◇（ア）肉用子牛生産者

補給交付金等の交付 

分母を肉用子牛生産

者補給交付金を交付し

た件数と生産者積立助

成金を交付した件数の

合計件数とし、分子をそ

れぞれの交付金等を 14

業務日以内に交付した

件数とする。 

ｓ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成

のための特に優れた

取組内容が認められ

る 

ａ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成

のための優れた取組

内容が認められる 

ｂ：達成度合は、100％で

あった 

ｃ：達成度合は、80％以

上100％未満であった 

ｄ：達成度合は、80％未

満であった 

 

＜主要な業務実績＞ 

肉用子牛生産者補給

交付金等について、指定

協会からの交付申請を

受理した日から14 業務

日以内に全て交付した。 

（別添１－２） 

 

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

達成度合は100％（345

件/345件）であった。 

 

 

＜課題と対応＞ 

特になし 

 

評定 b 

 法人の自己評価は、適当と認められる。 

 （イ）肉用子牛生産者補

給交付金の交付状況

に係る情報の公表 

肉用子牛生産者補給

交付金の交付状況に係

る情報を、全指定協会に

対する肉用子牛生産者

補給交付金の交付が終

了した日から５業務日

以内に、ホームページで

公表する。 

（第４期中期目標期間

実績：５業務日） 

 

（イ）肉用子牛生産者補

給交付金の交付状況

に係る情報の公表 

交付業務の透明性を

確保する観点から、肉用

子牛生産者補給交付金

の交付状況に係る情報

を、全指定協会に対する

肉用子牛生産者補給交

付金の交付を終了した

日から５業務日以内に、

ホームページで公表す

る。 

 

（イ）肉用子牛生産者補

給交付金の交付状況

に係る情報の公表 

交付業務の透明性を

確保する観点から、肉用

子牛生産者補給交付金

の交付状況に係る情報

を、全指定協会に対する

肉用子牛生産者補給交

付金の交付を終了した

日から５業務日以内に、

ホームページで公表す

る。 

 

◇（イ）肉用子牛生産者

補給交付金の交付状

況に係る情報の公表 

分母を肉用子牛生産

者補給交付金を交付し

た回数とし、分子を５業

務日以内に公表を行っ

た回数とする。 

ｓ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成

のための特に優れた

取組内容が認められ

る 

ａ：達成度合は 100％で

＜主要な業務実績＞ 

生産者補給交付金の

交付状況に係る情報に

ついて、交付を終了した

日から５業務日以内に

ホームページで公表し

た。 

（別添１－３） 

 

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

達成度合は100％（４

回/４回）であった。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし 

 

 

評定 b 

 法人の自己評価は、適当と認められる。 
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あり、かつ、その達成

のための優れた取組

内容が認められる 

ｂ：達成度合は、100％で

あった 

ｃ：達成度合は、80％以

上100％未満であった 

ｄ：達成度合は、80％未

満であった 

 

 

 

 ウ 畜産業振興事業 

肉畜・食肉等に係る補

助事業は、肉畜・食肉等

の生産・流通の合理化を

図るための事業その他

の肉畜・食肉等に係る産

業の振興に資するため

の事業で、国の補助事業

を補完するためのもの

を対象とし、国等の行う

事業・施策との整合性を

確保しつつ、肉畜・食肉

等に係る環境変化等を

踏まえ、独立行政法人農

畜産業振興機構法（平成

14年法律第126号。以下

「機構法」という。）に基

づき、国、事業実施主体

等との明確な役割分担

と連携の下に、新規・拡

充事業の事業説明会等

の実施により、効率的か

つ効果的に実施する。な

お、継続事業についても

必要に応じて事業説明

会等を実施する。 

（第４期中期目標期間

実績：新規・拡充事業の

ウ 畜産業振興事業 

肉畜・食肉等に係る補

助事業は、肉畜・食肉等

の生産・流通の合理化を

図るための事業その他

の肉畜・食肉等に係る産

業の振興に資するため

の事業で、国の補助事業

を補完するためのもの

を対象とし、国等の行う

事業・施策との整合性を

確保しつつ、肉畜・食肉

等に係る環境変化等を

踏まえ、国、事業実施主

体等との明確な役割分

担と連携の下に、新規・

拡充事業の事業説明会

等の実施により、効率的

かつ効果的に実施する。

なお、継続事業について

も必要に応じて事業説

明会等を実施する。 

 

ウ 畜産業振興事業 

肉畜・食肉等に係る補

助事業は、肉畜・食肉等

の生産・流通の合理化を

図るための事業その他

の肉畜・食肉等に係る産

業の振興に資するため

の事業で、国の補助事業

を補完するためのもの

を対象とし、国等の行う

事業・施策との整合性を

確保しつつ、肉畜・食肉

等に係る環境変化等を

踏まえ、国、事業実施主

体等との明確な役割分

担と連携の下に、新規・

拡充事業の事業説明会

等の実施により、効率的

かつ効果的に実施する。

なお、継続事業について

も必要に応じて事業説

明会等を実施する。 

 

◇ウ 畜産業振興事業 

肉畜・食肉等に係る経営

安定対策を補完する事

業の効率的かつ効果的

な実施 

分母を新規・拡充事業

数とし、分子を事業説明

会を開催した又は現地

確認調査等を行った事

業数とする。 

ｓ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成

のための特に優れた

取組内容が認められ

る 

ａ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成

のための優れた取組

内容が認められる 

ｂ：達成度合は、100％で

あった 

ｃ：達成度合は、80％以

上100％未満であった 

ｄ：達成度合は、80％未

満であった 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

経営安定対策の補完

対策にあっては、必要の

あった全ての新規・拡充

事業について、事業説明

会等を実施した（10回）。

（第２の６の（１）のウ

参照） 

 

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

第２の６の（１）のウ

参照 

 

＜課題と対応＞ 

特になし 

 

評定 b 

 法人の自己評価は、適当と認められる。 
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事業説明会の実施：

100％） 

 

【重要度：高】（第３の１

の（１）のアの（ア）、（ウ）

及びイの（ア）） 

基本計画に基づく経

営安定対策であり、ま

た、総合的なＴＰＰ等関

連政策大綱（令和２年12

月８日ＴＰＰ等総合対

策本部決定。以下「ＴＰ

Ｐ等政策大綱」という。）

において充実の措置を

講ずるとされた経営安

定対策として、的確に実

施する必要があるため。 

 

 （２）緊急対策 

畜産をめぐる諸情勢

の変化に対応して緊急

に行うものを対象とし、

畜産に重大かつ甚大な

影響を及ぼす自然災害

や家畜疾病、畜産をめぐ

る情勢の変化等に対応

した畜産農家及び畜産

関係者への影響緩和対

策を、国との緊密な連携

の下、機動的に実施する

こととし、国からの要請

文受理後、原則として18

業務日以内に事業実施

要綱を制定する。 

（第４期中期目標期間

実績：18業務日） 

 

【困難度：高】（第３の１

の（２）） 

災害等の緊急事態に

（２）緊急対策 

畜産をめぐる諸情勢

の変化に対応して緊急

に行うものを対象とし、

畜産に重大かつ甚大な

影響を及ぼす自然災害

や家畜疾病、畜産をめぐ

る情勢の変化等に対応

した畜産農家及び畜産

関係者への影響緩和対

策を、国との緊密な連携

の下、機動的に実施する

こととし、国からの要請

文受理後、原則として18

業務日以内に事業実施

要綱を制定する。 

 

（２）緊急対策 

畜産をめぐる諸情勢

の変化に対応して緊急

に行うものを対象とし、

畜産に重大かつ甚大な

影響を及ぼす自然災害

や家畜疾病、畜産をめぐ

る情勢の変化等に対応

した畜産農家及び畜産

関係者への影響緩和対

策を、国との緊密な連携

の下、機動的に実施する

こととし、国からの要請

文受理後、原則として18

業務日以内に事業実施

要綱を制定する。 

 

◇（２）緊急対策 

分母を緊急対策とし

て制定した事業数とし、

分子を当該緊急対策に

係る国からの要請文受

理後、原則として18業務

日以内に事業実施要綱

を制定した事業数とす

る。 

ｓ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成

のための特に優れた

取組内容が認められ

る 

ａ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成

のための優れた取組

内容が認められる 

ｂ：達成度合は、100％で

あった  

ｃ：達成度合は、80％以

上100％未満であった 

＜主要な業務実績＞ 

令和６年能登半島地

震からの復旧を図って

いる石川県において同

年９月の大雨により再

度被災した畜産農家を

支援する事業等及び令

和５年度補正予算で措

置された和牛肉の新規

需要開拓等の取組を支

援する緊急対策につい

て令和６年度補正予算

においても緊急対策と

して措置された事業に

ついて、国からの要請文

受理後、事業実施要綱を

18 業務日以内に改正し

た。 

また、６年 11 月に国

内で初めて確認された

ランピースキン病につ

いて、まん延を未然に防

＜評定と根拠＞ 

評定ａ 

事業実施要綱の制定

にあたっては、国におけ

る事業内容の検討段階

から、国と緊密に連絡・

調整を行うことで、国か

らの要請文受理後、短期

間で事業実施要綱を制

定することができ、達成

度合は100％（７事業/７

事業）であった。 

特に令和６年度補正

予算で措置された和牛

肉の新規需要開拓等の

取組を支援する事業の

実施に当たっては、国と

緊密に連絡・調整を行う

ことで、要請文を受領し

た翌日（12/27）に事業実

施要綱を制定し、さらに

迅速に事業着手できる

評定 a 

緊急対策事業については、国の要請に基づき、

迅速、適切に事業実施要綱を制定し実施した。 

 このうち、令和６年９月に発生した能登半島の

大雨について、同年１月の能登半島地震に引き続

いて被害を受けた畜産農家に家畜の飼養管理に

必要な飲料水の確保等の支援を実施した。 

 また、物価高騰による消費者の生活防衛意識の

高まり等の影響により、和牛肉価格が軟調に推移

していたことから、緊急的に和牛肉の需要を喚起

し、需給状況を改善するため、令和５年度に引き

続き、令和６年度は予算を大幅に増額して実施し

た和牛肉需要拡大緊急対策事業について、機構は

令和５年度の同事業の実施と平行して、令和６年

度事業の実施に向けて、国と緊密に連絡・調整を

行い、事業実施要綱の改正、事業説明会の実施、

新たなシステムの構築等を短期間で行い、当該事

業を早期に実施したことにより、和牛肉価格の改

善に貢献し、目標を上回る成果があったものと認

められるため、ａ評価とした。 
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おいては、事態の展開の

予測や活動が困難な状

況下で、状況に応じた迅

速かつ適切な対応が求

められることから、国、

地方自治体、事業実施主

体等と緊密に連携して

調整を行いながら、短期

間で事業の新たな仕組

み及び要綱の策定等を

行い、的確に実施する必

要があるため。 

ｄ：達成度合は80％未満

であった 

 

ぐための生産者の取組

を支援する新たな事業

等について、国からの要

請文受理後、18業務日以

内に事業実施要綱を制

定及び改正した。 

（別添１－４） 

 

よう１月 10 日に事業説

明会を開催するなどし

て的確に事業を行うこ

とができたことから、達

成度合100％であり、優

れた取組内容が認めら

れたことから、ａ評価と

した。 

 

＜課題と対応＞  

特になし 

 

 

４．その他参考情報 

（予算と決算の乖離理由） 

本セグメントにおいて、決算額が予算額の 28％程度となっているが、肉豚経営安定交付金の交付が無かったこと、肉用牛肥育経営安定交付金及び肉用子牛生産者補給金の交付が当初見込みより少なかったこと

等が要因である。 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―２ ２ 畜産（酪農・乳業）関係業務 

（１）経営安定対策 

ア 加工原料乳生産者補給交付金の交付等、イ 畜産業振興事業 

（２）需給調整・価格安定対策 

ア 指定乳製品等の輸入・売買、イ 乳製品需給等情報交換会議の開催 

（３）緊急対策 

業務に関連する政策・施

策 

食料・農業・農村基本計画 

農業経営の安定化に向けた取組の推進 

需要構造等の変化に対応した生産基盤の強化と流通・加工構造の 

合理化 

当該事業実施に係る根拠（個 

別法条文など） 

独立行政法人農畜産業振興機構法第10条 

畜産経営の安定に関する法律第４条、第14条、第24条 

当該項目の重要度、困難

度 

重要度：「高」（基本計画に基づく経営安定対策であり、また、TPP 等政 

策大綱において充実の措置を講ずるとされた経営安定対策として、的 

確に実施する必要があるため） 

困難度：「高」（災害等の緊急事態においては、事態の展開の予測や活 

動が困難な状況下で、状況に応じた迅速かつ適切な対応が求められる 

ことから、国、地方自治体、事業実施主体等と緊密に連携して調整を行 

いながら、短期間で事業の新たな仕組み及び要綱の策定等を行い、的確 

に実施する必要があるため） 

関連する政策評価・行政事業

レビュー 

行政事業レビューシート事業番号：003270、003275、003276 

 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 （参考） 

（前中期目標期間

最終年度値等） 

５年度 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度  ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度 

加工原料乳

生産者補給

交付金の支

払請求件数 

－ 160件 133件 134件    予算額（千円） 97,188,733 93,821,768    

決算額（千円） 77,610,791 74,006,835    

経常費用（千円） 76,374,508 73,092,523    

経常利益（千円） △843,354 △1,112,982    

目標業務日

以内に交付

した件数 

18 業務日以

内の交付 

160件 133件 134件    当期総利益（千円） 1,211 190    

行政コスト（千円） 76,374,508 73,092,523    

行政サービス実施コス

ト（千円） 
－ －    

達成度合 － 100％ 100％ 100％    従事人員数 22.70 22.70    

受託数量等

を公表した

回数 

－ 12回 12回 12回          

      

      

目標業務日

以内に公表

９業務日以

内の公表 

12回 12回 12回          
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した回数       

達成度合 － 100％ 100％ 100％          

加工原料乳

生産者積立

金に係る補

助金を交付

した件数 

－ ８件 ９件 －          

      

      

      

      

目標業務日

以内に交付

した件数 

14 業務日以

内の交付 

８件 ９件 －          

      

      

達成度合 － 100% 100% －          

国から通知

を受けた輸

入数量 

全量の輸入 

 

137,202トン 137,202

トン 

※全乳換算

数量 

137,202

トン 

※全乳換算

数量 

         

      

      

      

輸入入札に

付した数量 

－ 

 

137,202トン 137,202

トン 

※全乳換算

数量 

137,202 

トン 

※全乳換算

数量 

         

      

      

      

達成度合 － 100％ 100％ 100％          

国が指示す

る方針によ

る売渡計画

の合計数量 

計画の確実

な実施 

13,946トン 20,343 

トン 

※製品重量 

19,125 

トン 

※製品重量 

         

      

      

      

売渡入札に

付した数量 

－ 13,946トン 20,343 

トン 

※製品重量 

19,125 

トン 

※製品重量 

         

      

      

      

達成度合 － 100％ 100％ 100％          

指定乳製品

等の輸入の

契約数 

－ － － 96件          

      

      

目標業務日

以内に売渡

した契約数 

20 業務日以

内の売渡し 

－ － 96件          

      

      

達成度合 － － － 100％          

流通計画の

公表回数 

４回 （４回） ４回 ４回          
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目標の期日

までに公表

した回数 

四半期終了

月の翌月の

20 日までに

公表 

（４回） ４回 ４回          

      

      

達成度合 － 100％ 100％ 100％          

売買実績に

係る情報を

公表した回

数 

－ 12回 12回 12回          

      

      

      

目標の期日

までに公表

した回数 

翌月19日ま

での公表 

12回 12回 12回          

      

      

達成度合 － 100％ 100％ 100％          

緊急対策と

して制定し

た事業数 

－ ３事業 ７事業 ３事業          

      

      

目標業務日

以内に要綱

を制定した

事業数 

18 業務日以

内の要綱制

定 

３事業 ７事業 ３事業          

      

      

      

達成度合 － 100％ 100％ 100％          

注１）主要なアウトプット情報には、数値目標を設定した項目のみを掲載。主要なインプット情報には、畜産（酪農・乳業）関係に関するもの（指定生乳生産者団体等へ交付される交付金、輸入指定乳製品等の買入費等が含まれる。）を掲載してい

る。 

２）予算額、決算額は支出額を記載。 

３）参考の欄における前中期目標期間最終年度値等について、本中期目標期間とは異なる達成目標に基づく件数については、括弧内に記載。 

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 ２ 畜産（酪農・乳業）

関係業務 

（１）経営安定対策 

国の政策目標である

基本計画等を踏まえ、生

産者が希望を持って酪

農業に従事できるよう、

酪農経営の安定ととも

に、競争力を高めて生産

基盤の強化を図る観点

２ 畜産（酪農・乳業）

関係業務 

（１）経営安定対策 

 

２ 畜産（酪農・乳業）

関係業務 

（１）経営安定対策 

 

○２ 畜産（酪農・乳業）

関係業務 

（１）経営安定対策 

 

  評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

小項目の評定は a が２、ｂが９であり、これ

らの合計数値の割合が基準となる数値の80％以 

上 120％未満であることから、評定はＢとした。 

 

小項目の総数：12 

評定ｓの小項目数：０×４点＝ ０点 

評定aの小項目数：２×３点＝ ６点 

評価ｂの小項目数：９×２点＝ 18点 
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から、酪農・乳業に係る

補助事業等を以下のと

おり実施する。 

評価ｃの小項目数：０×１点＝ ０点 

評価ｄの小項目数：０×０点＝ ０点 

（評価対象外：１）  

合計 24点（24／22＝109％） 

 

・畜産（酪農・乳業）関係業務については、畜産

経営の安定に関する法律に基づく経営安定対

策、需給調整・価格安定対策を迅速かつ適切に実

施した。 

・指定乳製品等の価格騰貴等の場合における売

渡しについては、年末のバターの需要期に安定

的に供給できる在庫を確保するため、入札等の

業務を集中的に実施し、検査機関への協力依頼

による検査体制の整備や輸入者との連絡調整を

綿密に行い、11月に売渡しを完了した。 

・中期目標において、機構は畜産に重大な影響を

及ぼす自然災害や家畜疾病、乳製品等の価格変

動など酪農・乳業をめぐる情勢の変化等に対応

した生乳生産者及び酪農関係者等への影響緩和

対策を実施することとしており、令和６年９月

に発生した能登半島の大雨により被害を受けた

酪農家に対して、能登半島地震に引き続いて飼

養管理に要する飲料水の確保等の支援を実施し

た。また、国が緊急的に要請した年末から年始に

おける生乳の不需要期対策について、事業の早

期実施に向けて国との連絡調整を行い、迅速か

つ確実に実施した。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ 

特になし 

 

＜その他事項＞ 

特になし 

 

ア 加工原料乳生産者

補給交付金の交付等 

生乳等の需給の安定

及び酪農経営の安定を

図るため、畜産経営安定

法に基づき、対象事業者

ア 加工原料乳生産者

補給交付金の交付等 

ア 加工原料乳生産者

補給交付金の交付等 

ア 加工原料乳生産者

補給交付金の交付等 
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に加工原料乳生産者補

給交付金の交付等を行

う。 

（ア）加工原料乳生産者

補給交付金等の交

付 

加工原料乳生産者補

給交付金、加工原料乳生

産者補給金及び集送乳

調整金については、対象

事業者及び指定事業者

からの交付申請を受理

した日から 18 業務日以

内に交付する（対象事業

者及び指定事業者から

18 業務日を超えた支払

希望がある場合を除

く。）。 

（第４期中期目標期間

実績：18業務日） 

 

（ア）加工原料乳生産者

補給交付金等の交

付 

加工原料乳生産者補

給交付金、加工原料乳生

産者補給金及び集送乳

調整金については、対象

事業者及び指定事業者

からの交付申請を受理

した日から 18 業務日以

内に交付する。 

ただし、対象事業者及

び指定事業者から 18 業

務日を超えた支払希望

がある場合を除く。 

 

（ア）加工原料乳生産者

補給交付金等の交

付 

加工原料乳生産者補

給交付金、加工原料乳生

産者補給金及び集送乳

調整金については、対象

事業者及び指定事業者

からの交付申請を受理

した日から 18 業務日以

内に交付する。 

ただし、対象事業者及

び指定事業者から 18 業

務日を超えた支払希望

がある場合を除く。 

 

◇（ア）加工原料乳生産

者補給交付金等の交

付 

分母を支払請求件数

とし、分子を 18 業務日

以内に交付した件数と

する。 

ｓ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成

のための特に優れた

取組内容が認められ

る 

ａ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成

のための優れた取組

内容が認められる 

ｂ：達成度合は、100％で

あった 

ｃ：達成度合は、80％以

上100％未満であった 

ｄ：達成度合は、80％未

満であった 

 

＜主要な業務実績＞ 

生産者補給交付金等の

交付について、交付対象

事業者等からの交付申請

に係る支払請求件数 134

件に対し、18業務日以内

に交付を行った件数は

134件であった。 

（別添２－１） 

 

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

達成度合は100％（134

件/134件）であった。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし 

 

評定 b 

 法人の自己評価は、適当と認められる。 

 （イ）対象事業者別の加

工原料乳認定数量

等に係る情報の公

表 

加工原料乳認定数量

等に係る情報を、全都道

府県からの報告が終了

した日から９業務日以

内に、ホームページで公

表する。 

（第４期中期目標期間

実績：９業務日） 

 

（イ）対象事業者別の加

工原料乳認定数量

等に係る情報の公

表 

交付業務の透明性を

確保する観点から、加工

原料乳認定数量等に係

る情報を、全都道府県か

らの報告が終了した日

から９業務日以内に、ホ

ームページで公表する。 

 

（イ）対象事業者別の加

工原料乳認定数量

等に係る情報の公

表 

交付業務の透明性を

確保する観点から、加工

原料乳認定数量等に係

る情報を、全都道府県か

らの報告が終了した日

から９業務日以内に、ホ

ームページで公表する。 

 

◇（イ）対象事業者別の

加工原料乳認定数量

等に係る情報の公表 

分母を公表回数とし、

分子を９業務日以内に

公表した回数とする。 

ｓ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成

のための特に優れた

取組内容が認められ

る 

ａ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成

のための優れた取組

＜主要な業務実績＞ 

交付対象事業者別の受

託数量、加工原料乳認定

数量等に係る情報につい

て、全都道府県からの報

告終了後、９業務日以内

にホームページで公表し

た。 

事務処理の迅速化等に

当たっては、都道府県及

び第１号交付対象事業者

（注）に文書を発し、相互

連絡等について指導を行

った。 

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

達成度合は 100％（12

回/12回）であった。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし 

評定 b 

 法人の自己評価は、適当と認められる。 
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内容が認められる 

ｂ：達成度合は、100％で

あった 

ｃ：達成度合は、80％以

上100％未満であった 

ｄ：達成度合は、80％未

満であった 

 

（別添２－２） 

 

（注）生乳を生産者から集め

て乳業に販売し、機構か

ら補給交付金を預かり、

生産者に補給金を交付

する事業者。 

イ 畜産業振興事業 

酪農・乳業に係る補助

事業は、酪農・乳業の生

産・流通の合理化を図る

ための事業その他の酪

農・乳業に係る産業の振

興に資するための事業

で、国の補助事業を補完

するためのものを対象

とし、国等の行う事業・

施策との整合性を確保

しつつ、機構法に基づ

き、国、事業実施主体等

との明確な役割分担と

連携の下に、機動的かつ

弾力的に実施する。 

イ 畜産業振興事業 

酪農・乳業に係る補助

事業は、酪農・乳業の生

産・流通の合理化を図る

ための事業その他の酪

農・乳業に係る産業の振

興に資するための事業

で、国の補助事業を補完

するためのものを対象

とし、国等の行う事業・

施策との整合性を確保

しつつ、国、事業実施主

体等との明確な役割分

担と連携の下に、機動的

かつ弾力的に実施する。 

イ 畜産業振興事業 

酪農・乳業に係る補助

事業は、酪農・乳業の生

産・流通の合理化を図る

ための事業その他の酪

農・乳業に係る産業の振

興に資するための事業

で、国の補助事業を補完

するためのものを対象

とし、国等の行う事業・

施策との整合性を確保

しつつ、国、事業実施主

体等との明確な役割分

担と連携の下に、機動的

かつ弾力的に実施する。 

イ 畜産業振興事業    

（ア）酪農対策 

酪農経営の安定を図

るため、加工原料乳の平

均取引価格が補塡基準

価格を下回った場合に、

補塡金の交付等を行う。 

補塡金の交付に要す

る補助金については、事

業実施主体からの概算

払請求書を受理した日

から 14 業務日以内に交

付する。 

（第４期中期目標期間

実績：11業務日） 

 

（ア）酪農対策 

酪農経営の安定を図

るため、加工原料乳の平

均取引価格が補塡基準

価格を下回った場合に、

補塡金の交付等を行う。 

このため、補塡金の交

付に要する補助金につ

いては、事業実施主体か

らの概算払請求書を受

理した日から 14 業務日

以内に交付する。 

 

（ア）酪農対策 

加工原料乳生産者経

営安定対策事業につい

て、加工原料乳の平均取

引価格が補塡基準価格

を下回った場合に、補塡

金の交付等を行う。 

補塡金の交付に要す

る補助金については、事

業実施主体からの概算

払請求書を受理した日

から 14 業務日以内に交

付する。 

 

◇（ア）酪農対策 

加工原料乳生産者経営

安定対策事業に係る補

塡金の交付に要する補

助金の交付 

分母を加工原料乳生

産者経営安定対策事業

に係る補塡金の交付に

要する補助金を交付し

た件数とし、分子を、当

該補助金を 14 業務日以

内に交付した件数とす

る。 

ｓ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成

のための特に優れた

＜主要な業務実績＞ 

 加工原料乳の平均取引

価格が補塡基準価格を上

回ったことから、本年度

内に補塡金の交付は行わ

れなかった。 

 

＜評定と根拠＞ 

評定－ 

 

＜課題と対応＞ 

－ 

 

評定 - 

- 
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取組内容が認められ

る 

ａ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成

のための優れた取組

内容が認められる 

ｂ：達成度合は、100％で

あった 

ｃ：達成度合は、80％以

上100％未満であった 

ｄ：達成度合は、80％未

満であった 

 

（イ）補完対策 

酪農・乳業に係る環境

変化等を踏まえ、酪農・

乳業の生産性向上等に

資するため、経営安定対

策を補完する事業を、新

規・拡充事業の事業説明

会等の実施により、効率

的かつ効果的に実施す

る。なお、継続事業につ

いても必要に応じて事

業説明会等を実施する。 

（第４期中期目標期間

実績：新規・拡充事業の

事業説明会の実施：

100％） 

 

【重要度：高】（第３の２

の（１）のアの（ア）及

びイの（ア）） 

アの（ア）及びイの

（ア）については、基本

計画に基づく経営安定

対策として、加えて、ア

の（ア）については、Ｔ

ＰＰ等政策大綱におい

て充実の措置を講ずる

（イ）補完対策 

酪農・乳業に係る環境

変化等を踏まえ、酪農・

乳業の生産性向上等に

資するため、経営安定対

策を補完する事業を、新

規・拡充事業の事業説明

会等の実施により、効率

的かつ効果的に実施す

る。なお、継続事業につ

いても必要に応じて事

業説明会等を実施する。 

 

 

（イ）補完対策 

酪農・乳業に係る経営

安定対策を補完する事

業にあっては、新規、拡

充事業の事業説明会等

の実施により、効率的か

つ効果的に実施する。な

お、継続事業についても

必要に応じて事業説明

会等を実施する。 

 

◇（イ）補完対策 

酪農・乳業に係る経営安

定対策を補完する事業

の効率的かつ効果的な

実施 

分母を新規・拡充事業

数とし、分子を事業説明

会を開催した又は現地

確認調査等を行った事

業数とする。 

ｓ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成

のための特に優れた

取組内容が認められ

る 

ａ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成

のための優れた取組

内容が認められる 

ｂ：達成度合は、100％で

あった 

ｃ：達成度合は、80％以

上100％未満であった 

ｄ：達成度合は、80％未

満であった 

 

＜主要な業務実績＞ 

経営安定対策の補完対

策にあっては、必要のあ

った全ての新規・拡充事

業について、事業説明会

等を実施した（11回）。（第

２の６の（１）のウ参照） 

 

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

第２の６の（１）のウ

参照 

 

＜課題と対応＞ 

特になし 

 

評定 b 

 法人の自己評価は、適当と認められる。 
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とされた経営安定対策

として、的確に実施する

必要があるため。 

（２）需給調整・価格安

定対策 

ア 指定乳製品等の輸

入・売買 

指定乳製品等の需給

の安定を図るため、生乳

及び牛乳・乳製品の需給

に関する情報を定期的

に把握するとともに、畜

産経営安定法に基づき、

指定乳製品等の買入れ、

売渡し等を以下のとお

り実施する。 

（２）需給調整・価格安

定対策 

ア 指定乳製品等の輸

入・売買 

 

（２）需給調整・価格安

定対策 

ア 指定乳製品等の輸

入・売買 

 

（２）需給調整・価格安

定対策 

ア 指定乳製品等の輸

入・売買 

 

  

（ア）指定乳製品等の輸

入入札 

国家貿易機関として、

国際約束に従って国が

定めて通知する数量の

指定乳製品等について、

その全量を輸入のため

の入札に付するととも

に、指定乳製品の生産条

件及び需給事情その他

の経済事情を考慮し、指

定乳製品の消費の安定

に資することを旨とし

て国が指示する方針に

より、指定乳製品等の売

渡し計画の数量を売渡

しのための入札に付す

る。 

（第４期中期目標期間

実績：輸入及び売渡し

のための入札に付し

た数量の割合：100％） 

 

（ア）指定乳製品等の輸

入入札 

生乳及び牛乳・乳製品

の需給に関する情報を

定期的に把握するとと

もに、国家貿易機関とし

て、国際約束に従って国

が定めて通知する数量

の指定乳製品等につい

て、毎年度、その全量を

輸入のための入札に付

するとともに、指定乳製

品の生産条件及び需給

事情その他の経済事情

を考慮し、指定乳製品の

消費の安定に資するこ

とを旨として国が指示

する方針により、指定乳

製品等の売渡し計画の

数量を売渡しのための

入札に付する。 

 

（ア）生乳及び牛乳・乳

製品の需給に関す

る情報を定期的に

把握するとともに、

国家貿易機関とし

て、国から通知を受

けた令和６年度の

指定乳製品等の全

量を輸入のための

入札に付する。 

 

◇（ア）指定乳製品等の

輸入入札 

分母を国から通知を

受けた輸入数量とし、分

子を輸入入札に付した

数量とする。 

ｓ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成

のための特に優れた

取組内容が認められ

る 

ａ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成

のための優れた取組

内容が認められる 

ｂ：達成度合は、100％で

あった 

ｃ：達成度合は、80％以

上100％未満であった 

ｄ：達成度合は、80％未

満であった 

 

＜主要な業務実績＞ 

国家貿易機関として、

令和６年度に国際約束に

従って国が定めて機構に

通知した数量について、

需給状況を踏まえて品

目、数量等を決定し、輸入

入札に付した。 

ⅰ）国から通知を受けた

数量 

全乳換算数量 

137,202トン 

ⅱ）輸入入札に付した上

で契約を締結した数

量（不落札分を除

く。） 

全乳換算数量 

  137,202トン 

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

達 成 度 合 は 100 ％

（137,202 トン/137,202

トン）であった。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし 

 

評定 b 

 法人の自己評価は、適当と認められる。 

（イ）指定乳製品の生産

条件及び需給事情

（イ）指定乳製品等の売

渡し等 
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その他の経済事情

を考慮し、指定乳製

品の消費の安定に

資することを旨と

して国が指示する

方針により、指定乳

製品等の売渡し計

画の数量を売渡し

のための入札に付

する。 

 

◇①指定乳製品等の売

渡し 

分母を国が指示する

方針による売渡計画の

合計数量とし、分子を売

渡入札に付した数量と

する。 

ｓ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成

のための特に優れた

取組内容が認められ

る 

ａ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成

のための優れた取組

内容が認められる 

ｂ：達成度合は、100％で

あった 

ｃ：達成度合は、80％以

上100％未満であった 

ｄ：達成度合は、80％未

満であった 

（売渡計画において、売

渡を行わない場合を除

く。） 

 

＜主要な業務実績＞ 

四半期毎に農林水産省

畜産局長あてに届け出て

いる売渡計画に基づき、

バター、ホエイ・調製ホエ

イ及びバターオイルを売

渡入札に付した。 

ⅰ）売渡計画の合計数量

19,125トン 

ⅱ）売渡入札に付した数

量19,125トン 

 

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

達 成 度 合 は 100 ％

（19,125 トン/19,125 ト

ン）であった。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし 

 

評定 b 

 法人の自己評価は、適当と認められる。 

 また、指定乳製品等の

売渡しに当たっては、指

定乳製品等の輸入・売渡

し業務の透明性を確保

する観点から、需要者に

対して外国産指定乳製

品等の品質・規格等の情

報を提供するほか、外国

産指定乳製品等の品質

等に対する需要者の要

望・意向を把握する。 

 

また、指定乳製品等の

売渡しに当たっては、指

定乳製品等の輸入・売渡

し業務の透明性を確保

する観点から、需要者と

の意見交換を通じ、外国

産指定乳製品等の品質・

規格等の情報を提供す

るほか、外国産指定乳製

品等の品質等に対する

需要者の要望・意向を把

握する。 

 

◇②需要者との意見交

換による要望・意向の

把握 

ｓ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る顕

著な成果があった 

ａ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る成

果があった 

ｂ：取組は十分であった 

ｃ：取組はやや不十分で

あり、改善を要する 

ｄ：取組は不十分であ

り、抜本的な改善を要

＜主要な業務実績＞ 

指定乳製品等の輸入・

売渡し業務の透明性を確

保するため、四半期毎に

大手需要者との情報交換

会議を開催（４回）し、外

国産指定乳製品等の品

質・規格、用途等に関して

意見交換を行った。また、

機構の売渡入札における

落札需要者から輸入乳製

品に関する要望・意向を

把握し、輸入商社等に品

質面の改善等についてフ

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

需要者との情報交換会

議や落札需要者からの要

望・意見等の聴取・把握

を行うことができた。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし 

評定 b 

 法人の自己評価は、適当と認められる。 
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する 

 

ィードバックした。 

 

 

 （イ）指定乳製品等の価

格騰貴等の場合に

おける売渡し 

指定乳製品等の価格

が著しく騰貴し、又は騰

貴するおそれがあると

認められる場合におい

て指定乳製品等を輸入

し、売渡しを行うときに

は、速やかに輸入・売渡

業務を行うものとし、機

構が国内において輸入

業者から現品を受けた

日から 20 業務日以内に

需要者へ売渡しを行う。 

ただし、20業務日以内

の売渡しが需給に悪影

響を及ぼすと認められ

る場合を除く。 

（第４期中期目標期間

実績：14業務日） 

 

（イ）指定乳製品等の価

格騰貴等の場合に

おける売渡し 

指定乳製品等の価格

が著しく騰貴し、又は騰

貴するおそれがあると

認められる場合におい

て指定乳製品等を輸入

し、売渡しを行うときに

は、速やかに輸入・売渡

業務を行うものとし、機

構が国内において輸入

業者から現品を受けた

日から 20 業務日以内に

需要者へ売渡しを行う。 

ただし、20業務日以内

の売渡しが需給に悪影

響を及ぼすと認められ

る場合を除く。 

 

（ウ）指定乳製品等の価

格騰貴等の場合に

おける売渡し 

指定乳製品等の価格

が著しく騰貴し、又は騰

貴するおそれがあると

認められる場合におい

て指定乳製品等を輸入

し、売渡しを行うときに

は、速やかに輸入・売渡

業務を行うものとし、機

構が国内において輸入

業者から現品を受けた

日から 20 業務日以内に

需要者へ売渡しを行う。 

ただし、20業務日以内

の売渡しが需給に悪影

響を及ぼすと認められ

る場合を除く。 

 

◇（ウ）指定乳製品等の

価格騰貴等の場合に

おける売渡し 

分母を輸入の契約数

（20 業務日以内の売渡

しが需給に悪影響を及

ぼすと認められる場合

を除く。）とし、分子をこ

のうち当該輸入に係る

指定乳製品等を 20 業務

日以内に売り渡した契

約数とする。 

ｓ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成

のための特に優れた

取組内容が認められ

る 

ａ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成

のための優れた取組

内容が認められる 

ｂ：達成度合は、100％で

あった 

ｃ：達成度合は、80％以

上100％未満であった 

ｄ：達成度合は、80％未

満であった 

 

＜主要な業務実績＞ 

年末までのバターの安

定的な供給を確保する観

点から、令和６年６月26

日付けで農林水産大臣か

ら承認を得たバターの追

加輸入分については、７

月に輸入入札を実施し、

契約を締結した96件（計

3,787トン）について、全

て 20 業務日以内に売渡

しを行った。 

なお、この追加輸入分

については、年末の需要

期までに売渡しが可能と

なるよう、７月中に入札

を行い、入札から売渡期

限までの期間を通常より

も 2.5 カ月短い４カ月に

設定した。これにより、11

月末のバター在庫数量は

235百㌧となり、年末の需

要期に向けて、前年同月

の在庫数量（216百㌧）を

上回る十分なバターを確

保した。 

 

＜評定と根拠＞ 

評定ａ 

 達成度合は 100％（96

件/96件）であった。 

 追加輸入の実施に当た

り、入札を短期集中的に

行い、かつ売渡期限を通

常よりも大幅に短縮し

て、的確に売渡しを行っ

たことにより、年末の需

要期までに十分なバター

の在庫量を確保すること

ができた。 

 以上のとおり、バター

の安定供給に寄与したこ

とから、目標達成のため

の優れた取組内容と判断

し、ａ評価とした。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし 

 

評定 a 

 令和６年のバターの需給見通しにおいて、12

月のバターの需要期に安定的に供給できる在庫

量を確保するため、バターの追加輸入を実施す

ることとなった。機構は令和６年６月26日の大

臣承認後、７月に集中的に入札を実施し、国内到

着後の成分検査について、検査機関への協力依

頼により検査体制を整備し、手続に遅れが生じ

ないよう輸入者との連絡調整を綿密に行い、11

月に売渡しを完了したことは、乳製品の輸入売

買業務により、安定的な供給に貢献したものと

して、目標を上回る成果があったものと認めら

れるため、ａ評価とした。 

 （ウ）輸入バターの流通

計画の公表 

上記（ア）又は（イ）

により売り渡した輸入

バターの流通状況を把

握するため、機構の輸入

バターの落札者から徴

収した流通計画を四半

期毎に取りまとめ、四半

（ウ）輸入バターの流通

計画の公表 

上記（ア）又は（イ）

により売り渡した輸入

バターの流通状況を把

握するため、機構の輸入

バターの落札者から徴

収した流通計画を四半

期毎に取りまとめ、四半

（エ）輸入バターの流通

計画の公表 

上記（イ）又は（ウ）

により売り渡した輸入

バターの流通状況を把

握するため、機構の輸入

バターの落札者から徴

収した流通計画を四半

期毎に取りまとめ、四半

◇（エ）輸入バターの流

通計画の公表 

分母を４回とし、分子

を四半期終了月の翌月

の 20 日までに公表した

回数とする。 

ｓ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成

のための特に優れた

＜主要な業務実績＞ 

輸入バターの流通状況

を把握するため、機構の

輸入バターの落札者から

徴取した流通計画等を四

半期毎にそれぞれ取りま

とめ、四半期終了月の翌

月の 20 日までにホーム

ページで公表した。 

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

達成度合は 100％（４

回/４回）であった。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし 

 

評定 b 

 法人の自己評価は、適当と認められる。 
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期終了月の翌月の 20 日

までにホームページで

公表する。 

（第４期中期目標期間

実績：四半期終了月の

翌月末） 

 

期終了月の翌月の 20 日

までに、ホームページで

公表する。 

 

期終了月の翌月の 20 日

までに、ホームページで

公表する。 

 

取組内容が認められ

る 

ａ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成

のための優れた取組

内容が認められる 

ｂ：達成度合は、100％で

あった 

ｃ：達成度合は、80％以

上100％未満であった 

ｄ：達成度合は、80％未

満であった 

 

 （エ）指定乳製品等の買

入れ・売戻しに係る

情報の公表 

指定乳製品等の内外

価格差の調整を図るた

め、機構の買入れ・売戻

しの申込みをする者か

ら、調整金の徴収を行

い、指定乳製品等の買入

れ・売戻しにおける月毎

の売買実績を翌月の 19

日までに、ホームページ

で公表する。 

（第４期中期目標期間

実績：翌月の19日） 

 

（エ）指定乳製品等の買

入れ・売戻しに係る

情報の公表 

指定乳製品等の内外

価格差の調整を図るた

め、機構の買入れ・売戻

しの申込みをする者か

ら、畜産経営の安定に関

する法律（昭和36年法律

第183号）に規定する農

林水産大臣が定めて告

示する金額の徴収を行

うとともに、本業務の透

明性を確保する観点か

ら、指定乳製品等の買入

れ・売戻しにおける月毎

の売買実績を翌月の 19

日までに、ホームページ

で公表する。 

（オ）指定乳製品等の買

入れ・売戻しに係る

情報の公表 

指定乳製品等の内外

価格差の調整を図るた

め、機構の買入れ・売戻

しの申込みをする者か

ら、畜産経営の安定に関

する法律（昭和 36 年法

律第183号）に規定する

農林水産大臣が定めて

告示する金額の徴収を

行うとともに、本業務の

透明性を確保する観点

から、指定乳製品等の買

入れ・売戻しにおける月

毎の売買実績を翌月の

19日までに、ホームペー

ジで公表する。 

◇（オ）指定乳製品等の

買入れ・売戻しに係る

情報の公表 

分母を公表回数とし、

分子を翌月 19 日までに

公表した回数とする。 

ｓ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成

のための特に優れた

取組内容が認められ

る 

ａ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成

のための優れた取組

内容が認められる 

ｂ：達成度合は、100％で

あった 

ｃ：達成度合は、80％以

上100％未満であった 

ｄ：達成度合は、80％未

満であった 

 

＜主要な業務実績＞ 

売戻相手先から輸入許

可書の速やかな提出を受

けること等により、前月

分の指定乳製品等の買入

れ・売戻しの実績につい

て、翌月の19日までにホ

ームページで公表した。 

（別添２－３） 

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

達成度合は 100％（12

回/12回）であった。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし 

 

評定 b 

 法人の自己評価は、適当と認められる。 

 イ 乳製品需給等情報

交換会議の開催 

脱脂粉乳、バターの需

給や国家貿易等につい

て、関係者間で情報共有

イ 乳製品需給等情報

交換会議の開催 

脱脂粉乳、バターの需

給や国家貿易等につい

て、関係者間で情報共有

イ 乳製品需給等情報

交換会議の開催 

脱脂粉乳、バターの需

給や国家貿易等につい

て、関係者間で情報共有

◇イ 乳製品需給等情

報交換会議の開催 

ｓ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る顕

著な成果があった 

＜主要な業務実績＞ 

脱脂粉乳、バターの需

給や国家貿易等につい

て、関係者間で情報共有

と意見交換を行うため、

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

「乳製品需給等情報交

換会議」を国と共催し、

関係者間で情報共有と意

評定 b 

 法人の自己評価は、適当と認められる。 
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と意見交換を行うため、

「乳製品需給等情報交

換会議」を国と共催す

る。 

（参考：第４期中期目標

期間実績：３回（令和

４年度実績）） 

 

と意見交換を行うため、

「乳製品需給等情報交

換会議」を国と共催す

る。 

 

と意見交換を行うため、

「乳製品需給等情報交

換会議」を国と共催す

る。 

 

ａ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る成

果があった 

ｂ：取組は十分であった 

ｃ：取組はやや不十分で

あり、改善を要する 

ｄ：取組は不十分であ

り、抜本的な改善を要

する 

 

「乳製品需給等情報交換

会議」を６月、９月及び１

月に国と共催（計３回）し

た。 

見交換を行うことができ

た。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし 

 

 （３）緊急対策 

酪農・乳業をめぐる諸

情勢の変化に対応して

緊急に行うものを対象

とし、畜産に重大な影響

を及ぼす自然災害や家

畜疾病、乳製品等の価格

の変動など酪農・乳業を

めぐる情勢の変化等に

対応した生乳生産者及

び酪農関係者等への影

響緩和対策を、国との緊

密な連携の下、機動的に

実施することとし、国か

らの要請文受理後、原則

として 18 業務日以内に

事業実施要綱を制定す

る。 

（第４期中期目標期間

実績：11業務日） 

 

【困難度：高】（第３の２

の（３）） 

災害等の緊急事態に

おいては、事態の展開の

予測や活動が困難な状

況下で、状況に応じた迅

速かつ適切な対応が求

められることから、国、

地方自治体、事業実施主

（３）緊急対策 

酪農・乳業をめぐる諸

情勢の変化に対応して

緊急に行うものを対象

とし、畜産に重大な影響

を及ぼす自然災害や家

畜疾病、乳製品等の価格

の変動など酪農・乳業を

めぐる情勢の変化等に

対応した生乳生産者及

び酪農関係者等への影

響緩和対策を、国との緊

密な連携の下、機動的に

実施することとし、国か

らの要請文受理後、原則

として 18 業務日以内に

事業実施要綱を制定す

る。 

（３）緊急対策 

酪農・乳業をめぐる諸

情勢の変化に対応して

緊急に行うものを対象

とし、畜産に重大な影響

を及ぼす自然災害や家

畜疾病、乳製品等の価格

の変動など酪農・乳業を

めぐる情勢の変化等に

対応した生乳生産者及

び酪農関係者等への影

響緩和対策を、国との緊

密な連携の下、機動的に

実施することとし、国か

らの要請文受理後、原則

として 18 業務日以内に

事業実施要綱を制定す

る。 

 

◇（３）緊急対策 

分母を緊急対策とし

て制定した事業数とし、

分子を当該緊急対策に

係る国からの要請文受

理後、原則として 18 業

務日以内に事業実施要

綱を制定した事業数と

する。 

ｓ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成

のための特に優れた

取組内容が認められ

る 

ａ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成

のための優れた取組

内容が認められる 

ｂ：達成度合は、100％で

あった  

ｃ：達成度合は、80％以

上100％未満であった 

ｄ：達成度合は80％未満

であった 

 

＜主要な業務実績＞ 

地震による被災後の経

営支援が続く能登におい

て、さらに令和６年９月

の大雨により繰り返し被

災した酪農経営体や、年

末年始の不需要期の生乳

需給の安定に万全を期す

ため生乳の出荷調整に取

り組む酪農経営体を支援

する等の緊急対策事業

（計３事業）について、国

からの要請文受理後、い

ずれも目標業務日（18業

務日）以内の早期に事業

実施要綱を制定又は改正

した。 

特に、年末年始の不需

要期の生乳需給の安定を

図る緊急対策事業につい

ては、国からの緊急的な

要請を受け受理後翌業務

日の短期間で事業実施要

綱を制定したほか、事業

実施主体との連携を図

り、不需要コア期（12月

21日～１月８日）開始ま

での短期間に酪農経営体

へ事業周知、参加申込書

の取りまとめ等を迅速に

＜評定と根拠＞ 

評定ａ 

事業実施要綱の制定に

あたっては、国における

事業内容の検討段階か

ら、国と緊密に連絡・調

整を行うことで、国から

の要請文受理後、短期間

で３事業全ての事業実施

要綱を制定又は改正する

ことができ、達成度合は

100％（３事業/３事業）

であった。 

また、特に、年末年始

の不需要期の生乳需給の

安定を図る緊急対策事業

については、前年の猛暑

の影響により生乳生産の

ピークがずれ、例年以上

に年末年始の不需要期に

おいて生乳廃棄が生じる

おそれがあったことか

ら、国からの緊急的な要

請を受け、事業実施主体

と連携し短期間で事業を

開始した上、34酪農経営

体が生乳出荷調整を果た

し、不需要期の適正な余

乳処理に寄与した点を考

慮し、優れた取組内容と

評定 a 

緊急対策事業については、国の要請に基づき、

迅速、適切に事業実施要綱を制定し実施した。 

 このうち、令和６年９月に発生した能登半島

の大雨について、同年１月の能登半島地震に引

き続いて被害を受けた酪農家に家畜の飼養管理

に必要な飲料水の確保等の支援を実施した。 

 また、年末から年始における生乳の不需要期

対策として、国が緊急的に実施を要請した不需

要コア期需給安定緊急対策事業について、機構

は早期の実施に向けて国と緊密に連絡・調整を

行い、事業実施要綱の制定、事業の周知を行うな

ど、当該事業を迅速かつ確実に実施したことに

より、生乳の出荷調整が行われたことは、目標を

上回る成果があったものと認められるため、ａ

評価とした。 
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体等と緊密に連携して

調整を行いながら、短期

間で事業の新たな仕組

み及び要綱の策定等を

行い、的確に実施する必

要があるため。 

行った結果、今回が初の

取組であったが当該期間

に34酪農経営体が124ト

ンの生乳出荷調整を果た

し、不需要期の適正な余

乳処理に寄与した。 

（別添１－４） 

 

評価。 

以上のとおり、達成度

合が 100％であった上

に、短期間での事業実施

要綱制定と、不需要期対

策を迅速かつ的確に実施

したことから、ａ評価と

した。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし 

 

 

 

４．その他参考情報 

（予算と決算の乖離理由） 

本セグメントにおいて、決算額が予算額の 79％程度となっているが、畜産業振興事業費において、年度内に間接補助事業実施主体までの支払いが間に合わない分（翌年度への繰越）が生じたこと等が要因であ

る。 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―３ ３ 野菜関係業務 

（１）経営安定対策 

ア 指定野菜価格安定対策事業、イ 契約指定野菜安定供給事業、ウ 特定野菜等供給産地育成価格差補給事業等、エ 業務内容等の公表、

オ セーフティネット対策の適切な対応、カ 野菜農業振興事業

（２）需給調整・価格安定対策 

業務に関連する政策・施 

策 

食料・農業・農村基本計画 

農業経営の安定化に向けた取組の推進 

需要構造等の変化に対応した生産基盤の強化と流通・加工構造の 

合理化 

当該事業実施に係る根拠（個 

別法条文など） 

独立行政法人農畜産業振興機構法第10条 

野菜生産出荷安定法 

当該項目の重要度、困難 

度 

重要度：「高」（基本計画に基づく経営安定対策として、的確に実施す 

る必要があるため） 

関連する政策評価・行政事業 

レビュー 

行政事業レビューシート事業番号：003271、003276、003286 

２．主要な経年データ 

①主要なアウトプット（アウトカム）情報 ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 （参考） 

（前中期目標期間最

終年度値等） 

５年度 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度 

登録出荷団

体等別の品

目毎の交付

申請の総件

数（指定野

菜） 

－ 1,632件 1,221件 638件 予算額（千円） 15,470,444 17,815,684 

決算額（千円） 9,544,463 7,036,398 

経常費用（千円） 9,232,434 6,486,904 

経常利益（千円） 44,289 65,267 

当期総利益（千円） 44,306 30,090 

行政コスト（千円） 9,232,434 6,523,674 

目標業務日

以内に交付

した件数 

11業務日

以内の交付 

1,632件 1,221件 638件 行政サービス実施

コスト（千円） 
－ － 

従事人員数 30.00 30.00 

達成度合 － 100％ 100％ 100％ 

登録出荷団

体等別の品

目毎の交付

申請の総件

数（契約指定

野菜） 

－ （148件） 179件 144件 

目標業務日

以内に交付

した件数 

20 業務日

以内の交付 

（148件） 179件 144件

達成度合 － 100％ 100％ 100％ 

野菜価格安 － 1,017件 776件 469件 
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定法人別の

品目毎の交

付申請の総

件数（特定野

菜） 

目標業務日

以内に交付

した件数 

11 業務日

以内の交付 

1,017件 776件 469件 

達成度合 － 100％ 100％ 100％ 

交付予約数

量等の公表

月数（計画

値） 

12月 12月 12月 12月 

交付予約数

量等の公表

月数（実績

値） 

－ 12月 12月 12月 

達成度合 － 100％ 100％ 100％ 

経営安定対

策に係る野

菜農業振興

事業の事業

数 

－ １事業 ２事業 ２事業 

事業説明会

等を開催し

た事業数 

－ １事業 ２事業 ２事業 

達成度合 － 100％ 100％ 100％ 

需給調整・価

格安定対策

に係る野菜

農業振興事

業の事業数 

－ ２事業 １事業 １事業 

事業説明会

等を開催し

た事業数 

－ ２事業 １事業 １事業 

達成度合 － 100％ 100％ 100％ 

注１）主要なアウトプット情報には、数値目標を設定した項目のみを掲載。主要なインプット情報には、野菜関係に関するもの（生産等へ交付される交付金等が含まれる。）を掲載している。 

２）予算額、決算額は支出額を記載 

３）参考の欄における前中期目標期間最終年度値等について、本中期目標期間とは異なる達成目標に基づく件数については、括弧内に記載。 

33



 

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 ３ 野菜関係業務 

（１）経営安定対策 

野菜については、野菜

生産出荷安定法（昭和41

年法律第103号）等に基

づき、生産者の経営安定

と野菜の安定供給を図

るため、価格低落時にお

ける生産者補給金の交

付等を以下のとおり実

施する。 

その際、農業保険法

（昭和 22 年法律第 185

号）に基づく収入保険の

実施に伴い、生産者の自

由な経営判断により必

要とされるセーフティ

ネット対策が選択され

るよう適切に対応する。 

３ 野菜関係業務 

（１）経営安定対策 

３ 野菜関係業務 

（１）経営安定対策 

○３ 野菜関係業務 

（１）経営安定対策 

  評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

小項目の評定はａが１、ｂが６であり、これら

の合計数値の割合が基準となる数値の 80％以上

120％未満であることから、評定はＢとした。 

小項目の総数：７ 

評定ｓの小項目数：０×４点＝ ０点 

評定aの小項目数：１×３点＝ ３点 

評価ｂの小項目数：６×２点＝ 12点 

評価ｃの小項目数：０×１点＝ ０点 

評価ｄの小項目数：０×０点＝ ０点 

合計 15 点（15／14＝107％） 

 

・野菜関係業務については、生産者の経営安定を

図るための生産者補給交付金等の迅速な交付を

行った。 

・需給調整・価格安定対策については、野菜需給

情報等交換会において需給の安定が求められる

夏と冬の野菜に係る情報を適切な時期に提供で

きるよう、同会の開催をこれまでの年度末に年１

回から年２回に見直した。 

・令和５年度に判明した平均取引価額の算定誤

りについては、再発防止策が着実に実施されてい

た。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ 

特になし 

 

＜その他事項＞ 

特になし 

 

ア 指定野菜価格安定

対策事業 

指定野菜の価格の著

しい低落があった場合

において、その低落が対

象野菜（野菜指定産地の

ア 指定野菜価格安定対

策事業 

指定野菜価格安定対策

事業に係る生産者補給交

付金等については、登録

出荷団体等からの交付申

ア 指定野菜価格安定

対策事業 

指定野菜価格安定対

策事業に係る生産者補

給交付金等については、

登録出荷団体等からの

◇ア 指定野菜価格安

定対策事業 

分母を登録出荷団体

等別の品目毎の交付申

請の総件数とし、分子を

そのうち 11 業務日以内

＜主要な業務実績＞ 

生産者補給交付金等

の交付については、交付

申請のあった638件に対

し、登録出荷団体等から

の交付申請を受理した

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

達成度合は100％（638

件/638件）であった。 

 

 

評定 b 

 法人の自己評価は、適当と認められる。 
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区域内で生産される当

該指定野菜をいう。）の

生産者の経営に及ぼす

影響を緩和するため、生

産者補給交付金等を交

付する。 

生産者補給交付金等

については、登録出荷団

体等からの交付申請を

受理した日から 11 業務

日以内に交付する。 

（第４期中期目標期間

実績：11業務日） 

 

 

請を受理した日から 11

業務日以内に交付する。 

 

交付申請を受理した日

から 11 業務日以内に交

付する。 

 

に交付した件数とする。 

ｓ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成

のための特に優れた

取組内容が認められ

る 

ａ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成

のための優れた取組

内容が認められる 

ｂ：達成度合は、100％で

あった 

ｃ：達成度合は、80％以

上100％未満であった 

ｄ：達成度合は、80％未

満であった 

 

日から 11 業務日以内に

全て交付した。 

（別添３－１） 

 

 

 

＜課題と対応＞ 

特になし 

イ 契約指定野菜安定

供給事業 

あらかじめ締結した

指定野菜の供給に係る

契約につき指定野菜の

価格の著しい低落があ

った場合及びあらかじ

め締結した契約に基づ

き契約数量の確保を要

する場合において、生産

者の経営に及ぼす影響

を緩和するため、生産者

補給交付金等を交付す

る。 

生産者補給交付金等

については、登録出荷団

体等からの交付申請を

受理した日から 20 業務

日以内に交付する。 

（第４期中期目標期間

実績：16業務日） 

 

イ 契約指定野菜安定供

給事業 

契約指定野菜安定供給

事業に係る生産者補給交

付金等については、登録

出荷団体等からの交付申

請を受理した日から 20

業務日以内に交付する。 

 

イ 契約指定野菜安定

供給事業 

契約指定野菜安定供

給事業に係る生産者補

給交付金等については、

登録出荷団体等からの

交付申請を受理した日

から 20 業務日以内に交

付する。 

 

◇イ 契約指定野菜安

定供給事業 

分母を登録出荷団体

等別の品目毎の交付申

請の総件数とし、分子を

そのうち 20 業務日以内

に交付した件数とする。 

ｓ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成

のための特に優れた

取組内容が認められ

る 

ａ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成

のための優れた取組

内容が認められる 

ｂ：達成度合は、100％で

あった 

ｃ：達成度合は、80％以

上100％未満であった 

ｄ：達成度合は、80％未

満であった 

 

＜主要な業務実績＞ 

生産者補給交付金等

の交付については、交付

申請のあった144件に対

し、登録出荷団体等から

の交付申請を受理した

日から 20 業務日以内に

全て交付した。 

（別添３－２） 

また、令和５年９月に

判明した算定誤りに係

る再発防止策として、以

下の取組を行った。 

①算定誤りの原因とな

ったデータの正確性に

関する確認 

データ提供について、

令和６年５月に農林水

産省統計部へ文書で依

頼し、同月機構が依頼し

た集計対象、集計様式、

提供日時及び提供方法

により提供する旨文書

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

達成度合は100％（144

件/144件）であった。 

＜課題と対応＞ 

特になし 

評定 b 

 法人の自己評価は、適当と認められる。 
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による回答があった。 

今後も、機構が必要と

するデータとなってい

ることについて年１回

確認を行う。 

②業務システムの改修 

令和６年９月から 12

月の業務システムの更

改（サーバ移行作業）時

において、新サーバ移行

後のシステムがマニュ

アルどおり作業できる

こと、各種マスタが農林

水産省の通知どおりで

あること等の確認を行

った。 

今後も業務システム

の改修を行う際に仕様

書どおりの動作である

ことの確認を徹底する。 

③システム利用に関す

る業務体制整備、研修の

実施 

契約取引推進課の全

課員を対象とした自主

研修を３月に実施した。

併せて、野菜業務部及び

野菜振興部の職員を対

象として、発生の経緯や

復旧の取組についての

全体研修を実施した。 

 

ウ 特定野菜等供給産

地育成価格差補給事

業等 

特定野菜等の価格の

著しい低落があった場

合において、生産者の経

営に及ぼす影響を緩和

するため、ア又はイの業

ウ 特定野菜等供給産

地育成価格差補給事

業等 

ア又はイの業務に準

ずるものとして都道府

県野菜価格安定法人が

行う業務に係る助成金

については、都道府県野

ウ 特定野菜等供給産

地育成価格差補給事

業等 

ア又はイの業務に準

ずるものとして都道府

県野菜価格安定法人が

行う業務に係る助成金

については、都道府県野

◇ウ 特定野菜等供給

産地育成価格差補給

事業等 

分母を都道府県の野

菜価格安定法人別の品

目毎の交付申請の総件

数とし、分子をそのうち

11 業務日以内に交付し

＜主要な業務実績＞ 

助成金の交付につい

ては、交付申請のあった

469件に対し、都道府県

野菜価格安定法人から

の交付申請を受理した

日から 11 業務日以内に

全て交付した。 

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

達成度合は100％（469

件/469件）であった。 

＜課題と対応＞ 

特になし 

評定 b 

 法人の自己評価は、適当と認められる。 
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務に準ずるものとして

都道府県野菜価格安定

法人が行う業務に係る

助成金を交付する。 

助成金については、都

道府県野菜価格安定法

人からの交付申請を受

理した日から 11 業務日

以内に交付する。 

（第４期中期目標期間

実績：11業務日） 

 

 

菜価格安定法人からの

交付申請を受理した日

から 11 業務日以内に交

付する。 

 

菜価格安定法人からの

交付申請を受理した日

から 11 業務日以内に交

付する。 

 

た件数とする。 

ｓ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成

のための特に優れた

取組内容が認められ

る 

ａ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成

のための優れた取組

内容が認められる 

ｂ：達成度合は、100％で

あった 

ｃ：達成度合は、80％以

上100％未満であった 

ｄ：達成度合は、80％未

満であった 

 

（別添３－３） 

なお、算定誤りに係る

再発防止策については、

本事業についても、第１

の３の（１）のイの契約

指定野菜安定供給事業

と同様に対応した。 

 

エ 業務内容等の公表 

ア、イ又はウの事業の

対象となっている各品

目及び出荷時期毎の交

付予約数量、価格等に関

する情報を、原則として

毎月ホームページで公

表する。 

（第４期中期目標期間

実績：毎月） 

 

エ 業務内容等の公表 

野菜価格安定制度の

対象となっている各品

目及び出荷時期毎の交

付予約数量、価格等に関

する情報を、原則として

毎月ホームページで公

表する。 

 

エ 業務内容等の公表 

野菜価格安定制度の

対象となっている各品

目及び出荷時期毎の交

付予約数量、価格等に関

する情報を、原則として

毎月ホームページで公

表する。 

 

◇エ 業務内容等の公

表 

野菜価格安定制度の対

象となっている各品目

及び出荷時期毎の交付

予約数量、価格等の公表 

分母を12月とし、分子

を公表した月数とする。 

ｓ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成

のための特に優れた

取組内容が認められ

る 

ａ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成

のための優れた取組

内容が認められる 

ｂ：達成度合は、100％で

あった 

ｃ：達成度合は、80％以

上100％未満であった 

ｄ：達成度合は、80％未

満であった 

＜主要な業務実績＞ 

野菜価格安定制度の

対象となっている各品

目及び出荷時期毎の交

付予約数量や交付金額

について毎月ホームペ

ージで公表した。 

また、対象出荷期間の

終了月の翌月に、指定野

菜価格安定対策事業の

対象となっている各品

目の旬別又は月別の平

均販売価額をホームペ

ージで公表した。 

（別添３－４） 

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

達成度合は 100％（12

月/12月）であった。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし 

 

評定 b 

 法人の自己評価は、適当と認められる。 
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 オ セーフティネット

対策の適切な対応 

農業保険法（昭和22年

法律第 185号）に基づく

収入保険の実施に伴い、

生産者の自由な経営判

断により必要とされる

セーフティネット対策

が選択されるよう、事業

説明会の実施により周

知を図るなど、適切に対

応する。 

 

オ セーフティネット

対策の適切な対応 

農業保険法（昭和22年

法律第185号）に基づく

収入保険の実施に伴い、

生産者の自由な経営判

断により必要とされる

セーフティネット対策

が選択されるよう、事業

説明会の実施により周

知を図るなど、適切に対

応する。 

 

◇オ セーフティネッ

ト対策の適切な対応 

ｓ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る顕

著な成果があった 

ａ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る成

果があった 

ｂ：取組は十分であった 

ｃ：取組はやや不十分で

あり、改善を要する 

ｄ：取組は不十分であ

り、抜本的な改善を要

する 

 

＜主要な業務実績＞ 

野菜価格安定対策事

業実務担当者説明会に

おいて、収入保険と野菜

価格安定制度の同時利

用の特例の内容、留意事

項などを説明・周知し

た。 

また、登録出荷団体・

都道府県野菜価格安定

法人等からの照会に適

切に対応した。 

さらに、指定野菜価格

安定事業等における現

地調査を通じ、登録出荷

団体等が、原則として収

入保険との重複加入が

できないことの周知等

を行っていることを確

認した。 

 

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

生産者の自由な経営

判断により必要とされ

るセーフティネット対

策が選択されるよう、適

切に対応した。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし 

 

評定 b 

 法人の自己評価は、適当と認められる。 

オ 野菜農業振興事業 

加工・業務用野菜の生

産・流通の合理化を図る

ための事業その他の野

菜農業の振興に資する

ための事業について、国

等の行う他の事業・施策

との整合性を確保しつ

つ、機構法に基づき、国

等との明確な役割分担

と連携の下に、事業説明

会等を実施し、機動的か

つ弾力的に実施する。 

（第４期中期目標期間

実績：事業説明会の実

施：100％） 

 

【重要度：高】（第３の３

カ 野菜農業振興事業 

加工・業務用野菜の生

産・流通の合理化を図る

ための事業その他の野

菜農業の振興に資する

ための事業について、国

等の行う他の事業・施策

との整合性を確保しつ

つ、国等との明確な役割

分担と連携の下に、事業

説明会等を実施し、機動

的かつ弾力的に実施す

る。 

 

カ 野菜農業振興事業 

加工・業務用野菜の生

産・流通の合理化を図る

ための事業その他の野

菜農業の振興に資する

ための事業について、国

等の行う他の事業・施策

との整合性を確保しつ

つ、国等との明確な役割

分担と連携の下に、事業

説明会等を実施し、機動

的かつ弾力的に実施す

る。 

 

◇カ 野菜農業振興事

業 

分母を経営安定対策

に係る野菜農業振興事

業の事業数とし、分子を

事業説明会等を開催し

た事業数とする。 

ｓ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成

のための特に優れた

取組内容が認められ

る 

ａ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成

のための優れた取組

内容が認められる 

ｂ：達成度合は、100％で

あった 

＜主要な業務実績＞ 

契約野菜収入確保モ

デル事業及び大規模契

約栽培産地育成強化事

業について、野菜価格安

定対策事業実務担当者

説明会において事業内

容の説明を行った。 

また、事業実施主体の

公募を行うに当たり、ホ

ームページ、情報誌、農

業紙などへの広告掲載、

生産者・中間事業者に対

する事業の情報提供（公

募チラシの郵送など）な

ど、幅広く事業内容の周

知を行った。 

 

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

達成度合は 100％（２

事業/２事業）であった。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし 

 

評定 b 

 法人の自己評価は、適当と認められる。 
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の（１）のア～ウ） 

基本計画に基づく経

営安定対策として、的確

に実施する必要がある

ため。 

 

ｃ：達成度合は、80％以

上100％未満であった 

ｄ：達成度合は、80％未

満であった 

 

（２）需給調整・価格安

定対策 

野菜の需給動向を定

期的に把握し、関係者に

情報提供するとともに、

野菜の需給の調整その

他の価格安定に資する

ための事業について、国

等の行う他の事業・施策

との整合性を確保しつ

つ、機構法に基づき、国

等との明確な役割分担

と連携の下に、事業説明

会等を実施し、機動的か

つ弾力的に実施する。 

（第４期中期目標期間

実績：事業説明会の実

施：100％） 

 

（２）需給調整・価格安

定対策 

野菜の需給動向を定

期的に把握し、関係者に

情報提供するとともに、

野菜の需給の調整その

他の価格安定に資する

ための事業について、国

等の行う他の事業・施策

との整合性を確保しつ

つ、国等との明確な役割

分担と連携の下に、事業

説明会等を実施し、機動

的かつ弾力的に実施す

る。 

 

（２）需給調整・価格安

定対策 

野菜の需給動向を定

期的に把握し、関係者に

情報提供するとともに、

野菜の需給の調整その

他の価格安定に資する

ための事業について、国

等の行う他の事業・施策

との整合性を確保しつ

つ、国等との明確な役割

分担と連携の下に、事業

説明会等を実施し、機動

的かつ弾力的に実施す

る。 

 

◇（２）需給調整・価格

安定対策 

野菜の需給の調整その

他の価格安定に資する

ための事業の機動的・弾

力的な実施 

分母を野菜の需給の

調整その他の価格安定

に資するための事業数

とし、分子を事業説明会

等を開催した事業数と

する。 

ｓ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成

のための特に優れた

取組内容が認められ

る 

ａ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成

のための優れた取組

内容が認められる 

ｂ：達成度合は、100％で

あった 

ｃ：達成度合は、80％以

上100％未満であった 

ｄ：達成度合は、80％未

満であった 

 

＜主要な業務実績＞ 

緊急需給調整事業に

ついて、野菜価格安定対

策事業実務担当者説明

会等において、事業内

容、申請手続等の説明を

行い、周知を図った。 

また、消費者、生産者、

流通業者、加工業者、学

識経験者等広く野菜の

関係者を会員とし、事務

局を機構に置く野菜需

給情報等交換会（以下

「交換会」という。）につ

いて、会員が各業界の動

向等を共有し、野菜の需

給動向に関する共通認

識を醸成することに重

点を置くこととし、開催

時期・頻度についても、

これまで年度末に開催

していたのを、需給の緩

みがちな夏季と冬季が

始まるときの年２回に

見直すこととし、令和６

年度は 12 月に冬季分を

開催した。見直しに当た

っては、野菜業務部と野

菜振興部を跨ぐプロジ

ェクトチームを立ち上

げて、検討を行い、農林

水産省や交換会会員と

調整を図り、準備期間を

従来よりも短縮するこ

＜評定と根拠＞ 

評定ａ 

達成度合は 100％（１

事業/１事業）であった。 

 野菜需給情報等交換

会の開催に当たり、部の

垣根を越えたプロジェ

クトチームを立ち上げ、

従来よりも準備期間を

短縮するとともに、より

多角的な視点で検討を

行い、開催内容や開催時

期を見直すことができ

た。これまで需給状況に

関係なく年度末に１回

開催していたところ、需

給の安定に有意義な時

期に開催することによ

り、生産者、流通業者、

消費者などからなる交

換会において、野菜需給

の状況や緊急需給調整

事業の必要性等に係る

共通認識の醸成をより

一層図ることができた。

これらの取組は優れた

取組と評価できること

から、ａ評価とした。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし 

評定 a 

緊急需給調整事業の事業説明を着実に実施し

たほか、野菜に係る関係者が一堂に会して、需給

や価格動向、価格の低落時又は高騰時における消

費拡大や供給確保対策等に関して情報提供及び

意見交換を行う野菜需給情報等交換会について、

需給の安定が求められる夏と冬の野菜に係る情

報を適切な時期に提供するため、機構内にプロジ

ェクトチームを立ち上げ、当省や同会会員と調整

の上、これまで年度末に年１回の開催であった同

会を年２回の開催として、より需給動向に即した

有益な情報を提供できるように見直したことは、

目標を上回る成果があったものと認められるた

め、ａ評価とした。 
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とで、早期開催を実現し

た。この見直しにより、

会員からも、より有益な

情報が提供されるよう

になったとの意見が寄

せられた。 

 

 

４．その他参考情報 

（予算と決算の乖離理由） 

本セグメントにおいて、決算額が予算額の39％程度となっているが、総じて価格が堅調に推移したことにより、生産者補給交付金の交付が当初の見込みより少なかったことが要因である。 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―４ ４ 特産（砂糖・でん粉）関係業務 

（１）経営安定対策 

ア 砂糖関係業務、イ でん粉関係業務 

（２）需給調整・価格安定対策 

ア 砂糖関係業務、イ でん粉関係業務 

業務に関連する政策・施 

策 

食料・農業・農村基本計画 

農業経営の安定化に向けた取組の推進 

需要構造等の変化に対応した生産基盤の強化と流通・加工構造の 

合理化 

当該事業実施に係る根拠（個 

別法条文など） 

独立行政法人農畜産業振興機構法第10条 

砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 

当該項目の重要度、困難 

度 

重要度：「高」（基本計画に基づく経営安定対策であり、また、ＴＰＰ 

等政策大綱において充実等の措置を講ずるとされた経営安定対策とし 

て、的確に実施する必要があるため） 

関連する政策評価・行政事業 

レビュー 

行政事業レビューシート事業番号：003276、003302、020876 

 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 （参考） 

（前中期目標期間最

終年度値等） 

５年度 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度  ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度 

甘味資源作

物交付金概

算払請求の

総件数 

－ 231件 200件 215件    予算額（千円） 129,023,034 127,109,328    

決算額（千円） 111,868,279 114,640,034    

経常費用（千円） 57,953,733 50,698,279    

経常利益（千円） △11,337,168 4,444,609    

目標業務日

以内に交付

した件数 

８業務日以

内の交付 

231件 200件 215件    当期総利益（千円） △11,337,147 4,570,786    

行政コスト（千円） 57,953,733 50,698,279    

行政サービス実施

コスト（千円） 
－ －    

達成度合 － 100％ 100％ 100％    従事人員数 52.98 52.98    

国内産糖交

付金の申請

書受理の総

件数 

－ 190件 181件 180件          

      

      

      

目標業務日

以内に交付

した件数 

18業務日以

内の交付 

190件 181件 180件          

      

      

達成度合 － 100％ 100％ 100％          

交付決定数

量を公表し

－ 12回 12回 12回          
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た回数       

目標の期日

までに公表

した回数 

翌月の 15

日までの公

表 

12回 12回 12回          

      

      

達成度合 － 100％ 100％ 100％          

でん粉原料

用いも交付

金の概算払

請求の総件

数 

－ 64件 75件 74件          

      

      

      

      

目標業務日

以内に交付

した件数 

８業務日以

内の交付 

64件 75件 74件          

      

      

達成度合 － 100％ 100％ 100％          

国内産いも

でん粉交付

金の申請書

受理の総件

数 

－ 66件 65件 71件          

      

      

      

      

目標業務日

以内に交付

した件数 

18業務日以

内の交付 

66件 65件 71件          

      

      

達成度合 － 100％ 100％ 100％          

交付決定数

量を公表し

た回数 

－ 12回 12回 12回          

      

      

目標の期日

までに公表

した回数 

翌月の 15

日までの公

表 

12回 12回 12回          

      

      

達成度合 － 100％ 100％ 100％          

輸入指定糖

等の売買実

績を公表し

た回数 

－ 12回 12回 12回          

      

      

      

目標の期日

までに公表

した回数 

翌月の 15

日までの公

表 

12回 12回 12回          

      

      

達成度合 － 100％ 100％ 100％          

輸入指定で － 12回 12回 12回          
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ん粉等の売

買実績を公

表した回数 

      

      

      

目標の期日

までに公表

した回数 

翌月の 15

日までの公

表 

12回 12回 12回          

      

      

達成度合 － 100％ 100％ 100％          

注１）主要なアウトプット情報には、数値目標を設定した項目のみを掲載。主要なインプット情報には、特産関係に関するもの（生産者等へ交付される交付金等が含まれる。）を掲載している。 

２）予算額、決算額は支出額を記載。 

３）参考の欄における前中期目標期間最終年度値等について、本中期目標期間とは異なる達成目標に基づく件数については、括弧内に記載。 

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 ４ 特産（砂糖・でん粉）

関係業務 

（１）経営安定対策 

砂糖及びでん粉につ

いては、基本計画を踏ま

え、地域経済におけるそ

の重要性に鑑み、実需者

ニーズに対応した生産

や生産性の向上に向け

た取組を推進し、価格調

整制度による国内生産

の安定を図るため、砂糖

及びでん粉の価格調整

に関する法律（昭和40年

法律第109号。以下「糖

価調整法」という。）に基

づき、交付金の交付等を

以下のとおり実施する。 

４ 特産（砂糖・でん粉）

関係業務 

（１）経営安定対策 

 

４ 特産（砂糖・でん粉）

関係業務 

（１）経営安定対策 

 

○４ 特産（砂糖・でん

粉）関係業務 

（１）経営安定対策 

 

  評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

小項目の評定はaが３、ｂが７であり、これら

の合計数値の割合が基準となる数値の 80％以上 

120％未満であることから、評定はＢとした。 

小項目の総数：10 

評定ｓの小項目数：０×４点＝ ０点 

評定aの小項目数：３×３点＝ ９点 

評価ｂの小項目数：７×２点＝ 14点 

評価ｃの小項目数：０×１点＝ ０点 

評価ｄの小項目数：０×０点＝ ０点 

合計 23点（23／20＝115％） 

 

・砂糖・でん粉関係業務については、砂糖及びで

ん粉の価格調整に関する法律に基づく経営安定

対策を迅速かつ適切に実施した。また、これまで

紙により行っていた甘味資源作物交付金及びで

ん粉原料用いも交付金における生産者の要件審

査申請手続について、生産者の代理人から要望等

を聴取し検討を進め、電子データによる申請を可

能とした。 

・輸入指定糖・異性化糖等・輸入加糖調製品及び

輸入指定でん粉等の買入れ及び売戻しの申込者

から調整金を徴収し、月毎の売買実績について、

定められた期間内に公表した。また、でん粉業界

の要望を受け、機構が当省に提案し、全面的に協
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力して澱粉研究交流会を開催したほか、加工でん

粉業界の要望を受け、機構のでん粉関係業務につ

いて講演を実施した。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ 

特になし 

 

＜その他事項＞ 

特になし 

 

ア 砂糖関係業務 

甘味資源作物生産者

及び国内産糖製造事業

者に対する交付金の交

付等を以下のとおり実

施する。 

ア 砂糖関係業務 ア 砂糖関係業務 ア 砂糖関係業務    

（ア）甘味資源作物交付

金の交付 

甘味資源作物交付金

については、機構が指定

する電磁的方法による

概算払請求において、対

象甘味資源作物生産者

からの概算払請求書を

受理した日から８業務

日以内に交付する。 

（第４期中期目標期間

実績：７業務日） 

（ア）甘味資源作物交付

金の交付 

甘味資源作物交付金

については、機構が指定

する電磁的方法による

概算払請求において、対

象甘味資源作物生産者

からの概算払請求書を

受理した日から８業務

日以内に交付する。 

 

（ア）甘味資源作物交付

金の交付 

甘味資源作物交付金

については、機構が指定

する電磁的方法による

概算払請求において、対

象甘味資源作物生産者

からの概算払請求書を

受理した日から８業務

日以内に交付する。 

 

◇（ア）甘味資源作物交

付金の交付 

分母を機構が指定す

る電磁的方法による概

算払請求があった、甘味

資源作物交付金の概算

払請求の総件数とし、分

子を８業務日以内に交

付した件数とする。 

ｓ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成

のための特に優れた

取組内容が認められ

る 

ａ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成

のための優れた取組

内容が認められる 

ｂ：達成度合は、100％で

あった 

ｃ：達成度合は、80％以

上100％未満であった 

ｄ：達成度合は、80％未

満であった 

＜主要な業務実績＞ 

甘味資源作物交付金

については、進行管理を

徹底することにより、機

構が指定する電磁的方

法による概算払請求が

あった215件全てについ

て、８業務日以内に交付

した。 

（別添４－１） 

また、甘味資源作物交

付金に係る生産者の要

件審査申請手続につい

て、従来は生産者から各

種手続の委任を受けて

いる代理人を通じた紙

媒体での申請書の提出

を基本とし、別途、電子

データによる確認を行

っていたが、現地関係者

からの要請を契機とし

て、具体的な手続の流れ

やチェック体制等につ

いて現地関係者と検討

＜評定と根拠＞ 

評定ａ 

達成度合は100％（215

件/215件）であった。 

 また、甘味資源作物交

付金に係る生産者の要

件審査申請手続につい

て、機構が現地関係者の

要望を踏まえて検討を

重ね、申請方法を見直し

たことにより、代理人の

事務手続の簡素化によ

る負担軽減ができたこ

とからａ評価とした。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし 

 

評定 a 

 甘味資源作物交付金の交付については、迅速な

交付金の交付を行ったほか、これまで紙により行

っていた生産者の要件審査申請手続の電子化に

向けて、申請手続を行う生産者の代理人から要望

等を聴取の上、検討を進め、電子データによる申

請が可能となり、代理人の事務手続を簡素化した

ことは、目標を上回る成果があったものと認めら

れるため、ａ評価とした。 
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 を重ね、関係規程を改正

した。これにより、電子

データによる申請を可

能とし、代理人の事務手

続を簡素化・負担軽減し

た。 

 

（イ）国内産糖交付金の

交付 

国内産糖交付金につ

いては、対象国内産糖製

造事業者からの交付申

請を受理した日から 18

業務日以内に交付する。 

（第４期中期目標期間

実績：18業務日） 

 

（イ）国内産糖交付金の

交付 

国内産糖交付金につ

いては、対象国内産糖製

造事業者からの交付申

請を受理した日から 18

業務日以内に交付する。 

 

（イ）国内産糖交付金の

交付 

国内産糖交付金につ

いては、対象国内産糖製

造事業者からの交付申

請を受理した日から 18

業務日以内に交付する。 

 

◇（イ）国内産糖交付金

の交付 

分母を交付申請があ

った、てん菜糖、鹿児島

県産甘しゃ糖、沖縄県産

甘しゃ糖の申請書受理

の総件数とし、分子を18

業務日以内に交付した

件数とする。 

ｓ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成

のための特に優れた

取組内容が認められ

る 

ａ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成

のための優れた取組

内容が認められる 

ｂ：達成度合は、100％で

あった 

ｃ：達成度合は、80％以

上100％未満であった 

ｄ：達成度合は、80％未

満であった 

 

＜主要な業務実績＞ 

国内産糖交付金につ

いては、進行管理を徹底

することにより、交付申

請があった180件全てに

ついて、18業務日以内に

交付した。 

（別添４－２） 

 

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

達成度合は100％（180

件/180件）であった。 

 

 

＜課題と対応＞ 

特になし 

 

評定 b 

 法人の自己評価は、適当と認められる。 

（ウ）業務内容等の公表 

制度の円滑な運用を

図るため、ホームページ

における制度の仕組み

の公開等を行うことで

制度の周知・浸透を図る

とともに、甘味資源作物

交付金及び国内産糖交

（ウ）業務内容等の公表 

制度の円滑な運用を

図り、本業務の透明性を

確保する観点から、ホー

ムページにおける制度

の仕組みの公開等を行

うことで制度の周知・浸

透を図るとともに、甘味

（ウ）業務内容等の公表 

制度の円滑な運用を

図り、本業務の透明性を

確保する観点から、ホー

ムページにおける制度

の仕組みの公開等を行

うことで制度の周知・浸

透を図るとともに、甘味

◇（ウ）制度周知等の取

組状況 

ｓ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る顕

著な成果があった 

ａ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る成

果があった 

＜主要な業務実績＞ 

ホームページにおい

て、制度の仕組みを公開

するとともに、優良なさ

とうきび生産者等を対

象とした沖縄県さとう

きび競作会及び鹿児島

県さとうきび生産改善

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

ホームページにおい

て、制度の仕組みを公開

するとともに、さとうき

び生産者等を対象とし

て、生産地等において価

格調整制度の必要性や

評定 b 

 法人の自己評価は、適当と認められる。 
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付金の月毎の交付決定

数量を翌月の 15 日まで

に公表する。 

（第４期中期目標期間

実績：翌月の15日） 

 

資源作物交付金及び国

内産糖交付金の月毎の

交付決定数量を翌月の

15日までに公表する。 

 

資源作物交付金及び国

内産糖交付金の月毎の

交付決定数量を翌月の

15日までに公表する。 

 

ｂ：取組は十分であった 

ｃ：取組はやや不十分で

あり、改善を要する 

ｄ：取組は不十分であ

り、抜本的な改善を要

する 

 

共励会等において、価格

調整制度の必要性等の

情報発信を行った。ま

た、「さとうきび・甘蔗糖

関係検討会」を沖縄県で

開催し、交流機会の少な

い鹿児島・沖縄両県の関

係者が一堂に会してさ

とうきび生産に関する

様々な課題を検討した。 

 

生産性向上の重要性に

ついて情報発信を行う

ことにより、制度の周

知・浸透に十分に取り組

んだ。 

 

 

＜課題と対応＞ 

特になし 

 

◇（エ）業務内容等の公

表 

分母を公表回数とし、

分子を翌月の 15 日まで

に公表した回数とする。 

ｓ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成

のための特に優れた

取組内容が認められ

る 

ａ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成

のための優れた取組

内容が認められる 

ｂ：達成度合は、100％で

あった 

ｃ：達成度合は、80％以

上100％未満であった 

ｄ：達成度合は、80％未

満であった 

 

＜主要な業務実績＞ 

甘味資源作物交付金

及び国内産糖交付金の

月毎の交付決定数量を

翌月の 15 日までに公表

した。 

（別添４－３） 

 

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

達成度合は 100％(12

回/12回）であった。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし 

 

評定 b 

 法人の自己評価は、適当と認められる。 

イ でん粉関係業務 

でん粉原料用いも生

産者及び国内産いもで

ん粉製造事業者に対す

る交付金の交付等を以

下のとおり実施する。 

イ でん粉関係業務 

 

イ でん粉関係業務 

 

イ でん粉関係業務   

（ア）でん粉原料用いも

交付金の交付 

（ア）でん粉原料用いも

交付金の交付 

（ア）でん粉原料用いも

交付金の交付 

◇（ア）でん粉原料用い

も交付金の交付 

＜主要な業務実績＞ 

でん粉原料用いも交

＜評定と根拠＞ 

評定ａ 

評定 a 

でん粉原料用いも交付金の交付については、迅
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でん粉原料用いも交

付金については、機構が

指定する電磁的方法に

よる概算払請求におい

て、対象でん粉原料用い

も生産者からの概算払

請求書を受理した日か

ら８業務日以内に交付

する。 

（第４期中期目標期間

実績：７業務日） 

 

でん粉原料用いも交

付金については、機構が

指定する電磁的方法に

よる概算払請求におい

て、対象でん粉原料用い

も生産者からの概算払

請求書を受理した日か

ら８業務日以内に交付

する。 

 

でん粉原料用いも交

付金については、機構が

指定する電磁的方法に

よる概算払請求におい

て、対象でん粉原料用い

も生産者からの概算払

請求書を受理した日か

ら８業務日以内に交付

する。 

 

分母を機構が指定す

る電磁的方法による概

算払請求があった、でん

粉原料用いも交付金の

概算払請求の総件数と

し、分子を８業務日以内

に交付した件数とする。 

ｓ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成

のための特に優れた

取組内容が認められ

る 

ａ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成

のための優れた取組

内容が認められる 

ｂ：達成度合は、100％で

あった 

ｃ：達成度合は、80％以

上100％未満であった 

ｄ：達成度合は、80％未

満であった 

 

付金については、進行管

理を徹底することによ

り、機構が指定する電磁

的方法により概算払請

求があった 74 件全てに

ついて、８業務日以内に

交付した。 

（別添４－４） 

また、でん粉原料用い

も交付金に係る生産者

の要件審査申請手続に

ついて、従来は生産者か

ら各種手続の委任を受

けている代理人を通じ

た紙媒体での申請書の

提出を基本とし、別途、

電子データによる確認

を行っていたが、現地関

係者からの要請を契機

として、具体的な手続の

流れやチェック体制等

について現地関係者と

検討を重ね、関係規程を

改正した。これにより、

電子データによる申請

を可能とし、代理人の事

務手続を簡素化・負担軽

減した。 

 

達成度合は 100％（74

件/74件）であった。 

また、でん粉原料用い

も交付金に係る生産者

の要件審査申請手続に

ついて、機構が現地関係

者の要望を踏まえて検

討を重ね、申請方法を見

直したことにより、代理

人の事務手続きの簡素

化による負担軽減がで

きたことからａ評価と

した。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし 

 

速な交付金の交付を行ったほか、これまで紙によ

り行っていた生産者の要件審査申請手続の電子

化に向けて、申請手続を行う生産者の代理人から

要望等を聴取の上、検討を進め、電子データによ

る申請が可能となり、代理人の事務手続を簡素化

したことは、目標を上回る成果があったものと認

められるため、ａ評価とした。 

（イ）国内産いもでん粉

交付金の交付 

国内産いもでん粉交

付金については、対象国

内産いもでん粉製造事

業者からの交付申請を

受理した日から 18 業務

日以内に交付する。 

（第４期中期目標期間

実績：18業務日） 

 

（イ）国内産いもでん粉

交付金の交付 

国内産いもでん粉交

付金については、対象国

内産いもでん粉製造事

業者からの交付申請を

受理した日から 18 業務

日以内に交付する。 

 

（イ）国内産いもでん粉

交付金の交付 

国内産いもでん粉交

付金については、対象国

内産いもでん粉製造事

業者からの交付申請を

受理した日から 18 業務

日以内に交付する。 

 

◇（イ）国内産いもでん

粉交付金の交付 

分母を交付申請があ

った、国内産いもでん粉

の申請書受理の総件数

とし、分子を18業務日以

内に交付した件数とす

る。 

ｓ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成

のための特に優れた

＜主要な業務実績＞ 

国内産いもでん粉交

付金については、進行管

理を徹底することによ

り、交付申請があった71

件全てについて、18業務

日以内に交付した。 

（別添４－５） 

 

 

 

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

達成度合は 100％(71

件/71件)であった。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし 

評定 b 

 法人の自己評価は、適当と認められる。 
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取組内容が認められ

る 

ａ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成

のための優れた取組

内容が認められる 

ｂ：達成度合は、100％で

あった 

ｃ：達成度合は、80％以

上100％未満であった 

ｄ：達成度合は、80％未

満であった 

（ウ）業務内容等の公表

ホームページにおい

て、制度の仕組みを公開

するとともに、でん粉原

料用いも交付金及び国

内産いもでん粉交付金

の月毎の交付決定数量

を翌月の 15 日までに公

表する。 

（第４期中期目標期間

実績：翌月の15日） 

【重要度：高】（第３の４

の（１）アの（ア）、（イ）

及びイの（ア）、（イ）） 

基本計画に基づく経

営安定対策であり、ま

た、ТＰＰ等政策大綱に

おいて充実等の措置を

講ずるとされた経営安

定対策として、的確に実

施する必要があるため。 

（ウ）業務内容等の公表

本業務の透明性を確

保する観点から、ホーム

ページにおいて、制度の

仕組みを公開するとと

もに、でん粉原料用いも

交付金及び国内産いも

でん粉交付金の月毎の

交付決定数量を翌月の

15日までに公表する。 

（ウ）業務内容等の公表

本業務の透明性を確

保する観点から、ホーム

ページにおいて、制度の

仕組みを公開するとと

もに、でん粉原料用いも

交付金及び国内産いも

でん粉交付金の月毎の

交付決定数量を翌月の

15日までに公表する。 

◇（ウ）業務内容等の公

表

でん粉原料用いも交

付金及び国内産いもで

ん粉交付金の交付決定

数量の公表 

分母を公表回数とし、

分子を翌月の 15 日まで

に公表した回数とする。 

ｓ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成

のための特に優れた

取組内容が認められ

る 

ａ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成

のための優れた取組

内容が認められる 

ｂ：達成度合は、100％で

あった 

ｃ：達成度合は、80％以

上100％未満であった 

ｄ：達成度合は、80％未

満であった 

＜主要な業務実績＞ 

ホームページにおい

て、でん粉の価格調整制

度の仕組みを公開する

とともに、でん粉原料用

いも交付金及び国内産

いもでん粉交付金の月

毎の交付決定数量を翌

月の15 日までに公表し

た。 

（別添４－６） 

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

達成度合は 100％(12

回/12回)であった。 

＜課題と対応＞ 

特になし 

評定 b 

法人の自己評価は、適当と認められる。 

（２）需給調整・価格安

定対策 

（２）需給調整・価格安

定対策 

（２）需給調整・価格安

定対策 

（２）需給調整・価格安

定対策 
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砂糖及びでん粉の内

外価格差の調整を図る

ため、糖価調整法に基づ

き、調整金の徴収を以下

のとおり実施する。 

ア 砂糖関係業務 ア 砂糖関係業務 ア 砂糖関係業務 ア 砂糖関係業務    

制度の円滑な運用を

図るため、ホームページ

における制度の仕組み

の公開等を行うことで

制度の周知・浸透を図る

とともに、機構の買入

れ・売戻しの申込みをす

る者から、調整金の徴収

を行い、輸入指定糖・異

性化糖等・輸入加糖調製

品の買入れ・売戻しにお

ける月毎の売買実績を

翌月の 15 日までに公表

する。 

（第４期中期目標期間

実績：翌月の15日） 

 

砂糖の内外価格差の

調整を図るため、機構の

買入れ・売戻しの申込み

をする者から、調整金の

徴収を行う。また、制度

の円滑な運用を図り、本

業務の透明性を確保す

る観点から、ホームペー

ジにおける制度の仕組

みの公開等を行うこと

で制度の周知・浸透を図

るとともに、輸入指定

糖・異性化糖等・輸入加

糖調製品の買入れ・売戻

しにおける月毎の売買

実績を翌月の 15 日まで

に公表する。 

 

砂糖の内外価格差の

調整を図るため、機構の

買入れ・売戻しの申込み

をする者から、調整金の

徴収を行う。また、制度

の円滑な運用を図り、本

業務の透明性を確保す

る観点から、ホームペー

ジにおける制度の仕組

みの公開等を行うこと

で制度の周知・浸透を図

るとともに、輸入指定

糖・異性化糖等・輸入加

糖調製品の買入れ・売戻

しにおける月毎の売買

実績を翌月の 15 日まで

に公表する。 

 

◇（ア）制度周知等の取

組状況 

ｓ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る顕

著な成果があった 

ａ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る成

果があった 

ｂ：取組は十分であった 

ｃ：取組はやや不十分で

あり、改善を要する 

ｄ：取組は不十分であ

り、抜本的な改善を要

する 

 

＜主要な業務実績＞ 

機構の買入れ・売戻し

の申込みをする者から

調整金の徴収を行い、ホ

ームページにおいて、砂

糖の価格調整制度の仕

組みを公開するととも

に、「第19回食育推進全

国大会」や「第 63 回農

林水産祭実りのフェス

ティバル」等において、

機構が作成したパンフ

レットの配布やパネル

の展示を行った。 

また、機構職員が自ら

講師となって出前講座

を実施し、高校生を対象

とした講義のほか、栄養

学を専攻する大学生に

対しては、精糖工業会と

のタイアップによる実

験をするなど、砂糖の価

格調整制度の重要性や

砂糖の正しい知識の普

及を図った。 

 

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

ホームページにおい

て、砂糖の価格調整制度

の仕組みを公開すると

ともに、一般消費者が参

加する交流イベントに

積極的に出展し、機構が

作成した啓発資料を配

布した。 

さらに出前講座を実

施し、より多くの者に対

し砂糖の価格調整制度

の重要性や砂糖の正し

い知識の普及を図った。 

 

 

＜課題と対応＞ 

特になし 

 

評定 b 

 法人の自己評価は、適当と認められる。 

◇（イ）売買実績の公表 

分母を公表回数とし、

分子を翌月の 15 日まで

に公表した回数とする。 

ｓ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成

のための特に優れた

取組内容が認められ

＜主要な業務実績＞ 

輸入指定糖・異性化糖

等・輸入加糖調製品の買

入れ・売戻しにおける月

毎の売買実績について、

翌月の 15 日までに公表

した。 

（別添４-７） 

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

達成度合は 100％(12 

回/12回)であった。 

 

 

＜課題と対応＞ 

特になし 

評定 b 

 法人の自己評価は、適当と認められる。 
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る 

ａ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成

のための優れた取組

内容が認められる 

ｂ：達成度合は、100％で

あった 

ｃ：達成度合は、80％以

上100％未満であった 

ｄ：達成度合は、80％未

満であった 

 

 

 

 

イ でん粉関係業務 

機構の買入れ・売戻し

の申込みをする者から、

調整金の徴収を行い、ホ

ームページにおいて、制

度の仕組みを公開する

とともに、輸入指定でん

粉等の買入れ・売戻しに

おける月毎の売買実績

を翌月の 15 日までに公

表する。 

（第４期中期目標期間

実績：翌月の15日） 

 

イ でん粉関係業務 

でん粉の内外価格差

の調整を図るため、機構

の買入れ・売戻しの申込

みをする者から、調整金

の徴収を行い、本業務の

透明性を確保する観点

から、ホームページにお

いて、制度の仕組みを公

開するとともに、輸入指

定でん粉等の買入れ・売

戻しにおける月毎の売

買実績を翌月の 15 日ま

でに公表する。 

 

イ でん粉関係業務 

でん粉の内外価格差

の調整を図るため、機構

の買入れ・売戻しの申込

みをする者から、調整金

の徴収を行い、本業務の

透明性を確保する観点

から、ホームページにお

いて、制度の仕組みを公

開するとともに、輸入指

定でん粉等の買入れ・売

戻しにおける月毎の売

買実績を翌月の 15 日ま

でに公表する。 

 

◇イ でん粉関係業務 

輸入指定でん粉等の売

買実績の公表 

分母を公表回数とし、

分子を翌月の 15 日まで

に公表した回数とする。 

ｓ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成

のための特に優れた

取組内容が認められ

る 

ａ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成

のための優れた取組

内容が認められる 

ｂ：達成度合は、100％で

あった 

ｃ：達成度合は、80％以

上100％未満であった 

ｄ：達成度合は、80％未

満であった 

 

＜主要な業務実績＞ 

機構の買入れ・売戻し

の申込みをする者から

調整金の徴収を行い、ホ

ームページにおいて、で

ん粉の価格調整制度の

仕組みを公開するとと

もに、輸入指定でん粉等

の買入れ・売戻しにおけ

る月毎の売買実績を翌

月の 15 日までに公表し

た。 

（別添４-７） 

また、でん粉業界から

の要望を受け、官民ので

ん粉研究者が交流する

機会の創出を農林水産

省に提案した結果、澱粉

研究交流会（同省主催）

が初めて開催されるこ

ととなった。開催に際

し、同省と連携して準備

等に全面的に協力した

結果、58名が参加し、２

日間にわたって 10 名の

研究者から最新の研究

課題について報告があ

ったほか、参加者同士で

＜評定と根拠＞ 

評定ａ 

達成度合は 100％(12 

回/12回)であった。 

また、でん粉業界の要

望を踏まえた農林水産

省への提案により、澱粉

研究交流会が初めて開

催されることとなり、そ

の準備等に当たり同省

と連携し、全面的に協力

しながら進め、盛況のう

ちに終えたことは、でん

粉業界の振興及び発展

に資する取組となった。 

さらに、でん粉関係業

務の透明性の確保等に

資する取組として、でん

粉関係者からの依頼に

より、でん粉の価格調整

制度の重要性などにつ

いての講演を初めて行

った。 

これらの取組は優れ

た内容と認められるこ

とからａ評価とした。 

 

＜課題と対応＞ 

評定 a 

 輸入指定でん粉等の売買実績の公表について

は、適切に実施した。 

 このほか、機構がでん粉業界の要望を受け、で

ん粉の用途拡大や高付加価値化による需要拡大

を目的として、当省に提案し、開催に当たって全

面的な協力を行った澱粉研究交流会については、

でん粉関係団体及びその会員が参加し、国立研究

開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の研究

者 10 名から最新の研究報告が行われるとともに

意見交換が行われた。また、加工でん粉業者の依

頼を受け、機構のでん粉業務の重要性について講

演を行うなど、でん粉関係者を繋ぎ、知識の向上

や機構の業務に対する理解を促進する新たな取

組を実施したことは、目標を上回る成果があった

ものと認められるため、ａ評価とした。 
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活発な意見交換が行わ

れた。 

さらに、加工でん粉業

者からの依頼を受け、調

査情報部と密接に連携

しつつ、「日本のでん粉

を支える alic のでん粉

業務」をテーマとした講

演を初めて実施した。 

 

特になし 

 

 

４．その他参考情報 

（予算と決算の乖離理由） 

 本セグメントにおいて、決算額が予算額の90％程度となっているが、てん菜糖及びでん粉原料用かんしょ生産量の減少により交付金の交付が当初の見込よりも少なかったこと等が要因である。 

 

 

51



１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－５ ５ 情報収集提供業務 

（１）情報収集の的確な実施 

（２）需給等関連情報の迅速な提供 

（３）情報提供の効果測定等 

業務に関連する政策・施 

策 

食料・農業・農村基本計画 

農業経営の安定化に向けた取組の推進 

需要構造等の変化に対応した生産基盤の強化と流通・加工構造の 

合理化 

当該事業実施に係る根拠（個 

別法条文など） 

独立行政法人農畜産業振興機構法第10条 

当該項目の重要度、困難 

度 

－ 関連する政策評価・行政事業 

レビュー 

行政事業レビューシート事業番号：003270、003271、003273、003275、003276、

003286、003302、020876 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 （参考） 

（前中期目標

期間最終年度

値等） 

５年度 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度  ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度 

需給等関連

情報を提供

した件数 

－ 1,214件 1,120件 1,200件 

 

   予算額（千円） 715,712 653,066    

決算額（千円） 588,242 545,403    

経常費用（千円） 521,838 527,604    

目標の期日

までに提供

した件数 

８業務日又

は翌月まで

の公表 

1,214件 1,120件 1,200件 

 

   経常利益（千円） 32,107 36,371    

当期総利益（千円） 32,107 36,371    

行政コスト（千円） 521,838 527,604    

達成度合 － 100％ 100％ 100％ 

 

   行政サービス実施コ

スト（千円） 
－ －    

情報利用者

の満足度に

係る指標（５

段階評価、目

標） 

4.0以上 4.0 4.0 4.0    従事人員数 25.32 25.32    

      

      

      

      

アンケート

調査結果の

平均値（実

績） 

－ 4.2 4.2 4.2          

      

      

      

達成度合 － － 100％ 100％          

注１）主要なアウトプット情報には、数値目標を設定した項目のみを掲載。主要なインプット情報には、情報収集提供に関するものを掲載している。 

２）予算額、決算額は支出額を記載。 

３）参考の欄における前中期目標期間最終年度値等について、本中期目標期間とは異なる達成目標に基づく件数については、括弧内に記載。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 ５ 情報収集提供業務 

農畜産物の生産・流通

関係者や需要者等に対

して、需給動向の判断や

経営の安定に資する情

報等（以下「需給等関連

情報」という。）を適時適

切に提供すること等を

通じて、生産者の経営安

定並びに農畜産物の需

給及び価格の安定に寄

与するよう、機構法に基

づき、情報収集提供業務

を以下のとおり実施す

る。なお、実施に当たっ

ては、中国等の需給動向

の重要性が増している

ほか、海外の情勢により

我が国の農畜産業に甚

大な影響が生じている

状況を踏まえ、海外にお

ける情報収集体制を強

化する。 

５ 情報収集提供業務 ５ 情報収集提供業務 ○５ 情報収集提供業

務 

  評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

小項目の評定は a が２、ｂが５であり、これ

らの合計数値の割合が基準となる数値 80％以上 

120％未満であることから、評定はＢとした。 

 

小項目の総数：７ 

評定ｓの小項目数：０×４点＝ ０点 

評定aの小項目数：２×３点＝ ６点 

評価ｂの小項目数：５×２点＝ 10 点 

評価ｃの小項目数：０×１点＝ ０点 

評価ｄの小項目数：０×０点＝ ０点 

合計 16 点（16／14＝114％） 

 

・情報収集の的確な実施については、情報検討委

員会で得られた利用者ニーズ等を基に策定した

重点テーマに沿って、農畜産物の需給及び生産者

の経営安定に関連する重要情報の提供を的確に

実施した。また、重要性が増している中国におけ

る需給動向等の情報について、中国農業大学及び

中国農業科学院と綿密な打ち合わせを行い、初め

て共同現地調査として、養豚ビルの調査を実施し

た。 

・情報提供の効果測定等については、アンケート

調査結果等を踏まえて、提供する情報を選定して

令和８年度に指定野菜になるブロッコリーの需

給等の記事を掲載するなど、適時の情報提供を行

うとともに、一般財団法人日中経済協会の北京事

務所への人材派遣により、提供する中国の需給動

向等の情報が大幅に増加した。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ 

特になし 

 

＜その他事項＞ 

特になし 
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 （１）情報収集の的確な

実施 

（１）情報収集の的確な

実施 

（１）情報収集の的確な

実施 

（１）情報収集の的確な

実施 

   

 需給等関連情報の収

集及び提供に当たって

は、その的確な実施を図

るため、調査テーマの重

点化等業務の合理化を

進めつつ、計画段階で情

報利用者等の参画を得

て開催する委員会にお

いて検討する。 

 

農畜産物の需給動向

の判断や経営の安定に

資する情報等（以下「需

給等関連情報」という。）

の収集及び提供に当た

っては、その的確な実施

を図るため、調査テーマ

の重点化等業務の合理

化を進めつつ、国内外の

需給等関連情報の収集

及び需給に影響を与え

る要因に関する調査並

びにその提供等につい

て、計画段階で情報利用

者等の参画を得て開催

する委員会において検

討する。 

農畜産物の需給動向

の判断や経営の安定に

資する情報等（以下「需

給等関連情報」という。）

の収集及び提供に当た

っては、その的確な実施

を図るため、調査テーマ

の重点化等業務の合理

化を進めつつ、国内外の

需給等関連情報の収集

及び需給に影響を与え

る要因に関する調査並

びにその提供等につい

て、情報利用者等の参画

を得て開催する情報検

討委員会において、令和

６年度の実施状況及び

令和７年度の計画につ

いて検討する。 

 

◇ア 情報検討委員会

の意見等を踏まえた

調査テーマの重点化 

ｓ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る顕

著な成果があった 

ａ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る成

果があった 

ｂ：取組は十分であった 

ｃ：取組はやや不十分で

あり、改善を要する 

ｄ：取組は不十分であ

り、抜本的な改善を要

する 

＜主要な業務実績＞ 

前年度の情報検討委員

会で得られた利用者ニー

ズ等を基に策定した重点

テーマに即し、農畜産物

の需給及び生産者の経営

安定に関連する重要情報

の提供を行った。 

また、同委員会を前年

度に引き続き第３四半期

に開催し、委員からの意

見を踏まえ令和７年度の

調査テーマの重点化を早

期に図った。 

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

調査テーマの重点化等

業務の合理化及び情報収

集・提供の令和６年度の

実施状況及び令和７年度

の計画の検討に十分取り

組んだ。 

＜課題と対応＞ 

特になし 

 

評定 b 

 法人の自己評価は、適当と認められる。 

 また、諸情勢の変化等

を踏まえた情報提供内

容の拡充に向け、関係機

関との連携等、海外にお

ける情報収集体制の整

備を図る。 

（参考：第４期中期目標

期間実績：委員会を年

３回開催） 

また、諸情勢の変化等

を踏まえた情報提供内

容の拡充に向け、関係機

関との連携等、海外にお

ける情報収集体制の整

備を図る。 

また、諸情勢の変化等

を踏まえた情報提供内

容の拡充に向け、関係機

関との連携等、海外にお

ける情報収集体制の整

備を図る。 

◇イ 海外における情

報収集体制の整備の

取組状況 

ｓ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る顕

著な成果があった 

ａ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る成

果があった 

ｂ：取組は十分であった 

ｃ：取組はやや不十分で

あり、改善を要する 

ｄ：取組は不十分であ

り、抜本的な改善を要

する 

＜主要な業務実績＞ 

米国及び豪州における

関係機関（米国食肉輸出

連合会、豪州食肉家畜生

産者事業団）との定期会

合により連携を深めるこ

とができた。 

また、中国農業大学、

内蒙古財形大学及び中国

肉類協会との意見交換を

現地（北京）で行い、今

後も情報交換を継続的に

行うことを確認した。 

さらに、中国の養豚ビ

ルの調査に当たっては、

企画段階から中国農業大

学及び中国農業科学院と

綿密に打ち合わせを行

＜評定と根拠＞ 

評定ａ 

従来から関係のあった

機関と引き続き連携を深

めることができた。加え

て、中国については、現

地の中国農業大学等の学

術機関や業界団体（中国

肉類協会）との関係を維

持・構築することができ

た。 

これらの取組により、

中国をはじめとする海外

の情報収集体制を整備で

きたことは、目標を上回

る成果と評価できること

からａ評価とした。 

 

評定 a 

米国及び豪州の関係機関と定期会合を通じて、

情報収集のための連携を深めた。 

 また、中国における需給動向等の情報の重要性

が増していることから情報収集体制の強化に取

り組み、中国農業大学及び中国農業科学院と綿密

な打ち合わせを行い、関心が高い養豚ビルの共同

現地調査を初めて実施できたことは、提供する海

外情報の充実及びその価値を高める取組として、

目標を上回る成果があったものと認められるた

め、ａ評価とした。 
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い、初めての共同現地調

査を行った。この結果、

中国で初めて成功したと

される養豚ビルを建設し

た企業を訪問し養豚ビル

の建設に至る経緯をはじ

め、養豚ビルでの飼養管

理の要となるスマート養

豚システムの詳細な実態

等について情報収集する

ことができた。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし 

 

 （２）需給等関連情報の

提供 

（２）需給等関連情報の

迅速な提供 

（２）需給等関連情報の

迅速な提供 

（２）需給等関連情報の

迅速な提供 

   

 需給等関連情報の提

供は、情報の種類に応じ

可能な限り速やかに行

うこととし、需給関連統

計情報については情報

収集から８業務日まで、

需給動向情報について

は情報収集の翌月まで

に公表する。 

（第４期中期目標期間

実績：需給関連統計情

報は８業務日、需給動

向情報は翌月） 

需給関連統計情報に

ついては情報収集から

８業務日まで、需給動向

情報については情報収

集の翌月までに公表す

る。 

 

需給関連統計情報に

ついては情報収集から

８業務日まで、需給動向

情報については情報収

集の翌月までに公表す

る。 

◇ア 情報の期間内の

公表 

分母を年度計画に掲

げる情報についての提

供件数とし、分子を期間

内に公表した提供件数

とする。 

ｓ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成

のための特に優れた

取組内容が認められ

る 

ａ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成

のための優れた取組

内容が認められる 

ｂ：達成度合は、100％で

あった 

ｃ：達成度合は、80％以

上100％未満であった 

ｄ：達成度合は、80％未

満であった 

 

＜主要な業務実績＞ 

情報件数1,200件（う

ち需給関連統計情報 579

件、需給動向情報 621 

件）の全てを期間内に公

表した。 

（別添５－１） 

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

達 成 度 合 は 100 ％

（1,200 件/1,200 件）で

あった。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし 

評定 b 

 法人の自己評価は、適当と認められる。 

  また、情報利用者等か

らの需給等関連情報の

問合せ等には迅速に対

また、情報利用者等か

らの需給等関連情報の

問合せ等には迅速に対

◇イ 情報提供の迅速

な対応 

ｓ：取組は十分であり、

＜主要な業務実績＞ 

情報利用者等から 181

件（うち国から30件、国

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

情報利用者等からの問

評定 b 

 法人の自己評価は、適当と認められる。 
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応する。 応する。 かつ、目標を上回る顕

著な成果があった 

ａ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る成

果があった 

ｂ：取組は十分であった 

ｃ：取組はやや不十分で

あり、改善を要する 

ｄ：取組は不十分であ

り、抜本的な改善を要

する 

 

以外から151件）の問合

せがあり、全て翌業務日

以内に対応した。 

（別添５－１） 

合せ等に対し迅速に対応

することができた。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし 

 （３）情報提供の効果測

定等 

（３）情報提供の効果測

定等 

（３）情報提供の効果測

定等 

（３）情報提供の効果測

定等 

   

 情報提供の質の向上

を図るため、アンケート

調査等の実施により、提

供した情報についての

効果測定を行うことと

し、各事業年度における

情報利用者の満足度を

指標化した５段階評価

で 4.0 以上の評価を得

る。 

（第４期中期目標期間

実績：4.1） 

情報提供の質の向上

を図るため、アンケート

調査等の実施により、提

供した情報について効

果測定を行うこととし、

各事業年度における情

報利用者の満足度を指

標化した５段階評価で

4.0以上の評価を得る。 

アンケート調査等の

実施により、提供した情

報について効果測定を

行うこととし、情報利用

者の満足度を指標化し

た５段階評価で4.0以上

の評価を得る。 

◇ア アンケート調査

の実施 

ｓ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る顕

著な成果があった 

ａ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る成

果があった 

ｂ：取組は十分であった 

ｃ：取組はやや不十分で

あり、改善を要する 

ｄ：取組は不十分であ

り、抜本的な改善を要

する 

＜主要な業務実績＞ 

提供した情報やその提

供方法について、その効

果を測定するため、「畜産

の情報」「野菜情報」「砂

糖類・でん粉情報」につ

いて、情報利用者を対象

にアンケート調査を実施

し、全体の４割を超える

送付先からアンケートを

回収した。 

（アンケート発送件数

2,643件、回答1,253件、

回収率47.4％） 

（別添５－２） 

 

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

アンケート調査を適切

に実施することができ

た。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし 

 

評定 b 

 法人の自己評価は、適当と認められる。 

    ◇イ 情報利用者の満

足度 

分母を５段階評価の

4.0 とし、分子を畜産、

野菜、砂糖、でん粉の各

情報提供についてのア

ンケート調査結果の５

段階評価の平均値とす

る。 

ｓ：達成度合は 100％以

＜主要な業務実績＞ 

アンケート調査の集計

結果は５段階評価で平均

値4.2であり、目標の4.0 

を上回った。 

・「畜産の情報」の評価結 

果：4.2 

・「野菜情報」の評価結

果：4.1 

・「砂糖類・でん粉情報」

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

達成度合は 100%以上

であった。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし 

 

評定 b 

 法人の自己評価は、適当と認められる。 
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上であり、かつ、その

達成のための特に優

れた取組内容が認め

られる 

ａ：達成度合は 100％以

上であり、かつ、その

達成のための優れた

取組内容が認められ

る 

ｂ：達成度合は、100％以

上であった 

ｃ：達成度合は、80％以

上100％未満であった 

ｄ：達成度合は、80％未

満であった 

 

の評価結果：4.1 

（別添５－２） 

 

 

 また、アンケート調査

結果等を踏まえ、情報提

供内容等について必要

な改善及び業務の合理

化を行う。 

さらに、ホームページ

での情報提供の充実等

に取り組む。 

また、アンケート調査

結果等を踏まえ、情報提

供内容等について必要

な改善及び業務の合理

化を行う。 

さらに、ホームページ

での情報提供の充実等

に取り組む。 

また、アンケート調査

結果等を踏まえ、情報提

供内容等について必要

な改善及び業務の合理

化を行う。 

さらに、ホームページ

での情報提供の充実等

に取り組む。 

◇ウ 情報提供内容等

の改善等 

ｓ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る顕

著な成果があった 

ａ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る成

果があった 

ｂ：取組は十分であった 

ｃ：取組はやや不十分で

あり、改善を要する 

ｄ：取組は不十分であ

り、抜本的な改善を要

する 

 

＜主要な業務実績＞ 

アンケート調査結果や

情報検討委員会における

意見等を踏まえて記事を

掲載することに努めた。 

令和７年１月に日本で

発生が急増した高病原

性鳥インフルエンザに

ついて、国内外の発生状

況や対策の記事を掲載。

また、令和８年度に指定

野菜となると発表され

たブロッコリーについ

ては、業界等からの関心

が高まっていたことか

ら、その需給や冷凍ブロ

ッコリーの主要輸入産

地であるエクアドルの

需給等について記事を

掲載。農林水産物・食品

の輸出拡大に向けて、特

に甘味料やでん粉を使

用した加工食品の食品

添加物の規制について

＜評定と根拠＞ 

評定ａ 

アンケート調査結果等

を踏まえ、的確な情報収

集とテーマの選定を行

い、タイムリーな記事を

掲載するなど情報提供の

充実等に取り組んだ。 

さらに、令和５年度か

ら情報収集体制を整備し

た中国については、重要

性の増す同国の需給動向

等の情報提供を大幅に強

化することができた。 

これらホームページで

の情報提供の充実等の取

組は、目標を上回る成果

と評価できることからａ

評価とした。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし 

 

評定 a 

機構が提供する情報について、アンケート調査

結果等を踏まえて、国内外の高病原性鳥インフル

エンザの発生状況や感染防止対策等の情報、令和

８年度に指定野菜になるブロッコリーの需給や

日本の主要輸入産地であるエクアドルの需給等

の情報及び甘味料やでん粉を使用した食品添加

物の規制の情報など関心の高い情報を適時に発

信した。 

 また、令和５年度の一般財団法人日中経済協会

の北京事務所への人材派遣により、中国の需給動

向等の情報を前年度の 4.0 倍と大幅に増加して

公表したことは、機構の情報収集提供業務の向上

が図られたものであり、目標を上回る成果があっ

たものと認められるため、ａ評価とした。 
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の記事を掲載するなど

タイムリーな情報を提

供した。

さらに、利用者ニーズ

が高く、需給動向の重要

性が増す中国の情報収集

提供については、令和５

年度から一般財団法人日

中経済協会の北京事務所

に人材を派遣し、本格的

に活動を開始した令和６

年度は前年度の4.0倍と

なる中国関連の「海外情

報」記事をホームページ

で公表した。 

令和６年度の中国関連

記事公表実績（前年度実

績） 

畜産：38件（10件） 

野菜：10件（１件） 

砂糖：２件（１件） 

でん粉：２件（１件） 

計：52件（13件） 

４．その他参考情報 

（予算と決算の乖離理由） 

本セグメントにおいて、決算額が予算額の84％程度となっているが、海外の農畜産物の需給・価格動向等を踏まえて、調査の内容及び回数を見直したことが要因である。 
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第２ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

２－１～２－８ ２－１ 業務運営の効率化による経費の削減 

２－２ 役職員の給与水準 

２－３ 調達等合理化 

（１）「調達等合理化計画」に基づく取組 

（２）競争性、透明性の確保 

（３）監事への報告及び契約監視委員会による点検等 

２－４ 業務執行の改善 

（１）業務全体の進行状況等の点検・評価 

（２）第三者機関による業務の点検・評価 

（３）第三者機関による業務の点検・評価結果の反映 

２－５ 機能的で効率的な組織体制の整備 

２－６ 補助事業の効率化等 

（１）透明性の確保 

（２）効率的な事業の実施 

（３）補助事業の審査・評価 

２－７ デジタル化の推進による業務の効率化 

２－８ 砂糖勘定の短期借入に係るコストの抑制 

当該項目の重要度、困難 

度 

― 関連する政策評価・行政事業 

レビュー 

行政事業レビューシート事業番号：003270、003271、003273、003275、003276、

003286、003302、020876 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 （参考） 

（前中期目標期間最終年度

値等） 

５年度 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情

報 

業務経費(附帯事務費

（特殊要因により増

減する経費を除く。）)

の対前年度比の平均

縮減率 

毎年度平均で少

なくとも対前年

度比１％の抑制 

（令和４年度業務経

費（附帯事務費）） 

令和４年度比で

1.0％の抑制 

令和５年度比で

1.0％の抑制 

    

業務経費（当年度予算

額） 

－ 3,444百万円 3,410百万円 3,376百万円     

対前年度平均縮減率 － － 1.0％ 1.0％     

達成度合 － － 100％ 100％     

一般管理費（人件費、

公租公課、事務所借料

等、情報セキュリティ

関連経費、監査法人関

連経費及び特殊要因

により増減する経費

を除く。）の対前年度

比の平均縮減率 

毎年度平均で少

なくとも対前年

度比３％の抑制 

（令和４年度一般管

理費） 

 

令和４年度比で

3.0％の抑制 

 

令和５年度比で

3.0％の抑制 

 

    

一般管理費（当年度予

算額）（百万円） 

－ 224百円 217百千円 211百千円     

対前年度平均縮減率  － 3.0％ 3.0％     

達成度合 － － 100％ 100％     
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 締結した契約件数

（真にやむを得ない

随意契約及び少額随

意契約を除く） 

競争性のある契

約の実施 

198件 201件 211件     

 競争性のある契約と

した件数  

－ 198件 201件 211件     

 達成度合 － 100％ 100％ 100％     

 企画競争・公募等を

実施した随意契約の

件数 

－ 41件 35件 37件     

 機構掲示板への掲示

及びホームページへ

の掲載件数 

企画競争・公募等

の掲載 

41件 35件 37件     

 達成度合 － 100％ 100％ 100％     

 事業数 － 15事業 12事業 11事業     

 公募を実施した事業

数 

全ての事業につ

いて公募の実施 

15事業 12事業 11事業     

 達成度合 － 100％ 100％ 100％     

 公表回数  8回 7回 ７回     

 目標業務日以内に公

表した回数 

四半期終了月の

翌月末 

8回 7回 ７回     

 達成度合  100％ 100％ 100％     

 新規に実施した補助

事業数（拡充事業を

含む。） 

－ 16事業 14事業 10事業     

 事業説明会を開催し

た又は現地確認調査

等を行った事業数 

全ての新規事業

等に係る説明会

等の実施 

16事業 14事業 10事業     

 達成度合 － 100％ 100％ 100％     

 事業採択を行った件

数 

 58件 41件 51件     

 評価基準を満たして

いるものを採択した

件数 

評価基準を満た

しているものを

全て採択 

58件 41件 51件     

 達成度合 － 100％ 100％ 100％     

 利用状況調査対象件

数 

 ４件 － －     

 利用状況を確認した

件数 

対象件数の全て

を確認 

４件 － －     

 達成度合 － 100％ － －     
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 事後評価で効用が費

用以下となった件数 

 １件 ０件 －     

 現地調査等を通じ改

善を指導した件数 

全て改善を指導 １件 － －     

 達成度合 － 100％ － －     

 要領、実施計画及び

交付申請の合計件数 

－ 1,237件 981件 744件     

 目標業務日以内で承

認通知及び交付決定

の通知を行った件数 

10 業務日以内の

承認通知及び交

付決定の通知 

1,237件 981件 744件     

 達成度合 － 100％ 100％ 100％     

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

第４ 業務運営の効率化

に関する事項 

第２ 業務運営の効率化

に関する目標を達成す

るためとるべき措置 

第２ 業務運営の効率化

に関する目標を達成す

るためとるべき措置 

◎第２ 業務運営の効率

化に関する目標を達成

するためとるべき措置 

  評定 Ｂ 

 大項目（評価指標の「◎」を付したもの） 

は、当該大項目に含まれる中項目（評価指標の 

「○」を付したもの）の評定を点数化して行 

う。中項目の評定は、Ａ評定が１、Ｂ評定が７で

あり、これらの合計数値の割合が基準となる数値

の 80％以上 120％未満であることから、評定は

Ｂとした。 

 

中項目の総数：８ 

評定Ｓの中項目数：０×４点＝ ０点 

評定Ａの中項目数：１×３点＝ ３点 

評価Ｂの中項目数：７×２点＝ 14点 

評価Ｃの中項目数：０×１点＝ ０点 

評価Ｄの中項目数：０×０点＝ ０点 

合計 17点（17／16＝106％） 

 

１ 業務運営の効率化に

よる経費の削減 

１ 業務運営の効率化に

よる経費の削減 

１ 業務運営の効率化に

よる経費の削減 

○１ 業務運営の効率化

による経費の削減 

  評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

小項目の評定はいずれもｂであり、これらの合 

計数値の割合が基準となる数値の 80％以上

120％未満であることから、評定はＢとした。 

 

小項目の総数：２ 

評定ｓの小項目数：０×４点＝ ０点 
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評定 aの小項目数：０×３点＝ ０点 

評価ｂの小項目数：２×２点＝ ４点 

評価ｃの小項目数：０×１点＝ ０点 

評価ｄの小項目数：０×０点＝ ０点 

合計 ４点（４／４＝100％） 

 

・業務経費（附帯事務費）については、毎年度平

均で対前年度比１％の抑制を行った。 

・一般管理費については、毎年度平均で対前年度

比３％の抑制を行った。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ 

特になし 

 

＜その他事項＞ 

特になし 

 

（１）業務経費の削減 

業務の見直し及び効率

化を進め、業務経費（附

帯事務費（特殊要因によ

り増減する経費を除

く。））については、毎年

度平均で少なくとも対前

年度比１％の抑制を行う

ことを目標に、削減する。 

（１）業務経費の削減 

業務の見直し及び効率

化を進め、業務経費（附

帯事務費（特殊要因によ

り増減する経費を除

く。））については、毎年

度平均で少なくとも対前

年度比１％の抑制を行う

ことを目標に、削減する。 

（１）業務経費の削減 

業務の見直し及び効率

化を進め、業務経費（附

帯事務費（特殊要因によ

り増減する経費を除

く。））については、毎年

度平均で少なくとも対前

年度比１％の抑制を行う

ことを目標に、削減する。 

 

 

◇（１）業務経費の削減 

業務経費（附帯事務費

（特殊要因により増減す

る経費を除く。））を毎年

度平均で少なくとも対前

年度比１％削減する。 

ｓ：達成度合は、120％以

上であり、顕著な成果

がある 

ａ：達成度合は、120％以

上であった 

ｂ：達成度合は、100％以

上120％未満であった 

ｃ：達成度合は、80％以

上100％未満であった 

ｄ：達成度合は、80％未

満であった 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

業務経費（附帯事務費

（特殊要因により増減

する経費を除く。））につ

いては、3,376 百万円と

なり、対前年度比の毎年

度平均は 1.0％の抑制と

なった。 

（別添６－１） 

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

達成度合は 100％であ

った。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし 

 

評定 ｂ 

 法人の自己評価は、適当と認められる。 

（２）一般管理費の削減 

業務の見直し及び効率

化を進め、一般管理費（人

件費、公租公課、事務所

（２）一般管理費の削減 

業務の見直し及び効率

化を進め、一般管理費（人

件費、公租公課、事務所

（２）一般管理費の削減 

業務の見直し及び効率

化を進め、一般管理費（人

件費、公租公課、事務所

◇（２）一般管理費の削減 

一般管理費（人件費、

公租公課、事務所借料等、

情報セキュリティ対策経

＜主要な業務実績＞ 

一般管理費（人件費、

公租公課、事務所借料

等、情報セキュリティ対

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

達成度合は 100％であ

った。 

評定 ｂ 

 法人の自己評価は、適当と認められる。 
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借料等、情報セキュリテ

ィ対策経費、監査法人関

連経費及び特殊要因によ

り増減する経費を除く。）

については、毎年度平均

で少なくとも対前年度比

３％の抑制を行うことを

目標に、削減する。 

 

借料等、情報セキュリテ

ィ対策経費、監査法人関

連経費及び特殊要因によ

り増減する経費を除く。）

については、毎年度平均

で少なくとも対前年度比

３％の抑制を行うことを

目標に、削減する。 

 

借料等、情報セキュリテ

ィ対策経費、監査法人関

連経費及び特殊要因によ

り増減する経費を除く。）

については、毎年度平均

で少なくとも対前年度比

３％の抑制を行うことを

目標に、削減する。 

 

費、監査法人関連経費及

び特殊要因により増減す

る経費を除く。）を毎年度

平均で少なくとも対前年

度比３％削減する。 

ｓ：達成度合は、120％以

上であり、顕著な成果

がある 

ａ：達成度合は、120％以

上であった 

ｂ：達成度合は、100％以

上120％未満であった 

ｃ：達成度合は、80％以

上100％未満であった 

ｄ：達成度合は、80％未

満であった 

 

策経費、監査法人関連経

費及び特殊要因により

増減する経費を除く。）

については、211 百万円

となり、対前年度比の毎

年度平均は 3.0％の抑制

となった。 

（別添６－１） 

 

 

＜課題と対応＞ 

特になし 

 

２ 役職員の給与水準 ２ 役職員の給与水準 ２ 役職員の給与水準 ○２ 役職員の給与水準   評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

小項目の評定はｂであり、この数値の割合が基 

準となる数値の 80％以上 120％未満であること 

から、評定はＢとした。 

 

小項目の総数：１ 

評定ｓの小項目数：０×４点＝ ０点 

評定aの小項目数：０×３点＝ ０点 

評価ｂの小項目数：１×２点＝ ２点 

評価ｃの小項目数：０×１点＝ ０点 

評価ｄの小項目数：０×０点＝ ０点 

合計 ２点（２／２＝100％） 

 

・役職員の給与水準については、対国家公務員指

数（年齢・地域・学歴勘案）は102.2であり、国

家公務員の特別調整手当（管理職手当）に相当す

る手当の支給対象職員の割合が高いことが要因

であり、このことを考慮すれば妥当である。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ 

特になし 
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＜その他事項＞ 

特になし 

 

給与水準については、

国家公務員の給与水準を

十分考慮し、手当てを含

め役職員給与の在り方に

ついて、厳しく検証した

上で、目標水準を設定し

てその適正化に取り組む

とともに、検証結果や取

組状況を公表する。 

給与水準については、

国家公務員の給与水準を

十分考慮し、手当てを含

め役職員給与の在り方に

ついて、厳しく検証した

上で、目標水準を設定し

てその適正化に取り組む

とともに、検証結果や取

組状況を公表する。 

給与水準については、

国家公務員の給与水準を

十分考慮し、手当てを含

め役職員給与の在り方に

ついて、厳しく検証した

上で、対国家公務員年齢・

地域・学歴勘案指数を国

家公務員と同程度に維持

するとともに、給与水準

の適正性について検証

し、その検証結果や取組

状況について公表する。 

ｓ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る顕

著な成果があった 

ａ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る成

果があった 

ｂ：取組は十分であった 

ｃ：取組はやや不十分で

あり、改善を要する 

ｄ：取組は不十分であ

り、抜本的な改善を要

する 

 

＜主要な業務実績＞ 

給与水準については、

高年齢管理職の昇給幅

の圧縮、管理職のポスト

オフ等を継続的に実施

した結果、令和５年度の

年齢・地域・学歴を勘案

した対国家公務員指数

は102.2となり、この結

果については、「主務大

臣の検証結果」におい

て、「国家公務員におけ

る俸給の特別調整手当

（管理職手当）が支給さ

れる職員の割合が高い

ことに要因があり、これ

を考慮すれば妥当であ

る」とされた。 

この検証結果等を令

和６年６月 28 日に公表

した。 

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

令和５年度の給与水

準について、国家公務員

の状況を考慮した上で、

必要な取組を行い、国家

公務員と同程度に維持

することができた。ま

た、その検証結果等を遅

滞なく公表した。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし 

 

評定 ｂ 

 法人の自己評価は、適当と認められる。 

 ３ 調達等合理化 ３ 調達等合理化 ３ 調達等合理化 ○３ 調達等合理化 

随意契約の見直しに

向けた計画的取組 

  評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

小項目の評定はいずれもｂであり、これらの合 

計数値の割合が基準となる数値の 80％以上

120％未満であることから、評定はＢとした。 

 

小項目の総数：３ 

評定ｓの小項目数：０×４点＝ ０点 

評定aの小項目数：０×３点＝ ０点 

評価ｂの小項目数：３×２点＝ ６点 

評価ｃの小項目数：０×１点＝ ０点 

評価ｄの小項目数：０×０点＝ ０点 

合計 ６点（６／６＝100％） 

 

・随意契約の見直しに向けた計画的取組につい

ては、真にやむを得ない随意契約及び少額随意契
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約を除く全ての契約を競争性のある契約とする

など、着実に実施した。また、契約状況を定期的

にホームページに公表することにより、透明性を

確保したほか、適正な契約の実施について、外部

有識者等からなる契約監視委員会により契約状

況の点検を受けるとともに毎月、監事へ契約状況

の報告を行った。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ 

特になし 

 

＜その他事項＞ 

特になし 

 

 「独立行政法人におけ

る調達等合理化の取組の

推進について」（平成 27

年５月 25 日総務大臣決

定）を踏まえ、公正かつ

透明な調達手続による適

切で迅速かつ効果的な調

達を実現する観点から、

機構が毎年度策定する

「調達等合理化計画」に

基づく取組を着実に実施

することにより、競争性

のない随意契約は真にや

むを得ないものを除き行

わないこととするととも

に、競争性のある契約に

占める一者応札・応募の

解消に向け、競争参加者

の増加に向けた取組を引

き続き実施していくこと

とし、その取組状況を公

表する。 

「独立行政法人におけ

る調達等合理化の取組の

推進について」（平成 27

年５月 25 日総務大臣決

定）を踏まえ、機構が毎

年度策定する「調達等合

理化計画」に基づく取組

を着実に実施することに

より、契約については、

真にやむを得ないものを

除き一般競争入札等（競

争入札及び企画競争・公

募をいい、競争性のない

随意契約は含まない。）に

よるものとするととも

に、競争性のある契約に

占める一者応札・応募の

解消に向け、競争参加者

の増加に向けた取組を引

き続き実施していくこと

とし、その取組状況を公

表する。 

「独立行政法人にお

ける調達等合理化の取

組の推進について」（平

成27年５月25日総務大

臣決定）を踏まえ、機構

が策定した「調達等合理

化計画」に基づく取組を

着実に実施することに

より、契約については、

真にやむを得ないもの

を除き一般競争入札等

（競争入札及び企画競

争・公募をいい、競争性

のない随意契約は含ま

ない。）によるものとす

るとともに、競争性のあ

る契約に占める一者応

札・応募の解消に向け、

競争参加者の増加に向

けた取組を引き続き実

施していくこととし、そ

の取組状況を公表する。 

◇（１）「調達等合理化計

画」に基づく取組 

分母を機構が締結した

契約件数（競争性のない

随意契約及び少額随意

契約を除く。）とし、分子

を競争性のある調達手

続を実施した契約件数

とする。 

ｓ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成

のための特に優れた

取組内容が認められ

る 

ａ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成

のための優れた取組

内容が認められる 

ｂ：達成度合は 100％で

あった 

ｃ：達成度合は、80％以

上100％未満であった 

ｄ：達成度合は、80％未

満であった 

 

＜主要な業務実績＞ 

「令和６年度独立行

政法人農畜産業振興機

構調達等合理化計画」に

基づく取組を着実に実

施し、随意契約（少額随

意契約を除く。）のうち、

事務室の賃借契約、都道

府県への委託契約等、真

にやむを得ないものを

除いた全契約（34件）に

ついて、企画競争又は参

加確認型公募とした。こ

れにより、真にやむを得

ない随意契約及び少額

随意契約を除く機構が

締結した契約（211 件）

全てについて競争性の

ある契約とした。 

（別添６－２） 

また、一者応札・応募

の解消に向けた取組状

況をホームページで公

表した。 

（別添６－３） 

 

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

達成度合は100％（211

件/211件）であった。 

また、一者応札・応募

の解消に向けた取組状

況について、ホームペー

ジで公表することがで

きた。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし 

 

評定 ｂ 

 法人の自己評価は、適当と認められる。 
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    ◇（２）競争性、透明性

の確保 

分母を企画競争・公募

を実施した随意契約の

件数とし、分子を機構掲

示板への掲示及びホー

ムページへの掲載件数

とする。 

ｓ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成

のための特に優れた

取組内容が認められ

る 

ａ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成

のための優れた取組

内容が認められる 

ｂ：達成度合は 100％で

あった 

ｃ：達成度合は、80％以

上100％未満であった 

ｄ：達成度合は、80％未

満であった 

 

＜主要な業務実績＞ 

競争性・透明性を確保

するため、企画競争、参

加確認型公募、不落・不

調により実施した随意

契約（37件）全てにおい

て、機構掲示板及びホー

ムページへの掲載を行

った。 

（別添６－２） 

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

達成度合は 100％（37

件/37件）であった。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし 

 

評定 ｂ 

 法人の自己評価は、適当と認められる。 

 また、外部有識者等か

らなる契約監視委員会に

よる点検を受ける。 

（参考：第４期中期目標

期間実績：委員会を年

１回開催） 

 

また、監事に対し、毎

月契約状況を報告すると

ともに、入札・契約の適

正な実施について、契約

監視委員会による点検を

受ける。 

 

また、監事に対し、毎

月契約状況を報告する

とともに、入札・契約の

適正な実施について、契

約監視委員会による点

検を受ける。 

◇（３）監事への報告及

び契約監視委員会に

よる点検等 

ｓ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る顕

著な成果があった 

ａ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る成

果があった 

ｂ：取組は十分であった 

ｃ：取組はやや不十分で

あり、改善を要する 

ｄ：取組は不十分であ

り、抜本的な改善を要

する 

 

＜主要な業務実績＞ 

監事に対して、毎月、

所定の様式により、各部

の契約状況を報告する

とともに、外部有識者等

からなる契約監視委員

会に令和５年度の契約

の状況を報告し点検を

受けた。 

 

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

毎月、監事に対し契約

状況を報告するととも

に、契約監視委員会によ

る点検を受け、指摘事項

等に適切に対応するこ

とができた。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし 

 

評定 ｂ 

 法人の自己評価は、適当と認められる。 
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 ４ 業務執行の改善 

機構自らが主体的に業

務執行の改善を進めると

ともに、外部専門家・有

識者からなる第三者機関

による業務の点検・評価

を行い、その結果を業務

運営に反映させる。 

４ 業務執行の改善 

機構自らが主体的に業

務執行の改善を進めると

ともに、外部専門家・有

識者からなる第三者機関

による業務の点検・評価

を行い、その結果を業務

運営に反映させる。 

４ 業務執行の改善 

機構自らが主体的に

業務執行の改善を進め

るとともに、外部専門

家・有識者からなる第三

者機関による業務の点

検・評価を行い、その結

果を業務運営に反映さ

せるため、次の取組を行

う。 

○４ 業務執行の改善   評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

小項目の評定はいずれもｂであり、これらの合 

計数値の割合が基準となる数値の 80％以上

120％未満であることから、評定はＢとした。 

 

小項目の総数：３ 

評定ｓの小項目数：０×４点＝ ０点 

評定aの小項目数：０×３点＝ ０点 

評価ｂの小項目数：３×２点＝ ６点 

評価ｃの小項目数：０×１点＝ ０点 

評価ｄの小項目数：０×０点＝ ０点 

合計 ６点（６／６＝100％） 

 

・業務全体の進行状況等の点検・評価について

は、各部が行う四半期毎の点検及び理事長が行う

半期毎のヒアリングにより、業務の進行状況を点

検し、抽出された課題等への対応を的確に指示

し、状況を確認することにより、年度計画の達成

に向けて業務運営を行った。 

・第三者機関による業務の点検・評価結果につい

ては、機構独自の取組として、外部有識者からな

る機構評価委員会を開催し、令和５年度業務実績

に関する自己評価について審査し、指摘事項につ

いては、適切に対応した。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ 

特になし 

 

＜その他事項＞ 

特になし 

 

   （１）業務の進行状況及

び実績について、四半

期毎に点検・評価す

る。 

◇（１）業務全体の進行

状況等の点検・評価 

ｓ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る顕

著な成果があった 

ａ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る成

果があった 

＜主要な業務実績＞ 

年度計画を具体化す

るための工程表（具体化

推進シート）を年度初め

に策定し、各部において

四半期毎に業務の進行

状況を点検するととも

に、半期毎に理事長が主

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

工程表に基づき四半

期毎に点検を行うこと

ができた。また、半期毎

に行うヒアリングによ

り、業務運営の的確な進

行管理及び自己評価を

評定 ｂ 

 法人の自己評価は、適当と認められる。 
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ｂ：取組は十分であった 

ｃ：取組はやや不十分で

あり、改善を要する 

ｄ：取組は不十分であ

り、抜本的な改善を要

する 

催するヒアリングにお

いて、工程表の内容と実

績とを比較し、業務の進

行状況を点検すること

により、目標の達成状

況、阻害要因など、現状

を適切に把握した。 

また、抽出された問題

点、課題等への対応を的

確に指示し、確認するこ

とで、業務運営の適切な

進行管理を行った。併せ

て、工程表に業務の進行

状況について自己評価

を記述する欄を設け、業

務実績の点検を実施し

た。 

 

実施し、業務の進行状況

及び実績の点検・評価に

ついて十分取り組んだ。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし 

 

   （２）令和５年度におけ

る業務実績について、

自己評価をもとに第

三者機関による点検・

評価を実施する。 

◇（２）第三者機関によ

る業務の点検・評価 

ｓ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る顕

著な成果があった 

ａ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る成

果があった 

ｂ：取組は十分であった 

ｃ：取組はやや不十分で

あり、改善を要する 

ｄ：取組は不十分であ

り、抜本的な改善を要

する 

＜主要な業務実績＞ 

令和６年６月 13 日に

「令和５年度業務実績

について」等を議題とす

る外部専門家・有識者か

らなる第 22 回機構評価

委員会を開催し、令和５

年度における業務実績

に関する自己評価につ

いて点検・評価を実施し

た。 

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

機構評価委員会によ

る業務の点検・評価に十

分に取り組んだ。なお、

業務実績の自己評価に

当たって、第三者機関に

よる点検・評価を受ける

ことは、独立行政法人通

則法等に規定のない当

機構独自の自主的取組

である。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし 

 

評定 ｂ 

法人の自己評価は、適当と認められる。 

   （３）第三者機関による

令和５年度における

業務実績に係る点検・

評価結果を必要に応

じて業務運営に反映

させる。 

◇（３）第三者機関によ

る業務の点検・評価結

果の反映 

ｓ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る顕

著な成果があった 

＜主要な業務実績＞ 

機構評価委員会の開

催後、業務運営に反映す

べき指摘事項について

整理し、対応方針を決定

した。これに基づき、関

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 
 四半期毎に進捗状況

を確認しながら、業務の

点検・評価結果の確実な

業務運営への反映に向

評定 ｂ 

 法人の自己評価は、適当と認められる。 
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ａ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る成

果があった 

ｂ：取組は十分であった 

ｃ：取組はやや不十分で

あり、改善を要する 

ｄ：取組は不十分であ

り、抜本的な改善を要

する 

 

係各部において業務運

営への反映に向けた取

組を行った。 

けて十分取り組んだ。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし 

 

 ５ 機能的で効率的な組

織体制の整備 

５ 機能的で効率的な組

織体制の整備 

５ 機能的で効率的な

組織体制の整備 

○５ 機能的で効率的

な組織体制の整備 

  評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

小項目の評定はｂであり、この数値の割合が基

準となる数値の 80％以上 120％未満であること

から、評定はＢとした。 

 

小項目の総数：１ 

評定ｓの小項目数：０×４点＝ ０点 

評定aの小項目数：０×３点＝ ０点 

評価ｂの小項目数：１×２点＝ ２点 

評価ｃの小項目数：０×１点＝ ０点 

評価ｄの小項目数：０×０点＝ ０点 

合計 ２点（２／２＝100％） 

 

・人事課を給与・福利厚生業務と人事・採用・研

修業務の２チーム制とすることにより、人事課職

員の担当業務を明確化するとともに業務執行体

制を強化した。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ 

特になし 

 

＜その他事項＞ 

特になし 

 

 業務運営を機能的かつ

効率的に推進する観点か

ら、諸情勢の変化等を踏

まえ、必要に応じ、機能

的で効率的な組織体制の

業務運営を機能的かつ

効率的に推進する観点か

ら、諸情勢の変化等を踏

まえ、必要に応じ、機能

的で効率的な組織体制の

業務運営を機能的か

つ効率的に推進する観

点から、諸情勢の変化等

を踏まえ、必要に応じ、

機能的で効率的な組織

必要に応じた機能的で

効率的な組織体制の見

直し 

ｓ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る顕

＜主要な業務実績＞ 

より効率的な業務運

営を進める観点から人

事課の体制を見直し、給

与・福利厚生チームと人

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

 人事課の再編により、

十分に機能的で効率的

な組織体制を整備する

評定 ｂ 

 法人の自己評価は、適当と認められる。 
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整備を図る。 整備を図る。 体制の整備を図る。 著な成果があった 

ａ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る成

果があった 

ｂ：取組は十分であった 

ｃ：取組はやや不十分で

あり、改善を要する 

ｄ：取組は不十分であ

り、抜本的な改善を要

する 

 

事・採用・研修チームの

２チームに再編した。 

ことができた。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし 

 ６ 補助事業の効率化等 ６ 補助事業の効率化等 ６ 補助事業の効率化

等 

○６ 補助事業の効率

化等 

  評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

小項目の評定はいずれもｂであり、これらの合 

計数値の割合が基準となる数値の80％以上 

120％未満であることから、評定はＢとした。 

 

小項目の総数：13 

評定ｓの小項目数：０×４点＝ ０点 

評定aの小項目数：０×３点＝ ０点 

評価ｂの小項目数：11×２点＝ 22点 

評価ｃの小項目数：０×１点＝ ０点 

評価ｄの小項目数：０×０点＝ ０点 

（評価対象外：２） 

合計 22点（22／22＝100％） 

 

・補助事業については、事業実施主体を公募によ

り選定し、事業概要を公表して透明性を確保する

とともに新規事業を中心として事業説明会等を

実施し、適正かつ効率的な実施について取り組ん

だ。 

・補助事業等管理台帳により、毎月の進捗状況の

確認を行った。また、施設整備事業については、

費用対効果分析等の評価基準を満たしたものを

採択し、施設等の設置工事が計画に沿って進行し

ているか確認を行った。 

・事業実施計画等の承認や交付決定の通知につ

いては、定められた日数以内に適切に実施した。 

・補助事業の達成状況について自己評価を行っ

たほか、第三者委員会において、不用理由の分析

70



 

 

結果の報告や事業の審査、評価を実施した。また、

畜産業振興事業により設置した基金について、国

の基金基準に準じて見直しを行った。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ 

特になし 

 

＜その他事項＞ 

特になし 

 

 （１）透明性の確保 （１）透明性の確保 （１）透明性の確保 （１）透明性の確保    

 透明性の高い事業の

実施を図る観点から、補

助事業についての事業

実施主体の選定に当た

っては、原則として公募

によることとするとと

もに、事業内容等の事業

に関する各種情報を公

表することとし、事業の

採択の概要については、

四半期終了月の翌月末

までに公表する。 

透明性の高い事業の

実施を図る観点から、補

助事業についての事業

実施主体の選定に当た

っては、原則として公募

によることとするとと

もに、以下の取組を実施

する。 

 

 

透明性の高い事業の

実施を図る観点から、補

助事業についての事業

実施主体の選定に当た

っては、原則として公募

によることとするとと

もに、以下の取組を実施

する。 

 

 

◇ア 公募の実施 

分母を事業数（事業の

性格・内容に照らし、公

募による事業実施主体

の選定になじまないも

のを除く。）とし、分子を

このうち公募を実施し

た事業数とする。 

ｓ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成

のための特に優れた

取組内容が認められ

る 

ａ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成

のための優れた取組

内容が認められる 

ｂ：達成度合は 100％で

あった 

ｃ：達成度合は、80％以

上100％未満であった 

ｄ：達成度合は、80％未

満であった 

 

＜主要な業務実績＞ 

令和６年度補正予算

及び令和７年度当初予

算に係る畜産業振興事

業並びに令和６年度当

初予算に係る野菜農業

振興事業について、事業

の公表後、事業実施主体

の選定に当たっての公

募を行った。 

 

（内訳） 

・畜産分野：年１回、９

事業 

（別添６－４） 

 

・野菜分野：年３回、２

事業（契約野菜収入確保

モデル事業、大規模契約

栽培産地育成強化事業） 

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

達成度合は 100％（11

事業/11事業）であった。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし 

評定 ｂ 

 法人の自己評価は、適当と認められる。 

  ア 事業の目的、補助

率、予算額、事業実施

期間等の事業概要、事

業実施地域等の採択

した事業の概要を、四

ア 事業の目的、補助

率、予算額、事業実施

期間等の事業概要、事

業実施地域等の採択

した事業の概要を、四

◇イ 事業の採択の概

要等の公表 

分母を公表回数とし、

分子を四半期終了月の

翌月末までにホームペ

＜主要な業務実績＞ 

補助事業の適正、効率

的な実施を図るため、令

和６年度に実施する畜

産業振興事業及び野菜

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

達成度合は 100％（７

回/７回）であった。 

 

評定 ｂ 

 法人の自己評価は、適当と認められる。 
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半期終了月の翌月末

までにホームページ

で公表する。 

 

半期終了月の翌月末

までにホームページ

で公表する。 

 

ージに公表した回数と

する。 

ｓ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成

のための特に優れた

取組内容が認められ

る 

ａ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成

のための優れた取組

内容が認められる 

ｂ：達成度合は 100％で

あった 

ｃ：達成度合は、80％以

上100％未満であった 

ｄ：達成度合は、80％未

満であった 

  

農業振興事業の事業概

要及び採択した事業の

概要について、四半期終

了月の翌月末までにホ

ームページで公表した。 

 

（内訳） 

・畜産分野：年４回 

・野菜分野：年３回 

＜課題と対応＞ 

特になし 

 また、事業の適切かつ

円滑な実施の観点から、

事業の進行状況を的確に

把握するとともに、事業

説明会、現地確認調査等

を実施し、事業実施主体

に対して法令遵守を含め

指導を徹底する。 

 

イ 事業説明会、現地確

認調査等を実施し、事

業実施主体に対して

法令遵守を含め指導

を徹底する。 

 

イ 新規事業を中心に、

事業説明会、現地確認

調査等を実施し、事業

実施主体に対して法

令遵守を含め指導を

徹底する。 

 

◇ウ 事業説明会等の

開催 

分母を新規に実施し

た補助事業数（拡充事業

を含む。）とし、分子を事

業説明会を開催した又

は現地確認調査等を行

った事業数とする。 

ｓ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成

のための特に優れた

取組内容が認められ

る 

ａ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成

のための優れた取組

内容が認められる 

ｂ：達成度合は 100％で

あった 

ｃ：達成度合は、80％以

上100％未満であった 

ｄ：達成度合は、80％未

＜主要な業務実績＞ 

補助事業の適正、効率

的な実施を確保するた

め、 

①畜産業振興事業にお

いて、新規・拡充事業（９

事業）に係る事業実施主

体に対する事業説明会

等（肉畜 10 回、酪農 11

回、計 21 回）を実施し

た。なお、継続事業につ

いても、事業実施主体に

対する事業説明会（肉畜

12 回、酪農８回、計 20

回）及び現地確認調査

（肉畜44回、酪農７回、

計51回）を実施した。 

（別添６－５） 

 

②野菜農業振興事業に

おいて、新規事業（１事

業）について、関係者に

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

達成度合は 100％（10

事業/10事業）であった。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし 

評定 ｂ 

 法人の自己評価は、適当と認められる。 
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満であった 

 

対し公募に係る事業説

明会（WEB 会議）を実施

した。 

（別添６－５） 

 

 （２）効率的な事業の実

施 

（２）効率的な事業の実

施 

（２）効率的な事業の実

施 

（２）効率的な事業の実

施 

   

 効率的かつ効果的な事

業の実施を図る観点か

ら、受理した要領、実施

計画及び交付申請につい

て、10業務日以内に承認

等を行うとともに、施設

整備事業について費用対

効果分析等の評価手法を

踏まえた採択及び費用対

効果分析を実施した施設

整備事業についての事後

評価を実施し、事後評価

により効用が費用以下と

なる場合は、すべて改善

指導を実施する。 

効率的かつ効果的な事

業の実施を図る観点か

ら、事業の進行状況を的

確に把握するとともに、

以下の取組を実施する。 

 

 

効率的かつ効果的な

事業の実施を図る観点

から、事業の進行状況を

的確に把握するととも

に、以下の取組を実施す

る。 

 

◇ア 事業の進行管理 

ｓ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る顕

著な成果があった 

ａ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る成

果があった 

ｂ：取組は十分であった 

ｃ：取組はやや不十分で

あり、改善を要する 

ｄ：取組は不十分であ

り、抜本的な改善を要

する 

 

＜主要な業務実績＞ 

補助事業の適正、効率

的な実施を確保するた

め、事業の補助事業等管

理台帳により執行件数

や執行額等について毎

月進捗状況の管理を行

った。 

（別添６－６） 

 

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

補助事業等管理台帳

により、事業の進行管理

を的確に実施すること

ができた。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし 

 

評定 ｂ 

 法人の自己評価は、適当と認められる。 

 また、畜産業振興事業

等について、補助金の効

率的な交付の観点から、

国における事業の改廃に

も資するよう、決算上の

不用理由の分析を行うと

ともに、事業実施主体に

おける基金について毎年

度見直しを行う。その上

で、保有資金及び事業実

施主体に造成している基

金については、機構の業

務実施に必要な経費を確

保する。 

（第４期中期目標期間実

績：要領等の受理から10

業務日以内の承認等：

99％） 

ア 費用対効果分析、コ

スト分析等の評価基準

を適切に設定し、同基

準を満たしているもの

を採択する。 

 

 

ア 費用対効果分析・コ

スト分析等の評価基

準を適切に設定し、同

基準を満たしている

ものを採択する。 

 

◇イ 費用対効果分析

等の実施 

分母を事業採択を行

った件数とし、分子を評

価基準を満たしている

ものを採択した件数と

する。 

ｓ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成

のための特に優れた

取組内容が認められ

る 

ａ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成

のための優れた取組

内容が認められる 

ｂ：達成度合は 100％で

あった 

＜主要な業務実績＞ 

評価手法が開発され

ている施設整備事業に

ついて、費用対効果分析

又はコスト分析の評価

基準を満たしている 51

件を採択した。採択状況

は以下のとおり。 

（費用対効果・採択件

数） 

・食肉流通改善合理化支

援事業２件 

（コスト分析・採択件

数） 

・酪農経営支援総合対策

事業42件 

・肉用牛経営安定対策補

完事業６件 

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

達成度合は 100％（51

件/51件）であった。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし 

評定 ｂ 

 法人の自己評価は、適当と認められる。 
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 ｃ：達成度合は、80％以

上100％未満であった 

ｄ：達成度合は、80％未

満であった 

 

・畜産経営災害総合対策

緊急支援事業１件 

  イ 費用対効果分析を実

施している事業にあっ

ては、施設設置後３年

目までは利用状況の調

査を行う。 

 

 

イ 費用対効果分析を

実施している事業で

設置した施設につい

ては、施設設置後３年

目までのものの利用

状況の調査を行う。 

 

 

◇ウ 現地調査の実施 

分母を対象件数とし、

分子を確認した件数と

する。 

ｓ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成

のための特に優れた

取組内容が認められ

る 

ａ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成

のための優れた取組

内容が認められる 

ｂ：達成度合は 100％で

あった 

ｃ：達成度合は、80％以

上100％未満であった 

ｄ：達成度合は、80％未

満であった 

 

＜主要な業務実績＞ 

採択した事業につい

て、施設等の設置工事が

計画に沿って進行して

いることをヒアリング

又は報告徴求により確

認した結果、工事の進捗

が遅れるなどにより、現

地調査を必要とするも

のはなかった。  

 

＜評定と根拠＞ 

評定－ 

 

＜課題と対応＞ 

－ 

 

評定 － 

 － 

  また、３年を経過した

年に、事後評価を行うこ

ととし、事業を実施した

効用が費用以下となる場

合は、現地調査等を通じ、

改善を指導する。 

 

また、３年を経過した

年に、事後評価を行うこ

ととし、事業を実施した

効用が費用以下となる

場合は、現地調査等を通

じ、改善を指導する。 

 

◇エ 事後評価 

分母を効用が費用以

下となった件数とし、分

子を現地調査等を通じ

改善を指導した件数と

する。 

ｓ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成

のための特に優れた

取組内容が認められ

る 

ａ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成

のための優れた取組

内容が認められる 

＜主要な業務実績＞ 

事後評価の対象とな

る事業はなかった。 

 

＜評定と根拠＞ 

評定－ 

 

＜課題と対応＞ 

－ 

評定 － 

 － 
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ｂ：達成度合は 100％で

あった 

ｃ：達成度合は、80％以

上100％未満であった 

ｄ：達成度合は、80％未

満であった 

ウ 事業実施主体からの

要領及び事業実施計画

の承認並びに補助金の

交付決定については、

申請を受理した日から

10 業務日以内に承認

等を行う。

ウ 事務処理手続の迅

速化、進行管理の徹底

等を通じ、事業実施主

体から要領及び事業

実施計画を受理して

から承認の通知を行

うまでの期間並びに

補助金の交付申請を

受理してから交付決

定の通知を行うまで

の期間を 10 業務日以

内とする。

◇オ 事務処理手続き

の迅速化

分母を受理した要領、

実施計画及び交付申請

の合計件数とし、分子を

このうち 10 業務日以内

で行った要領、実施計画

の承認通知及び交付決

定の通知の合計件数と

する。 

ｓ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成

のための特に優れた

取組内容が認められ

る 

ａ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成

のための優れた取組

内容が認められる 

ｂ：達成度合は 100％で

あった 

ｃ：達成度合は、80％以

上100％未満であった 

ｄ：達成度合は、80％未

満であった 

＜主要な業務実績＞ 

補助事業等管理台帳

の活用等により、事業実

施主体から要領及び事

業実施計画を受理して

から承認通知を行うま

での期間並びに補助金

の交付申請を受理して

から交付決定の通知を

行うまでの期間は、総受

理件数 744 件のうち 744

件が 10 業務日以内であ

った。 

（内訳） 

・畜産分野

668件/668件

・野菜分野

76件/76件

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

達成割合は100％（744

件/744件）であった。 

＜課題と対応＞ 

特になし 

評定 ｂ 

法人の自己評価は、適当と認められる。 

エ 畜産業振興事業等に

ついて、決算上の不用

理由の分析を行う。

エ 畜産業振興事業等

について、次の取組を

行う。

（ア）決算上の不用理由

の分析を行う。

◇カ 決算上の不用理

由の分析

ｓ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る顕

＜主要な業務実績＞ 

令和５年度事業のう

ち不用額が大きい事業

について、その理由を分

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

不用額の大きい事業

について、その理由の分

評定 ｂ 

法人の自己評価は、適当と認められる。 
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著な成果があった 

ａ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る成

果があった 

ｂ：取組は十分であった 

ｃ：取組はやや不十分で

あり、改善を要する 

ｄ：取組は不十分であ

り、抜本的な改善を要

する 

 

析し、令和６年７月５日

に開催した補助事業に

関する第三者委員会に

おいて、その結果を報告

した。 

（別添６－７）  

析等を行うことができ

た。 

＜課題と対応＞ 

特になし 

  また、同事業により造

成された基金について、

補助金等の交付により造

成した基金等に関する基

準（平成18年８月15日

閣議決定。以下「基金基

準」という。）等に準じて

定めた基準に基づき、国

における事業の改廃に資

するよう、毎年度見直し

を実施する。その上で、

保有資金及び事業実施主

体に造成している基金に

ついては、機構の業務実

施に必要な経費を確保す

る。 

 

（イ）造成された基金に

ついて、補助金等の

交付により造成し

た基金等に関する

基準（平成 18 年８

月 15 日閣議決定。

以下「基金基準」と

いう。）等に準じて

定めた基準に基づ

く基金の見直しを

行う。 

 

◇キ 基金の見直し 

ｓ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る顕

著な成果があった 

ａ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る成

果があった 

ｂ：取組は十分であった 

ｃ：取組はやや不十分で

あり、改善を要する 

ｄ：取組は不十分であ

り、抜本的な改善を要

する 

 

＜主要な業務実績＞ 

基金基準等に準じて

定めた基金管理基準に

基づき４基金の見直し

を行った。 

（別添６－８） 

 

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

基金管理基準に基づ

き、基金の見直しを行う

ことができた。 

＜課題と対応＞ 

特になし 

評定 ｂ 

  法人の自己評価は、適当と認められる。 

 （３）補助事業の審査・

評価 

（３）補助事業の審査・

評価 

（３）補助事業の審査・

評価 

（３）補助事業の審査・

評価 

   

 機構自らが主体的に補

助事業の執行の改善を進

めるとともに、外部専門

家・有識者からなる第三

者機関による補助事業に

ついての審査・評価を行

い、その結果を業務運営

に反映させる。 

補助事業について、毎

事業年度の事業の達成状

況等の自己評価を行うと

ともに、外部専門家・有

識者からなる第三者機関

による事業の審査・評価

を行い、必要に応じ業務

の見直しを行う。 

令和５年度事業の達

成状況等について、自己

評価を行うとともに、第

三者機関による事業の

審査・評価を行い、必要

に応じ業務の見直しを

行う。 

◇ア 事業の達成状況

等の自己評価 

ｓ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る顕

著な成果があった 

ａ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る成

果があった 

ｂ：取組は十分であった 

ｃ：取組はやや不十分で

＜主要な業務実績＞ 

補助事業の的確な進

行管理とともに、「補助

事業に関する業務執行

規程に係る評価細則」に

基づき、令和５年度の各

事業の達成状況等につ

いて自己評価を行った。 

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

令和５年度補助事業

の達成状況等について

の自己評価に十分取り

組んだ。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし 

 

評定 ｂ 

 法人の自己評価は、適当と認められる。 
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あり、改善を要する 

ｄ：取組は不十分であ

り、抜本的な改善を要

する 

 

    ◇イ 第三者機関によ

る事業の審査・評価 

ｓ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る顕

著な成果があった 

ａ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る成

果があった 

ｂ：取組は十分であった 

ｃ：取組はやや不十分で

あり、改善を要する 

ｄ：取組は不十分であ

り、抜本的な改善を要

する 

 

＜主要な業務実績＞ 

令和６年７月５日に

外部専門家・有識者から

なる第 30 回補助事業に

関する第三者委員会を

開催し、事業の評価等を

行った。 

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

補助事業の適正性等

を確認するため、補助事

業に関する第三者委員

会を開催し、事業の審

査・評価に十分取り組ん

だ。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし 

 

評定 ｂ 

 法人の自己評価は、適当と認められる。 

    ◇ウ 必要に応じた業

務の見直し 

ｓ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る顕

著な成果があった 

ａ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る成

果があった 

ｂ：取組は十分であった 

ｃ：取組はやや不十分で

あり、改善を要する 

ｄ：取組は不十分であ

り、抜本的な改善を要

する 

 

＜主要な業務実績＞ 

補助事業に関する第

三者委員会の開催後、業

務の見直しが必要な指

摘事項について整理し、

対応方針を決定した。こ

れに基づき、関係各部に

おいて業務の見直しに

向けた取組を行った。 

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

四半期毎に進捗状況

を確認しながら、業務の

見直しに向けて十分取

り組んだ。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし 

 

評定 ｂ 

 法人の自己評価は、適当と認められる。 

 ７ デジタル化の推進に

よる業務の効率化 

７ デジタル化の推進に

よる業務の効率化 

 

７ デジタル化の推進

による業務の効率化 

 

○７ デジタル化の推

進による業務の効率

化 

  評定 Ａ 

＜評定に至った理由＞ 

小項目の評定はaが２、ｂが１であり、これら

の合計数値の割合が基準となる数値の 120％以

上であることから、評定はＡとした。 
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小項目の総数：３ 

評定ｓの小項目数：０×４点＝ ０点 

評定aの小項目数：２×３点＝ ６点 

評価ｂの小項目数：１×２点＝ ２点 

評価ｃの小項目数：０×１点＝ ０点 

評価ｄの小項目数：０×０点＝ ０点 

合計 ８点（８／６＝133％） 

 

・デジタル化を推進するため、若手職員で構成す

る部署横断的なプロジェクトチームを立ち上げ、

チーム員や職員からの提案を順次、実施・導入し、

機構の業務を効率化した。 

・情報システムに係る専門的知識の不足等によ

り、作成に時間を要し、不備等があった情報シス

テムの構築・改修、保守運用業務等に係る調達仕

様書について、ＰＭＯが「調達仕様書作成の手引

き」を整備したほか、各情報システムの課題等に

ついて支援を行った。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ 

特になし 

 

＜その他事項＞ 

特になし 

 

 （１）デジタル化の推進 

業務の効率化や新た

な価値実現につながる

デジタル対応として、農

林水産省共通申請サー

ビス（ｅＭＡＦＦ）等を

活用した業務手続きの

オンライン化や、内部管

理のデジタル化等、業務

運営の効率化を推進す

る。 

なお、ｅＭＡＦＦの活

用に当たっては、業務に

おける効率化の程度な

（１）デジタル化の推進 

業務の効率化や新た

な価値実現につながる

デジタル対応として、農

林水産省共通申請サー

ビス（ｅＭＡＦＦ）等を

活用した業務手続きの

オンライン化や、内部管

理のデジタル化等、業務

運営の効率化を推進す

る。 

なお、ｅＭＡＦＦの活

用に当たっては、業務に

おける効率化の程度な

（１）デジタル化の推進 

業務の効率化や新た

な価値実現につながる

デジタル対応として、農

林水産省共通申請サー

ビス（ｅＭＡＦＦ）等を

活用した業務手続きの

オンライン化や、内部管

理のデジタル化等、業務

運営の効率化を推進す

る。 

なお、ｅＭＡＦＦの活

用に当たっては、業務に

おける効率化の程度な

◇（１）デジタル化の推

進 

ｓ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る顕

著な成果があった 

ａ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る成

果があった 

ｂ：取組は十分であった 

ｃ：取組はやや不十分で

あり、改善を要する 

ｄ：取組は不十分であ

り、抜本的な改善を要

する 

＜主要な業務実績＞ 

機構におけるＤＸの

水準の底上げを図り、Ｄ

Ｘの推進を加速させる

ため、理事長のリーダー

シップの下、機構内の若

手職員で構成する部署

横断的なプロジェクト

チーム（ＤＸ検討チー

ム）を立ち上げ、業務の

効率化に向けて職員か

ら 募 集 し た

Microsoft365 の業務へ

の具体的な活用方法や、

＜評定と根拠＞ 

評定ａ 

機構におけるＤＸの

水準の底上げを図り、Ｄ

Ｘの推進を加速させる

ため、横断的なプロジェ

クトチームを立ち上げ、

業務効率化につながる

様々な提案内容につい

て検討し、順次、実施・

導入することができた。

併せて、チーム員を通じ

て各部署への横展開を

図ったことにより、機構

評定 ａ 

理事長のリーダーシップにより、若手職員で構

成する部署横断的なプロジェクトチームを立ち

上げ、機構全体でＤＸ化に取り組み、職員自らが

発案した既存システムを活用した業務効率化の

ための提案について、順次、速やかに実施したこ

とは、業務の効率化を進展させるものであり、目

標を上回る成果があったものと認められるため、

ａ評価とした。 
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どを勘案の上、機構所有

のシステムとの連携や

生産者等の利便性も考

慮し、より効率的なサー

ビスとなるよう国と連

携し計画的に推進する

よう努める。 

 

どを勘案の上、機構所有

のシステムとの連携や

生産者等の利便性も考

慮し、より効率的なサー

ビスとなるよう国と連

携し計画的に推進する

よう努める。 

どを勘案の上、機構所有

のシステムとの連携や

生産者等の利便性も考

慮し、より効率的なサー

ビスとなるよう国と連

携し計画的に推進する

よう努める。 

チーム員からの業務改

善の提案内容について

検討した。その結果、「契

約情報の取りまとめ作

業」を SharePoint を活

用して一つのファイル

で同時に編集できるよ

うに改善する等39件（一

部実施の３件を含む。）

を順次、実施・導入する

とともに、チーム員を通

じて各部署への横展開

を図った。 

また、前年度に実施し

たＤＸアイデアコンク

ールで提案されたもの

のうち、各部署の判断に

て推進する提案のフォ

ローアップを行い、20件

について今後の対応方

針を定めた。 

さらに、前年度に引き

続き、グループウェア

（Garoon）を用いた機構

内部の申請手続を新た

に３件追加した。 

 

全体における業務効率

化の実現を速やかに行

うことができた。 

また、前年度の提案内

容の各部署における推

進状況のフォローアッ

プを行い、今後の対応方

針を定めたことや、前年

度にグループウェアを

活用して簡素化した内

部手続の範囲をさらに

拡充したことにより、業

務の効率化が加速した。 

これらのデジタル化

推進の取組により機構

業務の大幅な効率化を

進めることができたこ

とから、ａ評価とした。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし 

 

 （２）情報システムの適

切な整備及び管理 

（２）情報システムの適

切な整備及び管理 

（２）情報システムの適

切な整備及び管理 

（２）情報システムの適

切な整備及び管理 

   

 情報システムの整備

及び管理については、デ

ジタル庁が策定した「情

報システムの整備及び

管理の基本的な方針」

（令和３年12月24日デ

ジタル大臣決定）にのっ

とり適切に対応すると

ともに、ＰＭＯの設置等

の体制整備を行う。 

情報システムの整備

及び管理については、デ

ジタル庁が策定した「情

報システムの整備及び

管理の基本的な方針」

（令和３年12月24日デ

ジタル大臣決定）にのっ

とり適切に対応すると

ともに、ＰＭＯの設置等

の体制整備を行う。 

情報システムの整備

及び管理については、デ

ジタル庁が策定した「情

報システムの整備及び

管理の基本的な方針」

（令和３年12月24日デ

ジタル大臣決定）にのっ

とり適切に対応すると

ともに、ＰＭＯの設置等

を踏まえた体制整備を

行う。 

◇ア ＰＭＯの設置等

による体制整備 

ｓ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る顕

著な成果があった 

ａ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る成

果があった 

ｂ：取組は十分であった 

ｃ：取組はやや不十分で

あり、改善を要する 

＜主要な業務実績＞ 

前年度に設置したＰ

ＭＯが、各情報システム

の担当部署であるＰＪ

ＭＯと引き続き連携し、

各情報システムが抱え

る技術的な課題等に対

する支援及び助言を合

計43件実施した。 

また、各情報システム

の課題への対応状況を

＜評定と根拠＞ 

評定ａ 

ＰＭＯがＰＪＭＯの

支援を随時実施すると

ともに、各情報システム

における課題への対応

状況を全役職員に共有

したほか、ＰＪＭＯの業

務効率化のため、調達仕

様書の作成に係るひな

形や手引書を整備・共有

評定 ａ 

情報システムの適切な管理運用は、法人が円滑

かつ確実に業務を運営する上で、基盤になるもの

であり、ＰＭＯが各情報システムのＰＪＭＯ担当

者の支援を行うとともに、情報システムの構築・

改修、保守運用業務等の調達仕様書について、情

報セキュリティ等の共通的事項を標準化したひ

な型や仕様書の優良事例の解説をした「調達仕様

書作成の手引」を整備するなど、機構のシステム

管理に必要な専門的知識を補完し、情報セキュリ

ティの確保や業務の効率化を図ったことは、目標
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ｄ：取組は不十分であ

り、抜本的な改善を要

する 

 

明らかにした課題管理

表を類似課題に対する

参考事例として機構内

の グ ル ー プ ウ ェ ア

（SharePoint）で共有

し、全役職員が閲覧でき

るようにした。 

さらに、ＰＪＭＯ担当

者が作成するシステム

構築・改修、保守運用業

務等に係る調達仕様書

について、専門的な知識

の不足等により作成に

時間を要し、内容の不

備・不足が散見されたこ

とを踏まえ、ＰＭＯにお

いて、情報セキュリティ

等共通的な事項を標準

化（ＰＭＯが準備した別

添様式をそのまま仕様

書に添付する形で実施）

したひな形及び仕様書

の優良事例を解説付き

で紹介した「調達仕様書

作成の手引」を整備し、

グループウェアで共有

し、全役職員が閲覧でき

るようにした。 

 

したことは、ＰＪＭＯに

対する更なる支援とな

り、機構における情報シ

ステムの統一的かつ効

率的な整備及び管理の

推進に資する優れた取

組と認められることか

ら、ａ評価とした。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし 

 

を上回る成果があったものと認められるため、ａ

評価とした。 

 また、情報セキュリテ

ィ対策やＤＸ推進に不可

欠なデジタル人材の育

成・確保等により、体制

の強化を図る。 

また、情報セキュリテ

ィ対策やＤＸ推進に不可

欠なデジタル人材の育

成・確保等により、体制

の強化を図る。 

また、情報セキュリテ

ィ対策やＤＸ推進に不

可欠なデジタル人材の

育成・確保等により、体

制の強化を図る。 

◇イ デジタル人材の

育成・確保等による体

制強化 

ｓ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る顕

著な成果があった 

ａ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る成

果があった 

ｂ：取組は十分であった 

ｃ：取組はやや不十分で

＜主要な業務実績＞ 

若手職員がＩＴに係

る基礎知識を習得する

ＩＴリテラシー向上研

修（25 名受講）、ＰＭＯ

人材として必要な知識

を習得するデジタル庁

の情報システム統一研

修（延べ８名受講）、ＰＪ

ＭＯ人材として情報シ

ステムの運用等に必要

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

機構全体のＩＴリテ

ラシーを維持・向上する

ための、デジタル人材育

成研修を計画的に実施

した。 

また、ＰＭＯ等が講師

となって、ＰＪＭＯを対

象とした勉強会を初め

て実施するなど、組織全

評定 ｂ 

 法人の自己評価は、適当と認められる。 
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あり、改善を要する 

ｄ：取組は不十分であ

り、抜本的な改善を要

する 

 

な各種知識を習得する

情報システム知識習得

研修（延べ57名受講）を

実施した（詳細は第８の

２の（３）のウに記載）。 

また、ＰＭＯにおいて作

成した調達仕様書の作

成に係るひな形及び手

引書の周知を目的とし

て、ＰＭＯ等が講師とな

ってＰＪＭＯを対象と

した勉強会を開催し（９

月、２月）、令和６年度以

降、継続的に実施する研

修メニューとして位置

付けた。 

体でのデジタル人材育

成を推進したことから、

取組は十分であった。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし 

 

 第５ 財務内容の改善に

関する事項 

３ 砂糖勘定の短期借入

れに係るコストの抑制 

８ 砂糖勘定の短期借入

に係るコストの抑制 

８ 砂糖勘定の短期借

入に係るコストの抑

制 

○８ 砂糖勘定の短期

借入に係るコストの

抑制 

  評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

小項目の評定はｂであり、この数値の割合が基 

準となる数値の80％以上120％未満であること 

から、評定はＢとした。 

 

小項目の総数：１ 

評定ｓの小項目数：０×４点＝ ０点 

評定aの小項目数：０×３点＝ ０点 

評価ｂの小項目数：１×２点＝ ２点 

評価ｃの小項目数：０×１点＝ ０点 

評価ｄの小項目数：０×０点＝ ０点 

合計 ２点（２／２＝100％） 

 

・砂糖勘定の短期借入金の借入に当たり、一般競

争入札を実施したほか、借入期間を原則として１

週間以内とし、変動利率（日本円TIBOR）を低く

抑えることで、借入コストを削減した。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ 

特になし 

 

＜その他事項＞ 

特になし 
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 砂糖勘定の累積欠損が

あることから、｢糖価調整

制度の安定的な運営に向

けた取組について｣（平成

22 年９月農林水産省公

表）及び「持続的なてん

菜生産に向けた今後の対

応について」（令和４年

12月農林水産省公表）に

基づき負担者からの調整

金収入及び生産者等への

交付金支出の適正化等の

収支改善に向けて講じら

れている取組を踏まえ、

交付金の交付等を適正に

実施するとともに、短期

借入れを行うに当たって

は、短期金融市場の金利

動向を踏まえた適切な借

入期間の設定等、借入コ

ストの抑制に努める。 

 

砂糖勘定の累積欠損が

あることから、｢糖価調整

制度の安定的な運営に向

けた取組について｣（平成

22 年９月農林水産省公

表）及び「持続的なてん

菜生産に向けた今後の対

応について」（令和４年

12月農林水産省公表）に

基づき負担者からの調整

金収入及び生産者等への

交付金支出の適正化等の

収支改善に向けて講じら

れている取組を踏まえ、

交付金の交付等を適正に

実施するとともに、短期

借入れを行うに当たって

は、短期金融市場の金利

動向を踏まえた適切な借

入期間の設定等、借入コ

ストの抑制に努める。 

砂糖勘定の累積欠損

があることを踏まえた

「糖価調整制度の安定

的な運営に向けた取組

について」（平成22年９

月農林水産省公表）及び

「持続的なてん菜生産

に向けた今後の対応に

ついて」（令和４年12月

農林水産省公表）のほ

か、「糖価調整制度の持

続的な運営を図るため

の取組について」（令和

５年９月農林水産省公

表）に記載された異性化

糖の調整金に係る運用

の見直しにより、負担者

からの調整金収入及び

生産者等への交付金支

出の適正化等の収支改

善に向けて講じられて

いる取組を踏まえ、交付

金の交付等を適正に実

施するとともに、短期借

入れを行うに当たって

は、短期金融市場の金利

動向を踏まえた適切な

借入期間の設定等、借入

コストの抑制に努める。 

ｓ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る顕

著な成果があった 

ａ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る成

果があった 

ｂ：取組は十分であった 

ｃ：取組はやや不十分で

あり、改善を要する 

ｄ：取組は不十分であ

り、抜本的な改善を要

する 

＜主要な業務実績＞ 

砂糖勘定の短期借入

については、令和６年３

月に一般競争入札を実

施し、変動利率（日本円

TIBOR）プラス固定利率・

スプレッド0.0563％（３

者加重平均）で借入契約

を締結した。 

借入に当たっては、日

本円TIBOR部分の支払利

息を低く抑えるため、年

末年始を除き借入期間

を全て１週間以内とし

たことにより、実際に借

入れた利率は、短期プラ

イムレート（令和７年３

月末時点 1.875％）を大

幅に下回る 0.25973％と

なった。 

なお、令和７年度の借

入に向けて、令和７年３

月 12 日に一般競争入札

を行い、スプレッド部分

について0.1560％（３者

加重平均）とする契約を

締結した。 

 

 

 

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

競争性を持たせた借

入金融機関の決定及び

適切な借入期間の設定

により、借入コストの抑

制に努めることができ

た。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし 

 

評定 ｂ 

  法人の自己評価は、適当と認められる。 

 

４．その他参考情報 

（契約に係る事務手続等） 

契約事務については、会計規程、契約事務細則等に契約方式、手続等を規定している。 

契約方式は原則として一般競争入札によることとしているが、緊急の必要性、競争に付することが不利と認められる場合等にあっては随意契約ができることとしており、個別の契約締結に当たっては、経理担当

理事、総務部及び経理部職員で構成する随意契約等審査委員会において、事前に審査を行っている。 

また、総合評価落札方式や複数年度契約に関しては、「独立行政法人における契約の適正化について（依頼）」（平成 20 年 11 月 14 日総務省行政管理局長事務連絡）に基づき、規程を定め、「総合評価落札方式に

ついて」（19農畜機第4914号）及び「複数年度契約について」（20農畜機第3538号）により適切に措置している。 
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（第三者への再委託） 

委託契約の内容全てを第三者に再委託することは禁止している。やむを得ず契約内容の一部を第三者に再委託する場合には、書面により機構の承認を得ることを契約事務細則で定めており、契約事務責任者がそ

の合理性等について審査・承認を行っている。令和６年度においては22件（少額随意契約を除く。）について再委託の承認を行ったが、いずれも的確かつ効率的に契約を履行するためには、やむを得ないと判断し

たものである。 

 

（一者応札の解消に向けた取組） 

①入札時期の前倒し、②公告期間の延長、③ICT技術支援者から助言を得た上でのシステム仕様書等の作成・開示、④調達情報の「メルマガ」配信、⑤ホームページでの今後の入札予定の掲載等、競争参加者の

増加に向けた取組を実施したことにより、一者応札は44件（前年度47件）となった。 

 

（法人の長に対する報告） 

令和６年６月 12 日に開催された第 16 回契約監視委員会の審査結果について理事長に報告した。また、随意契約等審査委員会の審査結果を含め契約全体の状況等については、四半期毎に理事長及び監事に報告

し、点検・評価を受けた。 

 

（会計検査院からの指摘への対応） 

令和６年度は指摘なし 

 

（でん粉勘定の短期借入れに係るコストの抑制） 

砂糖勘定の取組と同様に、でん粉勘定の短期借入については、令和６年３月にスプレッド部分を0.2500％（２者加重平均）とする借入契約を締結し、実際に借入れた利率は、短期プライムレート（令和７年３

月末時点1.875％）を大幅に下回る0.60982％となった。なお、令和７年度の借入に向けて、令和７年３月12日に一般競争入札を行い、スプレッド部分について、0.4500％（２者加重平均）とする契約を締結し

た。 
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第３ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

３－４、３－５ ３－４ 財務運営の適正化 

３－５ 資金の管理及び運用 

当該項目の重要度、困難 

度 

― 関連する政策評価・行政事業レ 

ビュー 

行政事業レビューシート事業番号：003270、003271、003273、003275、003276、

003286、003302、020876 

２．主要な経年データ 

評価対象となる指標 達成目標 （参考） 

（前中期目標期間最終年度

値等）

５年度 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情

報 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

中期目標 中期計画 年度計画 評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

第５ 財務内容の改善

に関する事項 

第３ 予算（人件費の見

積りを含む。）、収支計

画及び資金計画 

１～３［略］ 

第３ 予算、収支計画及

び資金計画 

１～３［略］ 

◎第３ 予算、収支計画

及び資金計画

評定 Ａ 

 大項目（評価指標の「◎」を付したもの）は、 

当該大項目に含まれる中項目（評価指標の「○」 

を付したもの）の評定を点数化して行う。中項目 

の評定は、Ａが１、Ｂが１であり、これらの合計 

数値の割合が基準となる数値の120％以上である

ことから、評定はＡとした。 

中項目の総数：２ 

評定Ｓの中項目数：０×４点＝ ０点 

評定Ａの中項目数：１×３点＝ ３点 

評価Ｂの中項目数：１×２点＝ ２点 

評価Ｃの中項目数：０×１点＝ ０点 

評価Ｄの中項目数：０×０点＝ ０点 

合計 ５点（５／４＝125％） 

１ 財務運営の適正化 

中期目標期間におけ

る予算、収支計画及び資

金計画を適正に計画す

るとともに、効率的に執

４ 財務運営の適正化 ４ 財務運営の適正化 ○１ 財務運営の適正

化

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

小項目の評定はいずれもｂであり、これらの合 

計数値の割合が基準となる数値の80％以上 

120％未満であることから、評定はＢとした。 

84



 

 

行する。 

 

 

小項目の総数：２ 

評定ｓの小項目数：０×４点＝ ０点 

評定aの小項目数：０×３点＝ ０点 

評価ｂの小項目数：２×２点＝ ４点 

評価ｃの小項目数：０×１点＝ ０点 

評価ｄの小項目数：０×０点＝ ０点 

合計 ４点（４／４＝100％） 

 

・収益化単位の業務整理を行うとともに、予算と

実績の管理を行い、業務内容等に応じた適切な区

分に基づくセグメント情報を開示した。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ 

特になし 

 

＜その他事項＞ 

特になし 

 

 独立行政法人会計基

準の改訂（平成 12 年２

月 16 日独立行政法人会

計基準研究会策定、令和

３年９月 21 日改訂）等

により、運営費交付金の

会計処理として、業務達

成基準による収益化が

原則とされたことを踏

まえ、引き続き収益化単

位の業務毎に予算と実

績を適正に管理する。 

 

独立行政法人会計基

準の改訂（平成 12 年２

月 16 日独立行政法人会

計基準研究会策定、令和

３年９月 21 日改訂）等

により、運営費交付金の

会計処理として、業務達

成基準による収益化が

原則とされたことを踏

まえ、引き続き収益化単

位の業務毎に予算と実

績を適正に管理する。 

 

独立行政法人会計基

準の改訂（平成 12 年２

月 16 日独立行政法人会

計基準研究会策定、令和

３年９月 21 日改訂）等

により、運営費交付金の

会計処理として、業務達

成基準による収益化が

原則とされたことを踏

まえ、引き続き収益化単

位の業務毎に予算と実

績を適正に管理する。 

◇（１）収益化単位毎の

予算管理 

ｓ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る顕

著な成果があった 

ａ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る成

果があった 

ｂ：取組は十分であった 

ｃ：取組はやや不十分で

あり、改善を要する 

ｄ：取組は不十分であ

り、抜本的な改善を要

する 

 

＜主要な業務実績＞ 

「独立行政法人農畜

産業振興機構の運営費

交付金収益化に係る基

準等について」（平成 28

年３月31日付け27農畜

機第 5928 号）等に基づ

き、引き続き収益化単位

の業務毎に予算と実績

の管理を行った。 

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

引き続き収益化単位

の業務毎に予算と実績

の管理を行うことがで

きた。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし 

 

評定 ｂ 

 法人の自己評価は、適当と認められる。 

また、財務内容の一層

の透明性を確保する観

点から、業務内容等に応

じた適切な区分に基づ

くセグメント情報を開

示する。 

また、財務内容の一層

の透明性を確保する観

点から、業務内容等に応

じた適切な区分に基づ

くセグメント情報を開

示する。 

また、財務内容の一層

の透明性を確保する観

点から、業務内容等に応

じた適切な区分に基づ

くセグメント情報を開

示する。 

◇（２）セグメント情報

の開示 

ｓ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る顕

著な成果があった 

ａ：取組は十分であり、

＜主要な業務実績＞ 

令和５年度決算にお

いて、業務内容等に応じ

た適切な区分に基づく

セグメント情報の開示

を行った。 

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

令和５年度決算にお

いて、業務内容等に応じ

た適切な区分に基づく

セグメント情報の開示

評定 ｂ 

 法人の自己評価は、適当と認められる。 
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かつ、目標を上回る成

果があった 

ｂ：取組は十分であった 

ｃ：取組はやや不十分で

あり、改善を要する 

ｄ：取組は不十分であ

り、抜本的な改善を要

する 

 

を行うことができた。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし 

 

２ 資金の管理及び運

用 

５ 資金の管理及び運

用 

５ 資金の管理及び運

用 

○２ 資金の管理及び

運用 

  評定 Ａ 

＜評定に至った理由＞ 

小項目の評定はaが１であり、これらの合計数

値の割合が基準となる数値の120％以上であるこ

とから、評定はＡとした。 

 

小項目の総数：１ 

  評定ｓの小項目数：０×４点＝ ０点 

  評定aの小項目数：１×３点＝ ３点 

  評価ｂの小項目数：０×２点＝ ０点 

  評価ｃの小項目数：０×１点＝ ０点 

  評価ｄの小項目数：０×０点＝ ０点 

      合計 ３点（３／２＝150％） 

 

・資金の管理及び運用については、支払いが滞る

ことがないよう計画的に行っており、長期運用が

可能な資金について、安全性に十分留意しつつ、

利回りの高い債券への切り替え等により、自己収

入が大幅に増加した。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ 

特になし 

 

＜その他事項＞ 

特になし 

 

資金の管理及び運用

においては、安全性に十

分留意しつつ効率的に

行う。 

 

資金の管理及び運用

においては、安全性に十

分留意しつつ効率的に

行う。 

資金の管理及び運用

においては、「資金管理

運用基準」に基づき、安

全性に留意しつつ以下

により効率的な運用を

「資金管理運用基準」に

基づく、安全性に十分留

意した効率的な運用 

ｓ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る顕

＜主要な業務実績＞ 

「資金管理運用基準」

に基づき、事業資金等の

うち流動性の確保が必

要な資金については、支

＜評定と根拠＞ 

評定ａ 

支払に必要な資金は、

支払が滞ることなく効

率的に運用した。 

評定 ａ 

 自己収入の確保・増額に向け、安全性や効果的

な運用について、資金管理アドバイザーに助言を

求めた上で、機構が保有する資金のうち長期（１

年以上）の運用が可能なものについて、より利回
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行う。 

（１）事業資金等のうち

流動性の確保が必要

な資金については、支

払計画に基づき余裕

金の発生状況を把握

し、主に大口定期預金

による運用を毎月２

回以上実施する。 

（２）資本金、事業資金

の一部については、満

期償還の有無、長期運

用が可能な余裕金の

発生状況を把握し、有

価証券による運用を

実施する。 

 

著な成果があった 

ａ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る成

果があった 

ｂ：取組は十分であった 

ｃ：取組はやや不十分で

あり、改善を要する 

ｄ：取組は不十分であ

り、抜本的な改善を要

する 

 

 

払計画に基づき余裕金

の発生状況を把握し、大

口定期預金による短期

（１年未満）の運用を毎

月実施した。 

また、長期（１年以上）

の運用が可能な資金は

信用力の高い有価証券

（債券）で保有している

が、安全性や債券の市場

動向等を注視しつつ、以

下の運用を実施した。 

 

１ 債券の運用利回り

を高めるため、比較的利

回りが低い債券につい

て、資金管理アドバイザ

ーに対して安全かつ効

率的・効果的な資金運用

に関する助言を求めた

上で、令和６年度を通し

て売却益を確保するこ

とを方針として、利回り

の高い債券への切り替

えを実施した。 

この結果、畜産勘定の

資本金で保有する債券

について、前年度を15億

円上回る合計 35 億円の

切り替えを引き合いに

より実施した（平均利回

り0.487％→2.090％）。 

 

２ 償還を迎えた債券

について、引き合いによ

り債券を購入した。 

畜産勘定 計 17 億円

（平均利回り2.058％） 

野菜勘定 計 62 億円

（平均利回り0.811％） 

また、長期運用が可能

な資金については、債券

の市場動向等を注視し

つつ、特に有価証券によ

る効率的な運用により、

自己収入の増加を図る

ための取組を実施し、前

年度を上回る運用収入

を得ることができた。こ

のほか、リスク分散のた

めに１発行体当たりの

保有額について上限を

設けるなど安全性に配

慮する枠組みを作るこ

とができたことから、ａ

評価とした。 

なお、大口定期預金

は、当該月に運用可能な

余裕金を引合いにより

設定するものであり、令

和５年度までは当該月

の１回目で不落となっ

た金額を２回目で再度

引合いに出していたが、

令和６年３月にマイナ

ス金利政策が解除され

るなどの金融情勢の変

化により、大口定期預金

の引合いが強まり、月の

１回目ですべて落札す

る状況が続いていた。そ

のため、運用する余裕金

の満期日と預入日の関

係で月１回目に引合い

に出せなかった５月を

除いて、月の１回目です

べて落札しており、把握

した余裕金は全額運用

できていることから、取

組は十分であると考え

りの高い債券への切り替え等を行い、前年度の

294百万円を298百万円上回る592百万円の運用

益を獲得したほか、安全性にも配慮した運用を行

うため、資金管理運用基準を改正したことは、独

立行政法人の効率的な運営に資する取組であり、

目標を上回る成果があったものと認められるた

め、ａ評価とした。 
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 以上により、令和６年

度は592百万円の運用益

を獲得した。 

（別添７－１、７－２、

７－３、７－４） 

そのほか、令和７年度

以降の債券の運用につ

いて、安全性にも配慮し

た運用を行うため、資金

管理アドバイザーの意

見や他法人の取組等を

参考にしつつ、リスク分

散のために１発行体当

たりの保有額について

上限を設けるなど「資金

管理運用基準」の改正を

行うとともに、金利情勢

の変化等に鑑み、向こう

四半期の運用方針に加

えて、向こう１年間の運

用方針を定めることと

し、それを四半期ごとに

見直していくこととし

た。 

 

られる。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし 

 

 

４．その他参考情報 

（資金の保有状況等） 

畜産関係の資金として、調整資金 475 億円及び畜産業振興資金 2,013 億円（関連法人等に対する出資金見合等 72 億円を含む。）、野菜関係の資金として、野菜生産出荷安定資金 470 億円を令和６年度末で保有し

ているが、国庫等から受け入れた事業財源の当期末残高であり、翌年度以降の事業等に充てるため「独立行政法人会計基準」に基づき長期預り補助金等として整理している。 

 

（関連会社等に対する出資） 

関連会社等に対する出資は、旧農畜産業振興事業団から承継したものであり、機構法附則第８条及び業務方法書第252条に基づき適切に出資に係る株式又は持分の管理を行っている。 

これらについては、令和６年５月～９月の間に出資対象である全法人に対して決算ヒアリング等を行い、その経営状況の分析を踏まえ、必要な指導等を行った。 

なお、平成15年 10月の独立行政法人化以降、新たな出資は行っていない。（別添７－５、７－６、７－７） 

 

（関連会社等との契約の状況） 

関連会社及び関連公益法人等と当機構の間には契約に係る取引はない。 
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（目的積立金等の状況） 

法人全体 （単位：百万円、％） 

 令和５年度末 

（初年度） 

令和６年度末 令和７年度末 令和８年度末 令和９年度末 

（最終年度） 

前期中期目標期間繰越積立金 6，323 5,591    

目的積立金 - -    

積立金 - 288    

 うち経営努力認定相当額      

運営費交付金債務 409 518    

当期の運営費交付金交付額(a) 3,142 3,073    

 うち年度末残高(b) 409 518    

当期運営費交付金残存率(b÷a) 13.0 16.9    

（注）金額は、百万円未満四捨五入である。 

 

畜産勘定 （単位：百万円、％） 

 令和５年度末 

（初年度） 

令和６年度末 令和７年度末 令和８年度末 令和９年度末 

（最終年度） 

前期中期目標期間繰越積立金 870 870    

目的積立金 - -    

積立金 - 15    

 うち経営努力認定相当額      

運営費交付金債務 147 222    

当期の運営費交付金交付額(a) 860 796    

 うち年度末残高(b) 147 222    

当期運営費交付金残存率(b÷a) 17.1 27.9    

（注）金額は、百万円未満四捨五入である。 

 

補給金等勘定 （単位：百万円、％） 

 令和５年度末 

（初年度） 

令和６年度末 令和７年度末 令和８年度末 令和９年度末 

（最終年度） 

前期中期目標期間繰越積立金 4,955 4,357    

目的積立金 - -    

積立金 - -    

 うち経営努力認定相当額      

（注１）金額は、百万円未満四捨五入である。 

（注２）当勘定は、運営費交付金は措置されていない。 
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野菜勘定 （単位：百万円、％） 

 令和５年度末 

（初年度） 

令和６年度末 令和７年度末 令和８年度末 令和９年度末 

（最終年度） 

前期中期目標期間繰越積立金 17 10    

目的積立金 - -    

積立金 - 62    

 うち経営努力認定相当額      

運営費交付金債務 77 127    

当期の運営費交付金交付額(a) 771 792    

 うち年度末残高(b) 77 127    

当期運営費交付金残存率(b÷a) 10.0 16.1    

（注）金額は、百万円未満四捨五入である。 

 

砂糖勘定 （単位：百万円、％） 

 令和５年度末 

（初年度） 

令和６年度末 令和７年度末 令和８年度末 令和９年度末 

（最終年度） 

目的積立金 - -    

積立金 - -    

 うち経営努力認定相当額      

運営費交付金債務 96 92    

当期の運営費交付金交付額(a) 1,048 1,047    

 うち年度末残高(b) 96 92    

当期運営費交付金残存率(b÷a) 9.2 8.8    

（注）金額は、百万円未満四捨五入である。 

 

でん粉勘定 （単位：百万円、％） 

 令和５年度末 

（初年度） 

令和６年度末 令和７年度末 令和８年度末 令和９年度末 

（最終年度） 

前期中期目標期間繰越積立金 480 354    

目的積立金 - -    

積立金 - 210    

 うち経営努力認定相当額      

運営費交付金債務 79 65    

当期の運営費交付金交付額(a) 397 377    

 うち年度末残高(b) 79 65    

当期運営費交付金残存率(b÷a) 19.9 17.1    

（注）金額は、百万円未満四捨五入である。 
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肉用子牛勘定 （単位：百万円、％） 

 令和５年度末 

（初年度） 

令和６年度末 令和７年度末 令和８年度末 令和９年度末 

（最終年度） 

前期中期目標期間繰越積立金 - -    

目的積立金 - -    

積立金 - 1    

 うち経営努力認定相当額      

運営費交付金債務 9 12    

当期の運営費交付金交付額(a) 65 61    

 うち年度末残高(b) 9 12    

当期運営費交付金残存率(b÷a) 13.8 18.9    

（注）金額は、百万円未満四捨五入である。 
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第４ 短期借入金の限度額 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

４－１～４－３ ４－１ 運営費交付金に係る短期借入金 

４－２ 国内産糖価格調整事業に係る短期借入金 

４－３ でん粉価格調整事業に係る短期借入金 

当該項目の重要度、難易

度 

― 関連する政策評価・行政事業レ 

ビュー 

行政事業レビューシート事業番号：003276 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 （参考） 

（前中期目標期間最終年度

値等） 

５年度 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情

報 

         

         

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 － 

 

第４ 短期借入金の限

度額 

 

第４ 短期借入金の限

度額 

 

◎第４ 短期借入金の

限度額 

短期借入金額の十分な

精査 

  評定 Ｂ 

大項目（評価指標の「◎」を付したもの）は、 

当該大項目に含まれる中項目（評価指標の「○」 

を付したもの）の評定を点数化して行う。中項目 

の評定は、Ｂ評定が２であり、これらの合計数値 

の割合が基準となる数値の80％以上120％未満で

あることから、評定はＢとした。 

 

中項目の総数：３ 

評定Ｓの中項目数：０×４点＝ ０点 

評定Ａの中項目数：０×３点＝ ０点 

評価Ｂの中項目数：２×２点＝ ４点 

評価Ｃの中項目数：０×１点＝ ０点 

評価Ｄの中項目数：０×０点＝ ０点 

（評価対象外：１） 

合計 ４ 点（４／４＝100％） 

  １ 運営費交付金に係

る短期借入金 

１ 運営費交付金に係

る短期借入金 

○１ 運営費交付金に

係る短期借入金 

  評定 ― 

― 

  運営費交付金の受入

れの遅延等による資金

の不足となる場合にお

運営費交付金の受入

れの遅延等による資金

の不足となる場合にお

ｓ：取組は十分であ

り、かつ、目標を上

回る顕著な成果があ

＜主要な業務実績＞ 

資金の状況を常に把

握した結果、借入れの必

＜評定と根拠＞ 

評定－ 

 

評定 ― 

― 
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ける短期借入金の限度

額は、単年度４億円とす

る。 

ける短期借入金の限度

額は、４億円とする。 

った  

ａ：取組は十分であ

り、かつ、目標を上

回る成果があった 

ｂ：取組は十分であっ

た 

ｃ：取組はやや不十分

であり、改善を要す

る 

ｄ：取組は不十分であ

り、抜本的な改善を

要する 

 

 

要はなかった。 ＜課題と対応＞ 

－ 

 

  ２ 国内産糖価格調整

事業に係る短期借入

金 

２ 国内産糖価格調整

事業に係る短期借入

金 

○２ 国内産糖価格調

整事業に係る短期借

入金 

  評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

小項目の評定はｂであり、この数値の割合が基

準となる数値の80％以上120％未満であることか

ら、評定はＢとした。 

 

小項目の総数：１ 

  評定ｓの小項目数：０×４点＝ ０点 

  評定aの小項目数：０×３点＝ ０点 

  評価ｂの小項目数：１×２点＝ ２点 

  評価ｃの小項目数：０×１点＝ ０点 

  評価ｄの小項目数：０×０点＝ ０点 

       合計 ２点（２／２＝100％） 

 

・砂糖勘定の繰越欠損金については、機構が糖価

調整制度を適切に運営した結果、生じたものであ

る。当該制度においては、調整金収入の水準を決

定する指定糖調整率や生産者等への交付金単価

等は当省において決定するため、機構において

は、直接、収支をコントロールできる仕組みとは

なっていない。砂糖勘定の短期借入金は、機構が

甘味資源作物交付金及び国内産糖交付金の支払

資金等の不足に対応したものであり、適切である

と認められる。また、借入に当たっては、入札を

実施し、借入利率を低減するなどの取組を行って

いる。 
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＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ 

特になし 

 

＜その他事項＞ 

特になし 

 

  国内産糖価格調整事

業の甘味資源作物交付

金及び国内産糖交付金

の支払資金の一時不足

となる場合における短

期借入金の限度額は、単

年度800億円とする。 

国内産糖価格調整事

業の甘味資源作物交付

金及び国内産糖交付金

の支払資金の一時不足

となる場合における短

期借入金の限度額は、

800億円とする。 

ｓ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る顕

著な成果があった 

ａ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る成

果があった 

ｂ：取組は十分であった 

ｃ：取組はやや不十分で

あり、改善を要する 

ｄ：取組は不十分であ

り、抜本的な改善を要

する 

＜主要な業務実績＞ 

期中における短期借

入金残高（最高額679億

円）は借入限度額の範囲

内であった。 

具体的には、期首の借

入金残高639億円及び交

付金支払不足額337億円

のうち、380 億円を調整

金収入等により償還し、

残りの596億円について

借換えを行った。 

機構は輸入糖等から

調整金を徴収し、これを

主な財源として、甘味資

源作物生産者等に交付

金を交付する国内産糖

価格調整事業を実施し

ているが、当該事業の支

払財源である調整金収

入の単価や生産者等へ

の交付金単価等は、農林

水産省が決定すること

となっている。砂糖勘定

の短期借入金は、機構が

制度を的確に運営した

結果、甘味資源作物交付

金及び国内産糖交付金

の支払資金等の不足額

について借り入れたも

のである。 

 

【期末借入残高の推移】 

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

砂糖勘定の短期借入

金は、機構が制度を的確

に運営した結果、甘味資

源作物交付金及び国内

産糖交付金の支払資金

等の不足に対応するた

めのものであり、借入れ

に至った理由等は適切

であった。また、借入先

を入札で決定する等に

より、借入利率を低く抑

え金利負担の軽減を図

ることができた。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし 

評定 ｂ 

法人の自己評価は、適当と認められる。 
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＜２年度＞ 287億円 

＜３年度＞ 418億円 

＜４年度＞ 537億円 

＜５年度＞ 639億円 

＜６年度＞ 596億円 

 

  ３ でん粉価格調整事

業に係る短期借入金 

３ でん粉価格調整事

業に係る短期借入金 

○３ でん粉価格調整

事業に係る短期借入

金 

  評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

小項目の評定はｂであり、この数値の割合が基

準となる数値の80％以上120％未満であることか

ら、評定はＢとした。 

 

小項目の総数：１ 

  評定ｓの小項目数：０×４点＝ ０点 

  評定aの小項目数：０×３点＝ ０点 

  評価ｂの小項目数：１×２点＝ ２点 

  評価ｃの小項目数：０×１点＝ ０点 

  評価ｄの小項目数：０×０点＝ ０点 

      合計 ２点（２／２＝100％） 

 

・でん粉勘定の短期借入金は、機構がでん粉原料

用いも交付金及び国内産いもでん粉交付金の支

払資金等の不足に対応したものであり、適切であ

ると認められ、６年度中にすべて償還された。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ 

特になし 

 

＜その他事項＞ 

特になし 

 

  でん粉価格調整事業

のでん粉原料用いも交

付金及び国内産いもで

ん粉交付金の支払資金

の一時不足となる場合

における短期借入金の

限度額は、単年度120億

円とする。 

でん粉価格調整事業

のでん粉原料用いも交

付金及び国内産いもで

ん粉交付金の支払資金

の一時不足となる場合

における短期借入金の

限度額は、120 億円とす

る。 

ｓ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る顕

著な成果があった 

ａ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る成

果があった 

ｂ：取組は十分であった 

ｃ：取組はやや不十分で

あり、改善を要する 

＜主要な業務実績＞ 

令和６年５月から６

月及び令和７年２月か

ら３月にかけて、交付金

の支払資金が一時不足

したため借入金が発生

し、期中における短期借

入金残高の最高額は限

度額の範囲内である４

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

でん粉勘定の短期借

入金は、機構が制度を的

確に運営した結果、でん

粉原料用いも交付金及

び国内産いもでん粉交

付金の支払資金等の不

足に対応するためのも

評定 ｂ 

法人の自己評価は、適当と認められる。 
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ｄ：取組は不十分であ

り、抜本的な改善を要

する 

億円であったが、３月末

にはすべて償還した。 

のであり、借入れに至っ

た理由等は適切であっ

た。また、借入先を入札

で決定する等により、借

入利率を低く抑え金利

負担の軽減を図ること

ができた。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし 

 

 

４．その他参考情報 

（砂糖勘定の繰越欠損金） 

繰越欠損金は、主に国内産糖価格調整事業を砂糖の価格調整制度に基づき運営した結果として発生した調整金収支差である。 

令和６年度においては、調整金等収入367億円に対し、交付金等支出322億円で45億円の調整金の収支差が生じたことから、令和６年度末における砂糖勘定の繰越欠損金は632億円となった。 

（別添７－８） 
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第５ 不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産の処分に関する計画 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

５－１～５－３ ５－１ 緊急的な経済対策として補正予算で措置等された畜産業振興事業の実施に伴う返還金等の金銭による国庫納付 

５－２ 平成23年度予備費で措置された畜産業振興事業の実施に伴う返還金等の金銭による国庫納付 

５－３ 所有する職員宿舎の廃止に向けた取組 

当該項目の重要度、困難

度 

― 関連する政策評価・行政事業レ 

ビュー 

行政事業レビューシート：003276 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 （参考） 

（前中期目標期間最終年度

値等） 

５年度 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情

報 

         

         

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 － 

 

 

 

第５ 不要財産又は不

要財産となることが

見込まれる財産があ

る場合には、当該財産

の処分に関する計画 

第５ 不要財産又は不

要財産となることが

見込まれる財産があ

る場合には、当該財産

の処分に関する計画 

◎第５ 不要財産又は不

要財産となることが見

込まれる財産がある場

合には、当該財産の処

分に関する計画 

 

 

 

 

評定 Ｂ 

大項目（評価指標の「◎」を付したもの）は、

当該大項目に含まれる中項目（評価指標の「○」

を付したもの）の評定を点数化して行う。中項目

の評定は、いずれもＢ評定であり、これらの合計

数値の割合が基準となる数値の80％以上120％未

満であることから、評定はＢとした。 

 

中項目の総数：３ 

評定Ｓの中項目数：０×４点＝ ０点 

評定Ａの中項目数：０×３点＝ ０点 

評価Ｂの中項目数：３×２点＝ ６点 

評価Ｃの中項目数：０×１点＝ ０点 

評価Ｄの中項目数：０×０点＝ ０点 

合計 ６点（６／６＝100％） 

 

    ○１ 緊急的な経済対策

として補正予算で措置

等された畜産業振興事

業の実施に伴う返還金

等の金銭による国庫納

  評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

小項目の評定はｂであり、この数値の割合が基

準となる数値の80％以上120％未満であることか

ら、評定はＢとした。 
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付  

小項目の総数：１ 

  評定ｓの小項目数：０×４点＝ ０点 

  評定aの小項目数：０×３点＝ ０点 

  評価ｂの小項目数：１×２点＝ ２点 

  評価ｃの小項目数：０×１点＝ ０点 

  評価ｄの小項目数：０×０点＝ ０点 

      合計 ２点（２／２＝100％） 

 

・緊急的な経済対策として平成21年度、24年度、

令和２年度補正予算で措置された畜産業振興事

業に係る返還金等について、不要財産となる資金

を令和６年６月及び10月に適切に国庫納付した。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ 

特になし 

 

＜その他事項＞ 

特になし 

 

  緊急的な経済対策と

して平成 21 年度補正予

算、平成 24 年度補正予

算、平成 25 年度補正予

算、平成 26 年度補正予

算及び令和２年度補正

予算で措置された畜産

業振興事業の実施に伴

う返還金等、並びに畜産

高度化支援リース事業

実施に伴う返還金等に

ついて、各年度に発生し

た当該返還金等が不要

財産となる又は不要財

産と見込まれる場合に

は、その翌年度までに金

銭により国庫に納付す

る。 

 

緊急的な経済対策と

して平成 21 年度補正予

算、平成 24 年度補正予

算、平成 25 年度補正予

算、平成 26 年度補正予

算及び令和２年度補正

予算で措置された畜産

業振興事業の実施に伴

う返還金等、並びに畜産

高度化支援リース事業

の実施に伴う返還金等

について、各年度に発生

した当該返還金等が不

要財産となる又は不要

財産と見込まれる場合

には、その翌年度までに

金銭により国庫に納付

する。 

 

 

ｓ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る顕

著な成果があった 

ａ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る成

果があった 

ｂ：取組は十分であった 

ｃ：取組はやや不十分で

あり、改善を要する 

ｄ：取組は不十分であり、

抜本的な改善を要する 

 

＜主要な業務実績＞ 

緊急的な経済対策とし

て平成21年度補正予算、

平成 24 年度補正予算及

び令和２年度補正予算で

措置された畜産業振興事

業に係る返還金等 2,935

百万円を令和６年６月

27日に、943百万円を10

月 22日に国庫納付した。 

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

国からの納入告知に

基づき、計画どおり国庫

納付を行うことができ

た。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし 

 

評定 ｂ 

法人の自己評価は、適当と認められる。 
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    ○２ 平成 23 年度予備

費で措置された畜産業

振興事業の実施に伴う

返還金等の金銭による

国庫納付 

  評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

小項目の評定はｂであり、この数値の割合が基

準となる数値の80％以上120％未満であることか

ら、評定はＢとした。 

 

小項目の総数：１ 

  評定ｓの小項目数：０×４点＝ ０点 

  評定aの小項目数：０×３点＝ ０点 

  評価ｂの小項目数：１×２点＝ ２点 

  評価ｃの小項目数：０×１点＝ ０点 

  評価ｄの小項目数：０×０点＝ ０点 

      合計 ２点（２／２＝100％） 

 

・平成 23 年度に牛肉・稲わらセシウム関連緊急

対策として予備費を財源に措置した、肉用牛肥育

経営緊急支援事業について、令和６年４月、７月、

10月及び令和７年１月に適切に国庫納付した。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ 

特になし 

 

＜その他事項＞ 

特になし 

 

  

 

 

平成 23 年に発生した

東北地方太平洋沖地震

に伴う原子力発電所の

事故により汚染された

稲わらが原因で牛肉か

ら暫定規制値を超える

放射性セシウムが検出

された件に対する緊急

対策として平成 23 年度

予備費で措置された畜

産業振興事業の実施に

伴う返還金等について、

早期に金銭により国庫

に納付する。 

平成 23 年に発生した

東北地方太平洋沖地震

に伴う原子力発電所の

事故により汚染された

稲わらが原因で牛肉か

ら暫定規制値を超える

放射性セシウムが検出

された件に対する緊急

対策として平成 23 年度

予備費で措置された畜

産業振興事業の実施に

伴う返還金等について、

金銭により国庫に納付

する。 

 

ｓ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る顕

著な成果があった 

ａ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る成

果があった 

ｂ：取組は十分であった 

ｃ：取組はやや不十分で

あり、改善を要する 

ｄ：取組は不十分であり、

抜本的な改善を要する 

 

＜主要な業務実績＞ 

平成23年度に牛肉・稲

わらセシウム関連緊急対

策として予備費を財源に

措置した肉用牛肥育経営

緊急支援事業に係る返還

金等895 千円を令和６年

４月18日、７月1日、10

月 22 日及び令和７年１

月20日に国庫納付した。 

 

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

国からの納入告知に

基づき、計画どおり国庫

納付を行うことができ

た。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし 

評定 ｂ 

法人の自己評価は、適当と認められる。 
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    ○３ 所有する職員宿舎

の廃止に向けた取組 

  評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

小項目の評定はｂであり、この数値の割合が基

準となる数値の80％以上120％未満であることか

ら、評定はＢとした。 

 

小項目の総数：１ 

  評定ｓの小項目数：０×４点＝ ０点 

  評定aの小項目数：０×３点＝ ０点 

  評価ｂの小項目数：１×２点＝ ２点 

  評価ｃの小項目数：０×１点＝ ０点 

  評価ｄの小項目数：０×０点＝ ０点 

      合計 ２点（２／２＝100％） 

 

・所有する職員宿舎の廃止に向けた取組として、

中期計画期間中に廃止予定のうち瀬ケ崎宿舎に

ついて、財務省理財局と不要財産の国庫納付に係

る協議を適切に実施した。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ 

特になし 

 

＜その他事項＞ 

特になし 

 

  また、所有する職員宿

舎を７戸廃止し、国庫納

付に向け、関係機関と調

整を行う。 

また、所有する職員宿

舎を現中期目標期間中

において７戸廃止し、国

庫納付に向け、関係機関

と調整を行う。 

ｓ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る顕

著な成果があった 

ａ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る成

果があった 

ｂ：取組は十分であった 

ｃ：取組はやや不十分で

あり、改善を要する 

ｄ：取組は不十分であり、

抜本的な改善を要する 

＜主要な業務実績＞ 

瀬ケ崎宿舎を処分する

ことに向けて、財務省理

財局からの照会対応を適

切に行うとともに測量

（境界確定）やアスベス

ト調査などを計画的に実

施した。 

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

瀬ケ崎宿舎について、

財務省理財局からの照

会を適切に対応すると

ともに、各種調査を計画

的に実施することがで

きた。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし 

 

評定 ｂ 

法人の自己評価は、適当と認められる。 

 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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第６ 第５に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

６ 前号に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画 

当該項目の重要度、困難 

度 

― 関連する政策評価・行政事業レ 

ビュー 

― 

 

２．主要な経年データ 

評価対象となる指標 達成目標 （参考） 

（前中期目標期間最終年度

値等） 

５年度 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情

報 

         

         

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 － 

 

第６ 第５に規定する

財産以外の重要な財産

を譲渡し、又は担保に供

しようとするときは、そ

の計画 

予定なし 

第６ 前号に規定する

財産以外の重要な財産

を譲渡し、又は担保に供

しようとするときは、そ

の計画 

 予定なし 

 

－ ＜主要な業務実績＞ 

 実績なし 

＜評定と根拠＞ 

評定－ 

 

＜課題と対応＞ 

 － 

 

 

評定 ― 

― 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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第７ 剰余金の使途 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

７ 剰余金の使途 

 

当該項目の重要度、困難

度 

― 関連する政策評価・行政事業レ 

ビュー 

―  

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 （参考） 

（前中期目標期間最終年度

値等） 

５年度 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情

報 

         

         

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 － 

 

第７ 剰余金の使途 

人材育成のための研

修、職場環境等の充実な

ど業務運営に必要なも

のに充てる。 

第７ 剰余金の使途 

人材育成のための研

修、職場環境等の充実な

ど業務運営に必要なも

のに充てる。 

◎第７ 剰余金の使途 

剰余金の使途について、

中期計画に定めた使途に

充てた結果、当該事業年

度に得られた成果 

ｓ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る顕

著な成果があった 

ａ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る成

果があった 

ｂ：取組は十分であった 

ｃ：取組はやや不十分で

あり、改善を要する 

ｄ：取組は不十分であり、

抜本的な改善を要する 

 

＜主要な業務実績＞ 

業務運営に必要なも

のに充てるべき剰余金

はなかった。 

＜評定と根拠＞ 

評定－ 

 

＜課題と対応＞ 

 － 

 

評定 ― 

― 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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第８ その他主務省令で定める業務運営に関する事項 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

８－１～８－８ ８－１ ガバナンスの強化 

（１）内部統制の充実・強化 

（２）コンプライアンスの推進 

８－２ 職員の人事に関する計画（人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。） 

（１）職員の人事に関する方針 

（２）人員に関する指標 

（３）業務運営能力等の向上 

８－３ 情報公開の推進 

（１）情報開示及び照会事項への対応 

（２）資金の流れ等についての情報公開の推進 

８－４ 消費者等への広報 

（１）消費者ニーズの把握に向けたアンケート調査の実施及び広報活動の改善策につい

ての検討 

（２）ホームページ等での情報提供の推進 

（３）消費者等の理解の促進を図るための消費者等との意見交換会等の開催 

８－５ 情報セキュリティ対策の向上 

（１）情報セキュリティ対策の向上 

（２）緊急時を含めた連絡体制の整備 

８－６ 施設及び設備に関する計画 

８－７ 積立金の処分に関する事項 

８－８ 長期借入れを行う場合の留意事項 

当該項目の重要度、困難

度 

― 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

行政事業レビューシート：003276 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 （参考） 

（前中期目標期間 

最終年度値等） 

５年度 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情

報 

情報提供した事項に

対する照会件数 

－ １件 １件 ３件     

目標業務日以内に対

応した件数 

翌業務日以内の

対応 

１件 １件 ３件     

達成度合 － 100％ 100％ 100％     

機構からの直接補助

対象者等に係る情報

公表回数 

－ ２回 ２回 ２回     

目標業務日以内に対

応した回数 

９月末までの公

表 

２回 ２回 ２回     

達成度合 － 100％ 100％ 100％     

生産者等への資金に

係る情報公表回数 

－ ２回 ２回 ２回     

目標業務日以内に対

応した回数 

９月末までの公

表 

２回 ２回 ２回     

達成度合 － 100％ 100％ 100％     

輸入指定糖等から徴

収した調整金の総額

等に係る情報公表回

数 

－ ４回 ４回 ４回     
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目標業務日以内に対

応した回数 

四半期終了月の

翌月末までの公

表 

４回 ４回 ４回     

達成度合 － 100％ 100％ 100％     

機構からの補助金に

より造成された基金

数 

－ ５基金 ５基金 ４基金     

保有状況等を公表し

た基金数 

全ての基金につ

いて公表 

５基金 ５基金 ４基金     

達成度合 － 100％ 100％ 100％     

事業返還金を含む経

理の流れに係る情報

公表回数 

－ １回 １回 １回     

目標業務日以内に対

応した回数 

９月末までの公

表 

１回 １回 １回     

達成度合 － 100％ 100％ 100％     

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 第６ その他業務運営

に関する重要事項 

第８ その他主務省令

で定める業務運営に

関する事項 

第８ その他主務省令

で定める業務運営に

関する事項 

◎第８ その他農林水

産省令で定める業務

運営に関する事項 

  評定 Ｂ 

大項目（評価指標の「◎」を付したもの）は、

当該大項目に含まれる中項目（評価指標の「○」

を付したもの）の評定を点数化して行う。中項目

の評定は、Ａ評定が１、Ｂ評定が５であり、これ

らの合計数値の割合が基準となる数値の 80％以

上120％未満であることから、評定はＢとした。 

 

中項目の総数：８ 

評定Ｓの中項目数：０×４点＝ ０点 

評定Ａの中項目数：１×３点＝ ３点 

評価Ｂの中項目数：５×２点＝ 10点 

評価Ｃの中項目数：０×１点＝ ０点 

評価Ｄの中項目数：０×０点＝ ０点 

（評価対象外：２） 

合計 13 点（13／12＝108％） 

 

 １ 内部統制の充実・強

化 

１ ガバナンスの強化 １ ガバナンスの強化 ○１ ガバナンスの強

化 

  評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

小項目の評定はいずれもbであり、これらの合計
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数値の割合が基準となる数値の 80％以上 120％

未満であることから、評定はＢとした。 

 

小項目の総数：７ 

  評定ｓの小項目数：０×４点＝ ０点 

  評定aの小項目数：０×３点＝ ０点 

  評価ｂの小項目数：７×２点＝ 14点 

  評価ｃの小項目数：０×１点＝ ０点 

  評価ｄの小項目数：０×０点＝ ０点 

      合計 14点（14／14＝100％） 

 

・内部統制の充実・強化については、機構に期待

される役割を果たしていくため、内部統制委員会

を開催し、PDCA サイクルによる業務の検証を行

い、その対応について検討を行った。また、理事

長の主催により、原則、毎週、幹部会を開催し、

業務運営の方向性を明確に伝えるとともに、組織

として取り組むべき課題やその対応方針を把握・

共有し、その内容をイントラネットに掲載するな

どして役職員に広く周知した。さらに法令遵守や

倫理保持に対する役職員の意識向上のため、行動

憲章のアンケートの実施、個人情報保護に関する

研修等を実施した。 

・法令等の遵守状況の確認や適切な業務の執行

を確保する観点から内部監査を実施したほか、リ

スク管理委員会において各部のリスク管理の実

施状況について審議した。 

・コンプライアンスの推進については、外部有識

者を含むコンプライアンス委員会の審議を経て

策定したコンプライアンス推進計画に基づき、コ

ンプライアンスの認識度調査、自己点検及び推進

週間等を計画どおり実施した。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ 

特になし 

 

＜その他事項＞ 

特になし 

  （１）内部統制の充実・

強化 

（１）内部統制の充実・

強化 

（１）内部統制の充実・

強化 
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 法令等を遵守しつつ

適正に業務を行い、機構

に期待される役割を適

切に果たしていくため、

理事長のリーダーシッ

プの下、「独立行政法人

の業務の適正を確保す

るための体制等の整備」

（平成 26 年 11 月 28 日

総管査第322号総務省行

政管理局長通知）に基づ

き業務方法書に定めた

事項を適正に実施する

とともに、実施状況につ

いてモニタリングを行

い、必要に応じて規程等

を見直す等、内部統制の

更なる充実･強化を図

る。 

また、法令遵守や倫理

保持に対する役職員の

意識向上を図るため、外

部有識者を含むコンプ

ライアンス委員会で審

議された計画に基づく

コンプライアンスを推

進する。 

法令等を遵守しつつ

適正に業務を行い、機構

に期待される役割を適

切に果たしていくため、

理事長のリーダーシッ

プの下、「独立行政法人

の業務の適正を確保す

るための体制等の整備」

（平成 26 年 11 月 28 日

総管査第322号総務省行

政管理局長通知）に基づ

き業務方法書に定めた

事項を適正に実施する

とともに、実施状況につ

いてモニタリングを行

い、必要に応じて規程等

を見直す等、内部統制の

更なる充実・強化を図

る。 

内部統制の充実・強化

を図るため、次の取組を

行い、必要に応じて規程

等を見直す。 

    

ア 内部統制を適切に

推進するための内部

統制委員会を開催し、

各種内部統制の取組

に係るモニタリング

を実施する。 

◇ア 内部統制の推進 

ｓ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る顕

著な成果があった 

ａ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る成

果があった 

ｂ：取組は十分であった 

ｃ：取組はやや不十分で

あり、改善を要する 

ｄ：取組は不十分であ

り、抜本的な改善を要

する 

 

＜主要な業務実績＞ 

令和６年５月 27 日に

内部統制委員会を開催

し、各種内部統制の取組

に係る令和４年度の点

検結果のフォローアッ

プ及び令和５年度のモ

ニタリング結果の点検

を行った。 

また、行動憲章の浸透

を更に促進するため、行

動憲章周知週間（令和６

年11月 11日～22日）を

設け、ポスター掲示及び

認識等に関するアンケ

ートを実施した。アンケ

ートでは、行動憲章の５

つの指針のうち１つに

ついて自らの行動目標

等を記載させ、その実践

に資するため幹部会で

共有した。 

 

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

内部統制委員会を開

催し、各種取組に関する

点検等を通じ、ＰＤＣＡ

サイクルによる確実な

検証及び今後に向けた

対応の検討を行うこと

ができた。また、行動憲

章の更なる浸透に向け、

指針を踏まえた行動の

振り返りを通じて、役職

員の具体的な行動目標

を考えさせるとともに、

それらを役職員間で共

有することができた。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし 

 

評定 ｂ 

法人の自己評価は、適当と認められる。 

 

   イ 理事長の意思決定

を補佐するための役

員会を開催する。 

◇イ 役員会の開催 

ｓ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る顕

著な成果があった 

ａ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る成

果があった 

ｂ：取組は十分であった 

ｃ：取組はやや不十分で

あり、改善を要する 

ｄ：取組は不十分であ

り、抜本的な改善を要

する 

＜主要な業務実績＞ 

年度計画の変更、財務

諸表の承認申請等の業

務運営等に関する重要

事項について、理事長の

意思決定を補佐するた

め、役員会を９回開催

し、審議を行った。 

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

役員会を適切に開催

することにより、理事長

の意思決定の補佐に十

分取り組むことができ

た。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし 

 

評定 ｂ 

法人の自己評価は、適当と認められる。 
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   ウ 組織目標の達成等

に必要な情報を適切

に伝達し、役職員間の

意思疎通及び情報の

共有化を図るため、幹

部会を定期的に開催

する。 

◇ウ 役職員間の情報

共有 

ｓ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る顕

著な成果があった 

ａ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る成

果があった 

ｂ：取組は十分であった 

ｃ：取組はやや不十分で

あり、改善を要する 

ｄ：取組は不十分であ

り、抜本的な改善を要

する 

＜主要な業務実績＞ 

組織に与えられたミ

ッションを有効かつ効

率的に実施するための

内部統制の充実を図る

ため、理事長の主催によ

り、原則、毎週、幹部会

を開催し、業務運営の方

向性を明確に伝えると

ともに、組織として取り

組むべき課題やそれへ

の対応を把握・共有し、

その内容をイントラネ

ットに掲載するなどし

て役職員に広く周知し

た。 

 

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

幹部会を定期的に開

催し、その内容をイント

ラネットへ掲載するな

どして、役職員間の意思

疎通及び情報共有に十

分取り組むことができ

た。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし 

 

評定 ｂ 

法人の自己評価は、適当と認められる。 

 

   エ 令和６年度内部監

査年度計画に基づく

内部監査を実施する。 

 

◇エ 内部監査の実施 

ｓ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る顕

著な成果があった 

ａ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る成

果があった 

ｂ：取組は十分であった 

ｃ：取組はやや不十分で

あり、改善を要する 

ｄ：取組は不十分であ

り、抜本的な改善を要

する 

＜主要な業務実績＞ 

令和６年度内部監査

年度計画（令和６年３月

18 日付け５農畜機第

8274号）に基づき、調査

情報部、酪農乳業部、総

務部及び特産調整部の

所掌業務並びに法人文

書の管理、保有個人情報

等の管理及び情報セキ

ュリティ対策に係る業

務システム等の運用に

ついて内部監査を実施

し、内部監査報告書を取

りまとめ、理事長に報告

した。 

（別添８－１） 

 

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

内部監査年度計画に

おける被監査部署４部

署及び３テーマ（計７

件）について、計画どお

り内部監査を実施する

ことができた。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし 

 

評定 ｂ 

法人の自己評価は、適当と認められる。 

 

   オ 業務上のリスクを

適切かつ効率的に管

理するため、リスク管

理の取組を推進する。 

◇オ リスク管理対策

の推進 

ｓ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る顕

著な成果があった 

＜主要な業務実績＞ 

令和６年９月 30 日に

リスク管理委員会を開

催し、各部におけるリス

ク管理の実施状況等に

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

計画どおりリスク管

理委員会を開催するこ

と等により、リスクの適

評定 ｂ 

法人の自己評価は、適当と認められる。 
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ａ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る成

果があった 

ｂ：取組は十分であった 

ｃ：取組はやや不十分で

あり、改善を要する 

ｄ：取組は不十分であ

り、抜本的な改善を要

する 

ついて審議した。 

また、令和６年 11 月

25日～12月25日に役職

員を対象として、機構全

体の適切なリスク管理

と再発防止策の実効性

を高めることを目的に、

動画視聴等による研修

を実施した。 

 

切かつ効率的な管理に

十分取り組むことがで

きた。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし 

 

   カ 個人情報の適正な

取扱いを通じた個人

の権利利益を保護す

るため、個人情報の保

護対策を講じる。 

 

◇カ 個人情報保護対

策の推進 

ｓ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る顕

著な成果があった 

ａ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る成

果があった 

ｂ：取組は十分であった 

ｃ：取組はやや不十分で

あり、改善を要する 

ｄ：取組は不十分であ

り、抜本的な改善を要

する 

＜主要な業務実績＞ 

令和６年７月 22 日～

９月 30 日に開催された

個人情報保護制度等の

運用に関するオンライ

ン研修会（総務省）を職

員８名に受講させた。ま

た、地方事務所において

派遣職員を対象に周知

を行った（鹿児島及び那

覇）。 

令和６年７月８日～

７月 23 日の間に実施さ

れたコンプライアンス

に関する認識度調査に

おいて、個人情報の保護

について確認を行い、個

人情報の漏えい防止の

ための対応が適切に行

われていることを確認

し、その結果を幹部会に

て周知した。 

また、令和７年２月７

日～26 日の間に個人情

報の適正な取扱いのた

めの研修を個人情報保

護管理者及び個人情報

保護管理担当者に受講

させた。 

なお、令和７年２月14

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

個人情報保護に関す

る研修、認識度調査及び

その結果に対する周知、

個人情報保護管理担当

者の自己点検等を通じ

て、個人情報保護対策を

推進することができた。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし 

 

評定 ｂ 

法人の自己評価は、適当と認められる。 
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日～３月５日に、個人情

報保護管理担当者及び

特定個人情報等取扱者

（各課長）を対象に、個

人情報に係る取得から

廃棄に至る各段階の取

扱いに関する自己点検

も実施した。 

さらに、令和７年３月

３日に開催された個人

情報保護法等に基づく

監視・監督等に関するオ

ンライン説明会（個人情

報保護委員会）を職員７

名に受講させた。 

 

  （２）コンプライアンス

の推進 

機構に対する国民の

信頼を確保する観点か

ら、法令遵守や倫理保持

に対する役職員の意識

向上を図るため、外部有

識者を含むコンプライ

アンス委員会で審議さ

れた計画に基づくコン

プライアンスを推進す

る。 

 

（２）コンプライアンス

の推進 

法令遵守や倫理保持

に対する役職員の意識

向上を図るため、コンプ

ライアンス委員会で審

議された令和６年度コ

ンプライアンス推進計

画に基づくコンプライ

アンスを推進する。 

 

◇（２）コンプライアン

スの推進 

ｓ：取組は十分であり、 

かつ、目標を上回る顕 

著な成果があった 

ａ：取組は十分であり、 

かつ、目標を上回る成 

果があった 

ｂ：取組は十分であった 

ｃ：取組はやや不十分で 

あり、改善を要する 

ｄ：取組は不十分であ

り、抜本的な改善を要

する 

 

＜主要な業務実績＞ 

令和６年度コンプラ

イアンス推進計画（令和

６年３月 15 日付け５農

畜機第 8185 号）に基づ

き、コンプライアンス推

進相談等窓口（内部相談

窓口・外部相談窓口）の

適切な運営を行うとと

もに、内部相談窓口の利

用拡大に向けた取組と

して月２回「なんでも相

談デー」を実施した。 

また、同計画に基づ

き、コンプライアンスの

推進に向けた取組（認識

度調査、自己点検、「コン

プライアンス推進週間」

（５月、10月）における

啓発、外部講師による研

修、他法人等における事

例等の情報提供等）を計

画どおり実施した。 

さらに、令和７年３月

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

令和６年度コンプラ

イアンス推進計画に基

づき、コンプライアンス

の推進に向けた取組を

計画どおり実施し、コン

プライアンスを推進す

ることができた。 

また、コンプライアン

ス委員会において、同計

画に基づく取組実績を

報告するとともに、令和

７年度コンプライアン

ス推進計画について審

議の上、これを策定する

ことができた。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし 

 

評定 ｂ 

法人の自己評価は、適当と認められる。 
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４日にコンプライアン

ス委員会を開催し、同計

画に基づく取組実績を

報告するとともに、令和

７年度コンプライアン

ス推進計画について審

議の上、これを策定し

た。 

（別添８－２、８－３） 

 

 ２ 職員の人事に関す

る計画 

２ 職員の人事に関す

る計画（人員及び人件

費の効率化に関する

目標を含む。） 

２ 職員の人事に関す

る計画（人員及び人件

費の効率化に関する

目標を含む。） 

○２ 職員の人事に関

する計画 

  評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

小項目の評定はaが２、bが４であり、これら

の合計数値の割合が基準となる数値の 80％以上

120％未満であることから、評定はＢとした。 

 

小項目の総数：６ 

  評定ｓの小項目数：０×４点＝ ０点 

  評定aの小項目数：２×３点＝ ６点 

  評価ｂの小項目数：４×２点＝ ８点 

  評価ｃの小項目数：０×１点＝ ０点 

  評価ｄの小項目数：０×０点＝ ０点 

      合計 14点（14／12＝117％） 

 

・職員の人事に関する方針については、機構の組

織・業務運営の活性化を図るため、職員の適正配

置、人事評価、管理職ポストオフ等を適切に実施

し、機構業務に必要な人材を確保するため、大学

と連携して業界研究会等に参加したほか、新たに

オープンカンパニーを開催した。 

・業務運営能力等の向上については、職員の基礎

知識等の習得、専門的能力の養成及びデジタル人

材育成のための各研修を年間を通じて計画的に

実施し、５年ぶりに農村派遣研修を再開させたほ

か、初めて関係団体から講師を招いて、研修を実

施した。 

・令和５年度に取得した女性の職業生活におけ

る活躍の推進に関する法律（平成27年法律第64

号）に基づく「えるぼし認定」に続いて、仕事と

子育てを両立できる職場環境の整備を促進する
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ため、次世代育成支援対策推進法（平成 15 年法

律第120号）に基づく「くるみん認定」を取得す

るための行動計画を策定するとともに女性活躍

推進研修を実施した。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ 

特になし 

 

＜その他事項＞ 

特になし 

 

 機構の使命や業務の

目的を自覚し、その職階

に応じた業務遂行能力

を十全に発揮できるよ

う、業務運営の効率化に

努め、業務の質や量に対

応した職員の適正配置

を行う。 

また、人事評価を通じ

て職員個々の能力や実

績等を的確に把握する

とともに、人材育成のた

めの研修、関係機関との

人事交流、在外経験に関

する取組や女性の職業

生活における活躍の推

進に関する法律（平成27

年法律第 64 号）に基づ

く取組等を行う。 

（１）職員の人事に関す

る方針 

機構の使命や業務の

目的を自覚し、その職階

に応じた業務遂行能力

を十全に発揮できるよ

う、業務運営の効率化に

努め、人事管理・人材育

成に関する指針等を踏

まえた職員の適正配置

を行う。 

また、人事評価及び研

修等の取組を通じ、職員

のモチベーション及び

モラルの向上を図る。 

 

（１）職員の人事に関す

る方針 

機構の使命や業務の

目的を自覚し、その職階

に応じた業務遂行能力

を十全に発揮できるよ

う、業務運営の効率化に

努め、人事管理・人材育

成に関する指針等を踏

まえた職員の適正配置

を行う。 

また、人事評価及び研

修等の取組を通じ、職員

のモチベーション及び

モラルの向上を図る。 

 

◇（１）職員の人事に関

する方針 

ｓ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る顕

著な成果があった 

ａ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る成

果があった 

ｂ：取組は十分であった 

ｃ：取組はやや不十分で

あり、改善を要する 

ｄ：取組は不十分であ

り、抜本的な改善を要

する 

 

＜主要な業務実績＞ 

人事管理・人材育成に

関する指針等を踏まえ

て職員の適正配置を行

ったほか、人事評価及び

管理職ポストオフをそ

れぞれの制度に基づき

実施した。 

また、令和６年度にお

いて７名の新規採用（新

卒６名、任期付１名）及

び５名の経験者採用を

行った。 

さらに、令和８年度新

規採用に向けて、大学と

の関係強化を図り、キャ

リアセンターの支援を

受けて、12/17、1/30、

2/21、3/5 に３つの大学

の業界研究会等に参加

し、機構の業務内容を説

明した。 

加えて、新しい取組と

して、12/5、2/7 の２回

にわたって、オープンカ

ンパニーを開催し、26名

の学生が参加して、先輩

職員との座談会や職場

見学を行った。（12/5：満

＜評定と根拠＞ 

評定ａ 

機構の組織・業務運営

の一層の活性化を図る

ため、職員の適正配置、

人事評価、管理職ポスト

オフ、新規採用等の取組

を適切に実施すること

ができた。 

また、大学との関係強

化やオープンカンパニ

ーの新たな実施により、

機構の認知度や機構業

務への理解度を向上さ

せることができた。この

結果、採用に係る会社説

明会において参加人数

が大幅に増加するなど、

人材確保に向けた取組

について目標を上回る

成果があったと評価で

きることからa評価とし

た。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし 

 

評定 ａ 

 大学と連携して業界研究会等に参加して機構

の業務説明を行ったほか、新たにオープンカンパ

ニーを実施して先輩職員との座談会や職場見学

を実施したことにより、会社説明会に参加した学

生が前年から大幅に増加したことは、機構が必要

とする人材を確保し、組織運営の活性化を図るも

のとして、計画を上回る成果があったものと認め

られるため、ａ評価とした。 
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足度 4.75、2/7：満足度

4.83（５点満点）） 

なお、オープンカンパ

ニーの開催に当たり、ノ

ベルティグッズ（トート

バッグ及びウェットテ

ィッシュ）を作成して学

生に配布し好評を得た。 

これらの取組の結果、

3/19 に開催した会社説

明会には、53名（前年同

期 28 名）の学生が参加

した。 

 

 （２）人員に係る指標 

期末の常勤職員数は、

250 人を上回らないもの

とする。 

〔参考〕 

中期目標期間中の人件

費総額見込み 11,007

百万円 

（２）人員に関する指標 

期末の常勤職員数は、

250 人を上回らないもの

とする。 

◇（２）人員に関する指

標 

ｓ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る顕

著な成果があった 

ａ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る成

果があった 

ｂ：取組は十分であった 

ｃ：取組はやや不十分で

あり、改善を要する 

ｄ：取組は不十分であ

り、抜本的な改善を要

する 

（各年度の年度計画に

おいて規定されてい

る具体的な常勤職員

数の目標に基づき、達

成度合を評価する） 

 

＜主要な業務実績＞ 

期末の常勤職員数は 224

人となった。 

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

常勤職員数が計画ど

おり 250 人を上回って

いないことを確認した。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし 

 

評定 ｂ 

法人の自己評価は、適当と認められる。 

 

  （３）業務運営能力等の

向上 

機構の使命や業務の

目的を自覚し、その職階

に応じた業務遂行能力

を十全に発揮できるよ

（３）業務運営能力等の

向上 

機構の使命や業務の

目的を自覚し、その職階

に応じた業務遂行能力

を十全に発揮できるよ

（３）業務運営能力等の

向上 
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う、以下のとおり研修等

を行う。 

う、以下のとおり研修等

を行う。 

 ア 各職階で必要とさ

れる知識等の習得を

目的とした階層別研

修（初任者、一般職員、

管理職）を実施する。 

ア 各職階で必要とさ

れる知識等の習得を

目的とした以下の階

層別研修を実施する。 

（ア）初任者研修とし

て、初任者基礎研修、

初任者現地研修等 

（イ）一般職員研修とし

て、行政実務研修、メ

ンタルヘルス研修等 

（ウ）管理職研修とし

て、新任管理職研修、

評価者研修等 

◇ア 階層別研修の実

施 

ｓ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る顕

著な成果があった 

ａ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る成

果があった 

ｂ：取組は十分であった 

ｃ：取組はやや不十分で

あり、改善を要する 

ｄ：取組は不十分であ

り、抜本的な改善を要

する 

＜主要な業務実績＞ 

令和６年度新規採用

者等に対し、職員として

必要な基礎知識や職場

への適応力を付与する

ことを目的に、以下の研

修を実施した。 

ア 新聞購読研修（11月

～３月、令和７年度新

規採用予定者９名） 

イ 労働衛生研修（４、

10、11月、令和６年度

新規採用者等12名） 

ウ 業務概要習得研修

（４月、10月、11月、

令和６年度新規採用

者等12名） 

エ 初任者基礎研修（４

月、令和６年度新規採

用者６名） 

オ 初任者現地研修（２

月、令和６年度新規採

用者等10名） 

一般職員に対し、係

員、係長、課長補佐、課

長代理のそれぞれの階

層において職務遂行能

力や資質を高めること

を目的に以下の研修を

実施した。 

また、令和元年度から

中止となっていた農村

派遣研修を５年ぶりに

再開し、関係団体や役職

員の協力を得て受入農

家を選定し、11名の職員

に研修を受講させるこ

とができた。 

＜評定と根拠＞ 

評定ａ 

階層別に求められる

職員の総合的能力を養

成するための、階層別研

修を計画どおり実施す

ることができた。 

 また、農村派遣研修に

ついては５年ぶりに再

開し、関係団体等の協力

を得て選定した研修先

にて生産現場の現状等

を学ぶ研修を実施する

ことができた。 

さらに、機構業務の位

置付け等に係る研修に

ついては、実施回数を８

回（前年６回）と増やす

とともに、初めて関係団

体から講師を迎えて、業

務に関連した知識を習

得する研修を実施した。 

これらのように職員

の業務に対する意識向

上や知識習得について、

目標を上回る成果があ

ったと評価できること

からa評価とした。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし 

 

評定 ａ 

機構の職員が業務に必要な知識を習得するた

めの研修については、計画的に実施した。 

このうち、令和元年度から中止していた農村派

遣研修を再開したことは、経営安定対策や需給調

整業務等を担う機構職員にとって、生産現場にお

ける実地研修という貴重な機会を得られたほか、

新たに関係団体から講師を迎えて研修を実施し

たことは、職員の知見を広げ、職務能力を高める

取組として、目標を超える成果があったものと認

められるため、ａ評価とした。 
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さらに、機構業務の

位置付け等に係る研修

について、機構の役職

員だけでなく、１月は

公益社団法人日本食肉

格付協会の専務理事を

講師に迎え、「牛・豚肉

の取引規格の解説」に

ついて研修を実施し、

87名の役職員が参加し

た。 

ア 係員研修（４月、10

名、１月、24名） 

イ 農村派遣研修等（６

月、２名、９月、３名、

10月、２名、11月、２

名、１月、２名） 

ウ 係長研修（２月、24

名） 

エ 行政実務研修（４～

３月、３名） 

オ 課長補佐研修（２

月、19名） 

カ 課長代理研修（２

月、21名） 

キ シニア層向け研修

（４月、６名） 

ク 総務省統計研修（５

月、２名、８月、２名、

９月、１名、11月、１

名） 

ケ ＴＯＥＩＣ ＩＰテ

スト（５月、18名） 

コ 役職員を講師とし

た機構業務の位置付

け等に係る研修につ

いて、８回（前年６回）

（４、６、７、８、10、

11、１月、延べ442名）

を実施した。 
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サ メンタルヘルス研

修（非管理職）（７月、

65名） 

 

管理職に対し、必要と

される知識及び技能を

付与し、管理者としての

能力を高めることを目

的に以下の研修を実施

した。 

ア 新任管理職研修（４

月、４名、７月、２名） 

イ 中堅管理職研修（２

月、26名） 

ウ 評価者研修（４月、

４名、７月、２名） 

エ メンタルヘルス研

修（10月、61名） 

 

  イ 各部門で必要とさ

れる専門的な知識等

の習得を目的とした

部門別研修（会計事務

職員研修、衛生管理者

養成研修、海外派遣研

修等）の専門別研修を

実施する。 

イ 各部門で必要とさ

れる専門的な知識等

の習得を目的とした

以下の部門別研修を

実施する。 

（ア）総務・人事関連研

修として、個人情報

保護研修、衛生管理

者養成研修等 

（イ）監査関連研修とし

て、内部監査研修 

（ウ）会計関連研修とし

て、会計事務職員研

修 

（エ）広報関連研修とし

て、広報研修 

（オ）調査情報関連研修

として、語学力向上

研修、海外派遣研修

（JETRO派遣含む。） 

（カ）畜産関連研修とし

◇イ 専門別研修の実

施 

ｓ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る顕

著な成果があった 

ａ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る成

果があった 

ｂ：取組は十分であった 

ｃ：取組はやや不十分で

あり、改善を要する 

ｄ：取組は不十分であ

り、抜本的な改善を要

する 

 

＜主要な業務実績＞ 

職員の専門能力を養

成するため、以下の研修

を実施した。 

・総務・人事関連研修 

ア 個人情報保護研修

（７～９月、８名） 

イ 公文書管理研修

（５月、１名、10月、

１名） 

ウ 衛生管理者養成研

修 

 （６月～10月、１名） 

・内部監査研修（８月、

１名） 

・会計関連研修 

ア 会計事務職員研修

（10～11月、１名） 

イ 予算編成支援シス

テム研修（10月、２

名） 

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

職員の専門的能力を

養成するための専門別

研修を計画どおり実施

することができた。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし 

評定 ｂ 

法人の自己評価は、適当と認められる。 
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て、中央畜産技術研

修、食肉関連研修 

・広報関連研修（５月～

６月、２名） 

・調査情報関連研修 

ア 語学向上研修（９

～３月、２名） 

イ 海外派遣研修（Ｊ

ＥＴＲＯ派遣を含

む）（ＪＥＴＲＯ派

遣、４月～３月、２

名） 

・畜産関連研修 

ア 中央畜産技術研修

会（５月、１名、６

月、１名、７月、２

名、10月、３名、11

月、１名、12月、２

名、1月、１名） 

イ 食肉基礎研修（11

月、５名） 

ウ 食肉専門研修（10

月、６名） 

エ 畜産基礎講座 

 （４月～９月、５名） 

・貿易実務研修（９月、

５名） 

 

  ウ デジタル化に対応

した業務の効率化に

資するよう、デジタル

人材育成研修（情報ネ

ットワーク維持管理

研修等）の実施等デジ

タル人材の育成を図

るための取組を推進

する。 

ウ デジタル化に対応

した業務の効率化に

資するよう、以下のデ

ジタル人材育成研修

を実施する。 

（ア）ＩＴパスポート取

得を支援するＩＴリ

テラシー向上研修 

（イ）ＰＭＯ向け情報シ

ステム統一研修 

（ウ）ＰＪＭＯ（情報シ

ステム担当者）向け

情報システム知識習

得研修（情報ネット

◇ウ デジタル人材育

成研修の実施 

ｓ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る顕

著な成果があった 

ａ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る成

果があった 

ｂ：取組は十分であった 

ｃ：取組はやや不十分で

あり、改善を要する 

ｄ：取組は不十分であ

り、抜本的な改善を要

する 

＜主要な業務実績＞ 

デジタル人材を育成

するため、以下の研修を

実施した。 

ア ＩＴリテラシー向

上研修（８～１月、

25名） 

イ 情報システム統一

研修（６月、７名、

８月、１名） 

ウ 情報システム知識

習得研修（９月、48

名、10～１月、46名、

10月～11月、１名、

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

デジタル人材の育成

を図るためのデジタル

人材育成研修を計画ど

おり実施することがで

きた。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし 

評定 ｂ 

 法人の自己評価は、適当と認められる。 
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ワーク維持管理研修

等） 

 

10月～３月、１名、

11月、２名、11月～

３月、２名、12月、

２名、１月、２名、

２月、１名） 

 

  エ 女性が活躍でき、職

員が仕事と子育てを

両立させることがで

きる雇用環境の整備

を通じ、企業価値の向

上及び優秀な人材の

確保に資するため、女

性の職業生活におけ

る活躍の推進に関す

る法律（平成 27 年法

律第 64 号）に基づく

「えるぼし認定」及び

次世代育成支援対策

推進法（平成 15 年法

律第120号）に基づく

「くるみん認定」を取

得する取組を推進す

る。 

 

エ 女性が活躍でき、職

員が仕事と子育てを

両立させることがで

きる雇用環境の整備

を通じ、企業価値の向

上及び優秀な人材の

確保に資するため、女

性の職業生活におけ

る活躍の推進に関す

る法律（平成 27 年法

律第 64 号）に基づく

「えるぼし認定」及び

次世代育成支援対策

推進法（平成 15 年法

律第120号）に基づく

「くるみん認定」を取

得する取組を推進す

る。 

 

◇エ 「えるぼし認定」

等の取得に係る取組

の推進 

ｓ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る顕

著な成果があった 

ａ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る成

果があった 

ｂ：取組は十分であった 

ｃ：取組はやや不十分で

あり、改善を要する 

ｄ：取組は不十分であ

り、抜本的な改善を要

する 

 

＜主要な業務実績＞ 

企業価値の向上と人

材確保のため「えるぼし

認定」に係る行動計画に

基づいた実績を令和７

年２月に女性の活躍推

進企業データベースに

公表した。 

また、次世代育成支援

対策推進法に基づく「く

るみん認定」を取得する

取組を推進するため、令

和７年３月に令和７年

度から令和９年度まで

の同法及び女性活躍推

進法の一体型の行動計

画を策定した。 

さらに、女性が活躍で

き、仕事と子育てを両立

させることができる雇

用環境の整備に関する

職員の意識醸成を目的

として、女性活躍推進研

修（３月、72名）を実施

した。 

 

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

「えるぼし」認定の継

続及び「くるみん認定」

を取得する取組を推進

することができた。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし 

評定 ｂ 

法人の自己評価は、適当と認められる。 

 

 ３ 情報公開の推進 ３ 情報公開の推進 ３ 情報公開の推進 ○３ 情報公開の推進   評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

小項目の評定はいずれもｂであり、これらの合

計数値の割合が基準となる数値の 80％以上

120％未満であることから、評定はＢとした。 

 

小項目の総数：６ 

  評定ｓの小項目数：０×４点＝ ０点 
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  評定aの小項目数：０×３点＝ ０点 

  評価ｂの小項目数：６×２点＝ 12点 

  評価ｃの小項目数：０×１点＝ ０点 

  評価ｄの小項目数：０×０点＝ ０点 

合計 12点（12／12＝100％） 

 

・情報開示及び照会事項への対応については、照

会事項に対して、翌業務日以内に確実に対応し

た。 

・資金の流れ等についての情報公開の推進につ

いては、機構の補助金や交付金等に係る情報の公

開、畜産業振興事業による基金の保有状況等の公

表及び畜産業振興資金の経理の流れについて、定

められた期間内に確実に公表した。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ 

特になし 

 

＜その他事項＞ 

特になし 

 

 (１)情報開示及び照会

事項への対応 

公正な法人運営を実

施し、機構に対する国民

の信頼を確保する観点

から、独立行政法人等の

保有する情報の公開に

関する法律（平成 13 年

法律第140号）に基づく

情報の開示を行うほか、

情報提供した事項に関

する照会に対しては、迅

速かつ確実な対応をす

ることとし、関連する保

有情報については、原則

として翌業務日以内に

対応する。 

 

(１)情報開示及び照会

事項への対応 

公正な法人運営を実

施し、機構に対する国民

の信頼を確保する観点

から、独立行政法人等の

保有する情報の公開に

関する法律（平成 13 年

法律第140号）に基づく

情報の開示を行うほか、

同法第 22 条第１項に基

づき情報提供した事項

に関する照会に対して

は、迅速かつ確実な対応

をすることとし、関連す

る保有情報については、

原則として翌業務日以

内に対応する。 

 

(１)情報開示及び照会

事項への対応 

公正な法人運営を実

施し、機構に対する国民

の信頼を確保する観点

から、独立行政法人等の

保有する情報の公開に

関する法律（平成 13 年

法律第140号）に基づく

情報の開示を行うほか、

同法第 22 条第１項に基

づき情報提供した事項

に関する照会に対して

は、迅速かつ確実な対応

をすることとし、関連す

る保有情報については、

原則として翌業務日以

内に対応する。 

◇（１）照会事項への対

応 

情報提供した事項に

関する照会についての

原則として翌業務日以

内の対応 

分母を情報提供した

事項に関する照会件数

とし、分子を翌業務日ま

でに対応した件数とす

る。 

ｓ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成

のための特に優れた

取組内容が認められ

る 

ａ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成

のための優れた取組

＜主要な業務実績＞ 

情報提供した事項に

対して照会のあった３

件について、翌業務日以

内に回答した。 

（別添８－４） 

 

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

達成度合は 100％（３

件/３件）であった。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし 

 

評定 ｂ 

法人の自己評価は、適当と認められる。 
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内容が認められる 

ｂ：達成度合は 100％で

あった 

ｃ：達成度合は、80％以

上100％未満であった 

ｄ：達成度合は、80％未

満であった 

 

 （２）資金の流れ等につ

いての情報公開の推進 

機構が実施する補助事

業等の運営状況等につ

いて、国民に十分な説明

責任を果たす等の観点

から、機構からの直接の

補助対象者のみならず、

そこから更に補助を受

けた者の団体名、金額、

実施時期等を９月末ま

でに公表する。 

（２）資金の流れ等につ

いての情報公開の推

進 

 

（２）資金の流れ等につ

いての情報公開の推

進 

機構が実施する補助

事業等の運営状況等に

ついて、国民に十分な説

明責任を果たす等の観

点から、以下の取組を行

う。 

 

（２）資金の流れ等につ

いての情報公開の推

進 

 

   

 ア 畜産関係業務、野菜

関係業務 

ア 畜産関係業務、野菜

関係業務 

ア 畜産関係業務、野菜

関係業務 

   

機構が実施する補助

事業等の運営状況等に

ついて、国民に十分な説

明責任を果たす等の観

点から、機構からの直接

の補助対象者のみなら

ず、そこから更に補助を

受けた者の団体名、金

額、実施時期等を公表す

る。 

 

（ア）機構からの直接の

補助対象者及びそ

こから更に補助を

受けた者の団体名、

金額、実施時期等を

９月末までに公表

する。 

 

◇（ア）補助事業者に係

る情報公開 

分母を公表回数とし、

分子を９月末までに公

表した回数とする。 

ｓ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成

のための特に優れた

取組内容が認められ

る 

ａ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成

のための優れた取組

内容が認められる 

ｂ：達成度合は 100％で

あった 

ｃ：達成度合は、80％以

上100％未満であった 

＜主要な業務実績＞ 

畜産関係業務及び野

菜関係業務において、機

構からの直接の補助対

象者及びそこから更に

補助を受けた者の団体

名、金額、実施時期等を

令和６年９月末までに

ホームページにおいて

公表した。 

 

 

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

達成度合は 100％（２

回/２回）であった。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし 

 

評定 ｂ 

法人の自己評価は、適当と認められる。 

 

119



 

 

ｄ：達成度合は、80％未

満であった 

 

 また、それと併せ、生

産者等に渡った資金の

事業別・地域別の総額も

公表する。 

 

 

また、それと併せ、生

産者等に渡った資金の

事業別・地域別の総額も

公表する。 

これらの事項につい

ては、その総額等を毎年

度取りまとめ、翌年度９

月末までに公表する。 

 

 

（イ）生産者等に渡った

資金の事業別・地域

別の総額を９月末

までに公表する。 

 

◇（イ）生産者等への資

金に係る情報公開 

分母を公表回数とし、

分子を９月末までに公

表した回数とする。 

ｓ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成

のための特に優れた

取組内容が認められ

る 

ａ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成

のための優れた取組

内容が認められる 

ｂ：達成度合は 100％で

あった 

ｃ：達成度合は、80％以

上100％未満であった 

ｄ：達成度合は、80％未

満であった 

 

＜主要な業務実績＞ 

畜産関係業務及び野

菜関係業務において、生

産者に渡った資金の事

業別、地域別の総額を令

和６年９月末までにホ

ームページにおいて公

表した。 

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

達成度合は 100％（２

回/２回）であった。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし 

 

評定 ｂ 

法人の自己評価は、適当と認められる。 

 

 特産関係（砂糖・でん

粉）の交付金交付業務の

運営状況等については、

機構からの交付金交付

対象者に交付した交付

金の事業別・地域別の総

額を四半期終了月の翌

月末までに公表する。 

 

イ 特産関係（砂糖・で

ん粉）業務 

特産関係（砂糖・でん

粉）については、機構が

輸入指定糖等から徴収

した調整金の総額及び

機構からの交付金交付

対象者に交付した交付

金の事業別・地域別の総

額を四半期毎に取りま

とめ、その実績及び収支

状況について、四半期終

了月の翌月末までに公

表する。 

 

イ 特産関係（砂糖・で

ん粉）業務 

機構が輸入指定糖等

から徴収した調整金の

総額及び機構からの交

付金交付対象者に交付

した交付金の事業別・地

域別の総額を四半期毎

に取りまとめ、その実績

及び収支状況について、

四半期終了月の翌月末

までに公表する。 

 

◇イ 特産関係（砂糖・

でん粉）業務 

分母を公表回数とし、

分子を四半期終了月の

翌月末までに公表した

回数とする。 

ｓ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成

のための特に優れた

取組内容が認められ

る 

ａ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成

のための優れた取組

内容が認められる 

ｂ：達成度合は 100％で

＜主要な業務実績＞ 

機構が輸入指定糖等

から徴収した調整金の

総額及び機構から交付

金交付対象者に交付し

た交付金の事業別・地域

別の総額を四半期毎に

取りまとめ、その実績及

び収支状況について四

半期終了月の翌月末ま

でにホームページにお

いて公表した。 

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

達成度合は 100％（４

回/４回）であった。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし 

 

評定 ｂ 

法人の自己評価は、適当と認められる。 
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あった 

ｃ：達成度合は、80％以

上100％未満であった 

ｄ：達成度合は、80％未

満であった 

 

 また、畜産業振興事業

により事業実施主体に

おいて造成された基金

については、補助金等の

交付により造成した基

金等に関する基準（平成

18年８月15日閣議決定）

等の趣旨を踏まえ、機構

から直接交付を受けた

補助金による基金のみ

ならず、事業実施主体を

経由し間接的に機構の

補助金の交付を受けて

設置されているものも

含め、全ての基金保有状

況、今後の使用見込み等

を機構において公表す

る。 

 

ウ 機構からの補助金

により造成された基

金に係る情報公開の

推進 

畜産業振興事業によ

り事業実施主体におい

て造成された基金につ

いては、基金基準等の趣

旨を踏まえ、機構から直

接交付を受けた補助金

による基金のみならず、

事業実施主体を経由し

間接的に機構の補助金

の交付を受けて設置さ

れているものも含め、全

ての基金保有状況、今後

の使用見込み等を取り

まとめ、機構において公

表する。 

 

ウ 機構からの補助金

により造成された基

金に係る情報公開の

推進 

畜産業振興事業によ

り事業実施主体等にお

いて造成された基金に

ついては、基金基準等に

準じて定めた基準に基

づき、基金の保有状況、

今後の使用見込み等を

取りまとめて公表する。 

 

◇ウ 基金の保有状況

等の公表 

分母を機構からの補

助金により造成された

基金数とし、分子を公表

した基金数とする。 

ｓ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成

のための特に優れた

取組内容が認められ

る 

ａ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成

のための優れた取組

内容が認められる 

ｂ：達成度合は 100％で

あった 

ｃ：達成度合は、80％以

上100％未満であった 

ｄ：達成度合は、80％未

満であった 

 

＜主要な業務実績＞ 

基金管理基準に基づ

き、以下の４基金につい

て、名称、基金額等の基

本的事項等を令和６年

10 月 30 日にホームペー

ジにおいて公表した。 

①融資準備財産 

②畜産経営維持緊急支

援資金融通事業基金 

③貸付機械取得資金 

④畜産高度化支援リー

ス基金 

 

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

達成度合は 100％（４

基金/４基金）であった。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし 

評定 ｂ 

法人の自己評価は、適当と認められる。 

 

 このほか、畜産関係業

務について、会計処理の

透明性を確保する観点

から、資金の規模及び畜

産業振興資金に繰り入

れられた事業返還金を

含む経理の流れを９月

末までに公表するとと

もに、事業返還金の活用

について、その会計処理

の分かりやすい説明を

付記する等、積極的に説

エ 事業返還金を含む

経理の流れに係る情

報公開の推進 

畜産関係業務につい

て、会計処理の透明性を

確保する観点から、資金

の規模及び畜産業振興

資金に繰り入れられた

事業返還金を含む経理

の流れを毎年度取りま

とめ、翌年度９月末まで

に公表する。 

エ 事業返還金を含む

経理の流れに係る情

報公開の推進 

畜産業振興資金に繰

り入れられた事業返還

金を含む経理の流れを、

事業返還金の活用理由

等を付記した上で９月

末までに公表する。 

◇エ 経理の流れの公

表 

分母を公表回数とし、

分子を９月末までに公

表した回数とする。 

ｓ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成

のための特に優れた

取組内容が認められ

る 

ａ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成

＜主要な業務実績＞ 

令和５年度の実績に

係る畜産業振興資金に

繰り入れられた補助事

業に係る返還金を含む

経理の流れを、事業返還

金の活用理由等を付記

した上で、分かりやすい

内容で令和６年９月 13

日にホームページにお

いて公表した。 

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

達成度合は 100％（１

回/１回）であった。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし 

 

評定 ｂ 

法人の自己評価は、適当と認められる。 
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明責任を果たすものと

する。  

 

また、事業返還金の活用

について、その会計処理

の分かりやすい説明を

付記する等により、積極

的な説明を行う。 

のための優れた取組

内容が認められる 

ｂ：達成度合は 100％で

あった 

ｃ：達成度合は、80％以

上100％未満であった 

ｄ：達成度合は、80％未

満であった 

 

 ４ 消費者等への広報 ４ 消費者等への広報 ４ 消費者等への広報 ○４ 消費者等への広

報 

  評定 Ａ 

＜評定に至った理由＞ 

小項目の評定はaが２、bが２であり、これら

の合計数値の割合が基準となる数値の120％以上

であることから、評定はＡとした。 

 

小項目の総数：４ 

  評定ｓの小項目数：０×４点＝ ０点 

  評定aの小項目数：２×３点＝ ６点 

  評価ｂの小項目数：２×２点＝ ４点 

  評価ｃの小項目数：０×１点＝ ０点 

  評価ｄの小項目数：０×０点＝ ０点 

      合計 10点（10／８＝125％） 

 

・ホームページ等での情報提供の推進について

は、ホームページの広報誌をwebマガジン化する

など消費者コーナーを改善した。また、Facebook

や Instagram に新たに農村派遣研修の様子を掲

載するなど産地情報やイベント出展等の機構の

取組を発信した。 

・消費者等との意見交換会の開催については、ａ

ｌｉｃセミナー特別版として「牛乳・乳製品の栄

養と健康」をテーマに初めて講演会を開催すると

ともに消費者、酪農家、関係団体等による意見交

換会を実施し、アンケート調査において高い評価

を得られた。また、ａｌｉｃセミナーでは、消費

者等の関心の高いテーマを取り上げて YouTube

で発信したほか、各イベントに出展して機構の業

務や農畜産物の情報について発信した。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ 
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特になし 

 

＜その他事項＞ 

特になし 

 

 消費者等への情報の

提供については、国民消

費生活の安定に寄与す

るとともに、機構の業務

運営に対する国民の理

解を深めるため、消費者

等の関心の高い農畜産

物や機構の業務に関連

した情報を動画等を活

用し、ホームページやソ

ーシャルメディアを通

じて積極的に分かりや

すい形で発信する。 

 

消費者等への情報の

提供については、国民消

費生活の安定に寄与す

るとともに機構の業務

運営に対する国民の理

解を深める観点から、消

費者等の関心の高い農

畜産物や機構の業務に

関連した情報を動画等

を活用し、ホームページ

や各種ソーシャルメデ

ィアを通じて積極的に

わかりやすい形で発信

するため、以下の取組を

実施する。 

 

消費者等への情報の

提供については、国民消

費生活の安定に寄与す

るとともに機構の業務

運営に対する国民の理

解を深める観点から、消

費者等の関心の高い農

畜産物や機構の業務に

関連した情報を動画等

を活用し、ホームページ

や各種ソーシャルメデ

ィアを通じて積極的に

分かりやすい形で発信

するため、以下の取組を

実施する。 

 

    

  （１）消費者ニーズの把

握に向けたアンケー

ト調査の実施及び広

報活動の改善策につ

いての検討 

（１）消費者ニーズの把

握に向けたアンケー

ト調査の実施及び広

報活動の改善策につ

いての検討 

（１）アンケート調査の

実施及び広報活動の

改善策についての検

討 

   

   ア 広報活動の強化を

図るため、広報推進委

員会を開催し、改善策

を検討する。 

 

◇ア 広報推進委員会

における広報活動の

改善の検討 

ｓ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る顕

著な成果があった 

ａ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る成

果があった 

ｂ：取組は十分であった 

ｃ：取組はやや不十分で

あり、改善を要する 

ｄ：取組は不十分であ

り、抜本的な改善を要

＜主要な業務実績＞ 

各部の幹部職員から

構成される広報推進委

員会を４回開催し、ホー

ムページその他の広報

活動の改善・強化につな

がる方策や情報発信の

方法等を検討した。 

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

広報推進委員会にお

ける検討により、広報活

動の改善・強化に十分取

り組んだ。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし 

 

評定 ｂ 

法人の自己評価は、適当と認められる。 
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する 

 

  消費者等へのアンケ

ート調査を実施し、その

結果等を踏まえ、ホーム

ページ等の見直しを検

討する。  

 

イ 消費者等の情報ニ

ーズを把握するため、

ホームページ等に関

するアンケート調査

を実施するとともに、

その結果等を踏まえ、

ホームページの「消費

者コーナー」等の見直

しを検討することに

より、消費者等への分

かりやすい情報提供

を推進する。 

 

◇イ アンケート調査

の実施 

ｓ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る顕

著な成果があった 

ａ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る成

果があった 

ｂ：取組は十分であった 

ｃ：取組はやや不十分で

あり、改善を要する 

ｄ：取組は不十分であ

り、抜本的な改善を要

する 

 

＜主要な業務実績＞ 

消費者等のニーズを

把握するため、アンケー

ト調査を実施した（調査

期間：令和６年 12 月～

令和７年１月。対象：全

国の 15 歳以上の男女、

有効サンプル数は 200

名）。また、調査結果につ

いて、広報推進委員会に

報告し、次年度の広報活

動計画の検討を行った。 

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

アンケート調査を実

施し、ホームページ等の

見直しの検討に十分取

り組んだ。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし 

 

評定 ｂ 

法人の自己評価は、適当と認められる。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）ホームページ等で

の情報提供の推進 

アンケート調査結果

等を踏まえ、ホームペー

ジの「消費者コーナー」

の充実等を図ることに

より、消費者等への分か

りやすい情報提供を推

進する。 

（２）ホームページ等で

の情報提供の推進 

アンケート調査結果

等を踏まえ、ホームペー

ジの「消費者コーナー」

の充実等を図ることに

より、消費者等への分か

りやすい情報提供を推

進する。 

◇（２）ホームページ等

での情報提供の推進 

ホームページでの「消

費者コーナー」の充実等

を通じた消費者等への

分かりやすい情報提供

の推進 

ｓ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る顕

著な成果があった 

ａ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る成

果があった 

ｂ：取組は十分であった 

ｃ：取組はやや不十分で

あり、改善を要する 

ｄ：取組は不十分であ

り、抜本的な改善を要

する 

 

＜主要な業務実績＞ 

視認性や利便性の向

上を目的として、広報誌

について、令和６年５月

号から、従来のデジタル

ブック（ＰＤＦ）からＷ

ｅｂマガジン化すると

ともに、ホームページの

「消費者コーナー」のレ

イアウトを改善した。 

ＳＮＳの活用につい

ては、前年度に引き続

き、産地や生産現場に関

する情報を発信した。特

に、新たな取組として、

若手職員の農村派遣研

修における収穫作業等

の様子を、受入先農家の

協力の下撮影し、その動

画 を Facebook や

Instagram に掲載した。

また、You Tube（ａｌｉ

ｃチャンネル）において

＜評定と根拠＞ 

評定ａ 

広報誌のＷｅｂマガ

ジン化及びホームペー

ジのレイアウトの改善

により、視認性や利便性

を向上させたことによ

り、消費者等への分かり

やすい情報提供を推進

することができた。 

また、ＳＮＳを活用

し、従来発信してきた情

報に加え、産地での撮影

等を行い、より臨場感の

ある情報を積極的に発

信することで、産地や機

構業務に対する消費者

等の理解促進に努めた。 

これらの取組につい

て優れた内容であると

認められることからａ

評価とした。 

 

評定 a 

ホームページの広報誌を web マガジン化する

など消費者コーナーを改善し、掲載情報の見やす

さ、分かりやすさを向上させた。また、ＳＮＳ等

による情報発信については、新たに農村派遣研修

の様子を掲載して産地の情報を発信したほか、イ

ベント出展等の機構の取組を発信することによ

り、機構の役割や業務の必要性について、消費者

等の理解を促進させる取組を積極的に実施した

ことは、目標を上回る成果があるものと認められ

るため、ａ評価とした。 
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は、機構が参加した農畜

産業関連イベントの出

展報告（職員制作）や、

国産やさいの生産者と

実需者を結ぶマッチン

グサイト（ベジマチ）の

操作方法等を視聴者に

分かりやすく伝える動

画を公開した。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし 

 

  （３）消費者等の理解の

促進を図るための消

費者等との意見交換

会等の開催 

消費者等との意見交

換会等を通じた双方向・

同時的な情報や意見の

交換等により、農畜産物

や機構業務に関する消

費者等の理解の促進を

図る。 

（３）消費者等の理解の

促進を図るための消

費者等との意見交換

会等の開催 

消費者等との意見交

換会等を通じた双方向・

同時的な情報や意見の

交換等により、農畜産物

や機構業務に関する消

費者等の理解の促進を

図る。 

また、アンケート調査

の実施により、意見交換

会等を通じて得られた

情報等について効果測

定を行うこととし、参加

者の理解度を指標化し

た５段階評価で4.0以上

の評価を得る。 

◇（３）消費者等との意

見交換会等の開催 

分母を５段階評価の

4.0 とし、分子を消費者

等との意見交換会等の

参加者に対して実施す

るアンケート調査結果

の５段階評価の平均値

とする。 

ｓ：達成度合は 100％以

上であり、かつ、その

達成のための特に優

れた取組内容が認め

られる 

ａ：達成度合は 100％以

上であり、かつ、その

達成のための優れた

取組内容が認められ

る 

ｂ：達成度合は、100％以

上であった 

ｃ：達成度合は、80％以

上100％未満であった 

ｄ：達成度合は、80％未

満であった 

＜主要な業務実績＞ 

アンケート調査の集

計結果は５段階評価で

平均値4.5であり、目標

の4.0を上回った。 

・意見交換会 ：4.8 

・セミナー  ：4.5 

・出展イベント：4.4 

（別添８－５） 

消費者との意見交換

会については、初めてａ

ｌｉｃセミナー特別版

という位置付けで「牛

乳・乳製品の栄養と健

康」と題し、学識経験者

（栄養学）や酪農家、イ

ンフルエンサー、業界団

体職員及び機構職員が

登壇し、牛乳・乳製品の

栄養的価値や産地情報

等について発信を行う

とともに、参加者との意

見交換の時間を設け、牛

乳・乳製品の価値や酪農

における現状・課題、機

構業務等の必要性等に

ついて、参加者の理解促

進を図った。 

ａｌｉｃセミナーに

ついては、YouTube（ａｌ

＜評定と根拠＞ 

評定ａ 

達成度合は 100％以上

（4.5/4.0）であった。 

消費者との意見交換

会は、複数の登壇者によ

る講演及び参加者との

意見交換という２部形

式で初めて実施したこ

とにより、消費者等との

双方向・同時的な情報や

意見の交換を実現する

ことができたとともに、

参加者からも高い評価

を得ることができた。 

また、ａｌｉｃセミナ

ー及びイベント出展に

おいても、時宜を得たテ

ーマ設定やイベント来

場者への丁寧で分かり

やすい情報発信により、

高い評価を得ることが

でき、さらに出前講座の

実施にもつながった。 

これらのように、目標

を大きく上回り、優れた

取組内容が認められる

ことから、ａ評価とし

た。 

 

評定 a 

消費者との意見交換会をａｌｉｃセミナー特

別版として、「牛乳・乳製品の栄養と健康」をテ

ーマに初めて講演会を開催するとともに消費者、

酪農家、関係団体等による意見交換会を実施し、

酪農の現状や課題、機構の業務の必要性につい

て、理解の促進を図り、アンケート調査において

高い評価を得られた。また、ａｌｉｃセミナーで

は、海外及び国内において関心の高いテーマを選

定して発信した。このほか、各イベントに出展し

て農畜産物の情報や機構業務について紹介する

など、目標を上回る成果があったものと認められ

るため、ａ評価とした。 
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ｉｃチャンネル）を利用

して海外（ニューヨー

ク、ブリュッセル、シド

ニー）から現地の最新情

報を発信した。特に、話

題性の高いテーマを取

り上げた「日本産和牛の

米国向け輸出動向と輸

出拡大に向けた取組」の

回では、視聴者へのアン

ケート調査において理

解度が4.7と、高い評価

を獲得した。 

（別添８－６） 

イベント出展につい

ては、「第19回食育推進

全国大会」、「第 63 回農

林水産祭実りのフェス

ティバル」及び「ファー

マーズ＆キッズフェス

タ2025」に参加し、来場

者に対し、機構業務や農

畜産物の正しい知識等

に関する情報発信を丁

寧に行った。また、農林

水産祭では、来場者への

事業説明等を通じ、特産

セグメントにおける出

前講座の実施につなげ

ることができた。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし 

 

 ５ 情報セキュリティ

対策の向上 

５ 情報セキュリティ

対策の向上 

５ 情報セキュリティ

対策の向上 

○５ 情報セキュリテ

ィ対策の向上 

  評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

小項目の評定はいずれもｂであり、これらの合

計数値の割合が基準となる数値の 80％以上

120％未満であることから、評定はＢとした。 

 

小項目の総数：２ 

  評定ｓの小項目数：０×４点＝ ０点 

  評定aの小項目数：０×３点＝ ０点 
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  評価ｂの小項目数：２×２点＝ ４点 

  評価ｃの小項目数：０×１点＝ ０点 

  評価ｄの小項目数：０×０点＝ ０点 

合計 ４点（４／４＝100％） 

 

・情報セキュリティ対策については、令和６年度

情報セキュリティ対策推進計画に基づき、情報セ

キュリティに係る訓練、研修、自己点検等の取組

を計画どおり実施した。 

また、自己点検において、テレワーク時を含む

情報セキュリティ対策について必要な指導を行

った。 

・緊急時を含めた連絡体制の整備については、当

省担当部局との連絡網の整備・更新、同部局との

情報セキュリティに係る適時の情報交換を的確

に実施した。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ 

特になし 

 

＜その他事項＞ 

特になし 

 

 サイバーセキュリテ

ィ基本法（平成 26 年法

律第104号）に基づく最

新の「政府機関等のサイ

バーセキュリティ対策

のための統一基準群」や

「情報システムの整備

及び管理等の基本的な

方針」等を踏まえ、関係

規程等を適時適切に見

直すとともに、これに基

づき情報セキュリティ

対策を講じ、情報システ

ムに対するサイバー攻

撃への防御力、攻撃に対

する組織的対応能力の

強化に取り組む。また、

（１）情報セキュリティ

対策の向上 

サイバーセキュリテ

ィ基本法（平成 26 年法

律第104号）に基づく最

新の「政府機関等のサイ

バーセキュリティ対策

のための統一基準群」や

「情報システムの整備

及び管理等の基本的な

方針」等を踏まえ、関係

規程等を適時適切に見

直すとともに、これに基

づき情報セキュリティ

対策を講じ、情報システ

ムに対するサイバー攻

撃への防御力、攻撃に対

（１）情報セキュリティ

対策の向上 

サイバーセキュリテ

ィ基本法（平成 26 年法

律第104号）に基づく最

新の「政府機関等のサイ

バーセキュリティ対策

のための統一基準群」や

「情報システムの整備

及び管理等の基本的な

方針」等を踏まえ、関係

規程等を適時適切に見

直すとともに、これに基

づき情報セキュリティ

対策を講じ、情報システ

ムに対するサイバー攻

撃への防御力、攻撃に対

◇（１）情報セキュリテ

ィ対策 

ｓ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る顕

著な成果があった  

ａ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る成

果があった 

ｂ：取組は十分であった 

ｃ：取組はやや不十分で

あり、改善を要する 

ｄ：取組は不十分であ

り、抜本的な改善を要

する 

＜主要な業務実績＞ 

令和６年度情報セキ

ュリティ対策推進計画

に基づき、以下①から⑥

の取組を実施した。 

① 役職員を対象として

外部講師による動画

配信型の情報セキュ

リティ研修、標的型

メール訓練及びテレ

ワーク時を含む情報

セキュリティ対策に

関する自己点検を行

った。点検結果に基

づく各部の改善結果

の評価を行ったこと

で得られた留意点に

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

令和６年度情報セキ

ュリティ対策推進計画

に基づき、情報セキュリ

ティに係る研修、訓練、

自己点検等の取組及び

情報機器の更新等を計

画どおり実施した。 

また、情報セキュリテ

ィ委員会において、令和

６年度情報セキュリテ

ィ対策推進計画の実績

を総括し、審議した上

で、令和７年度の同計画

を策定したことから、Ｐ

ＤＣＡサイクルによる

評定 ｂ 

法人の自己評価は、適当と認められる。 
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実施状況を毎年度把握

し、ＰＤＣＡサイクルに

より情報セキュリティ

対策の改善を図る。 

する組織的対応能力の

強化に取り組む。また、

実施状況を毎年度把握

し、ＰＤＣＡサイクルに

より情報セキュリティ

対策の改善を図る。 

する組織的対応能力の

強化に取り組む。また、

実施状況を把握し、ＰＤ

ＣＡサイクルにより情

報セキュリティ対策の

改善を図る。 

ついては、次年度の

自己点検計画に反映

させることとした。 

② 情報セキュリティイ

ンシデントへの対応

力を高めるため、外

部通信遮断訓練及び

情報システム担当職

員を対象とした連絡

訓練を実施した。 

③ 情報セキュリティ対

策、ＩＴリテラシー、

不審メール対処方法

等について、ポップ

アップ形式で役職員

に対し随時周知し

た。 

④ 情報システムを対象

に、情報セキュリテ

ィ対策を維持・強化

するためのセキュリ

ティ診断及び情報シ

ステムの運用状況や

今後の更新等の予

定・進捗を確認する

ためのヒアリングを

実施した。 

⑤ サイバー攻撃や不正

アクセスに対する対

策として、外部ファ

イアウォール、プロ

キシサーバ、ＩＰＳ

による外部監視サー

ビス、ファイル暗号

化システム及びウイ

ルス対策ソフトの運

用を継続した。 

⑥ ＮＩＳＣが令和５年

度に実施した情報セ

キュリティ監査（マ

情報セキュリティ対策

の改善を図ることがで

きた。 

 

 

＜課題と対応＞ 

特になし 
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ネジメント監査）及

びペネトレーション

テストのフォローア

ップに対し、適切に

対応した。 

また、令和７年３月５

日に情報セキュリティ

委員会を開催し、令和６

年度情報セキュリティ

対策の実績を報告する

とともに、令和７年度情

報セキュリティ対策推

進計画の了承を得た。 

 

  （２）緊急時を含めた連

絡体制の整備 

農林水産省との緊急

時を含めた連絡体制を

整備し、情報セキュリテ

ィ上の課題について農

林水産省との情報交換

を積極的に行う。 

特に、事故・障害等が

発生した場合は、速やか

に農林水産省の情報セ

キュリティ責任者に連

絡して適切な対策を実

施する。 

 

（２）緊急時を含めた連

絡体制の整備 

所管部局との緊急時

を含めた連絡体制を整

備し、情報セキュリティ

上の課題について所管

部局との情報交換を積

極的に行う。 

特に、事故・障害等が

発生した場合は、速やか

に所管部局の情報セキ

ュリティ責任者に連絡

して適切な対策を実施

する。 

 

◇（２）連絡体制の整備 

ｓ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る顕

著な成果があった  

ａ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る成

果があった 

ｂ：取組は十分であった 

ｃ：取組はやや不十分で

あり、改善を要する 

ｄ：取組は不十分であ

り、抜本的な改善を要

する 

 

＜主要な業務実績＞ 

農林水産省の担当部

局を含めた緊急時の連

絡網の整備・更新を行っ

た。また、ソフトウェア

の脆弱性情報の共有や

情報セキュリティ上の

課題とその対応策の実

施状況等について、同省

の担当部局に報告等を

行うなど、適時適切に情

報交換を行った。 

このほか、機構内の各

情報システム責任者や

保守業者等の緊急連絡

先名簿についても整備・

更新し、連絡体制を整備

した。 

 

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

緊急時を含めた連絡

体制の整備等について、

農林水産省担当部局と

の連絡網の整備・更新、

同部局との情報セキュ

リティに係る適時の情

報交換を的確に実施す

ることができた。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし 

 

 

評定 ｂ 

法人の自己評価は、適当と認められる。 

 

 － ６ 施設及び設備に関

する計画 

予定なし 

 

６ 施設及び設備に関

する計画 

予定なし 

○６ 施設及び設備に

関する計画 

－ 

 

 

－ 

 

 

－ 

評定 ― 

― 

 － ７ 積立金の処分に関

する事項 

７ 積立金の処分に関

する事項 

○７ 前期中期目標期

間繰越積立金の処分 

  評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

小項目の評定はｂであり、この数値の割合が基 

129



 

 

準となる数値の 80％以上 120％未満であること 

から、評定はＢとした。 

 

小項目の総数：１ 

評定ｓの小項目数：０×４点＝ ０点 

評定ａの小項目数：０×３点＝ ０点 

評価ｂの小項目数：１×２点＝ ２点 

評価ｃの小項目数：０×１点＝ ０点 

評価ｄの小項目数：０×０点＝ ０点 

合計 ２点（２／２＝100％） 

 

・前中期目標期間繰越積立金については、各勘定

において定められた方法に基づき、適切に処分を

実施した。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ 

特になし 

 

＜その他事項＞ 

特になし 

 

 畜産勘定の前期中期

目標期間繰越積立金は、

独立行政法人農畜産業

振興機構法（平成 14 年

法律第126号。以下「機

構法」という。）附則第８

条第１項に基づき管理

及び処分を行う。また、

補給金等勘定、でん粉勘

定及び肉用子牛勘定の

前期中期目標期間繰越

積立金は、それぞれ機構

法第 10 条第１号ロから

ヘまでに規定する業務、

同条第５号ホ及びヘに

規定する業務並びに肉

用子牛生産安定等特別

措置法（昭和 63 年法律

第 98 号）第３条第１項

畜産勘定の前期中期

目標期間繰越積立金は、

独立行政法人農畜産業

振興機構法（平成 14 年

法律第126号。以下「機

構法」という。）附則第８

条第１項に基づき管理

及び処分を行う。また、

補給金等勘定、でん粉勘

定及び肉用子牛勘定の

前期中期目標期間繰越

積立金は、それぞれ機構

法第 10 条第１号ロから

ヘまでに規定する業務、

同条第５号ホ及びヘに

規定する業務並びに肉

用子牛生産安定等特別

措置法（昭和 63 年法律

第 98 号）第３条第１項

ｓ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る顕

著な成果があった  

ａ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る成

果があった 

ｂ：取組は十分であった 

ｃ：取組はやや不十分で

あり、改善を要する 

ｄ：取組は不十分であ

り、抜本的な改善を要

する 

 

＜主要な業務実績＞ 

（畜産勘定） 

前中期目標期間繰越

積立金870百万円は、旧

農畜産業振興事業団か

ら承継した株式会社へ

の出資の持分として、機

構法附則第８条第１項

に基づき管理している

ことを確認した。 

 

（補給金等勘定） 

令和６年度決算にお

いて598百万円の当期純

損失を計上したため、機

構法第 10 条第１号ロか

らへまでに規定する業

務に前中期目標期間繰

越積立金（６年度末残高

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

前中期目標期間繰越

積立金は、畜産勘定、補

給金等勘定、野菜勘定及

びでん粉勘定において

それぞれ適切に管理す

ることができた。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし 

 

評定 ｂ 

 法人の自己評価は、適当と認められる。 
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に規定する業務に充て

ることとし、野菜勘定の

前期中期目標期間繰越

積立金は、第４期中期目

標期間中に自己収入財

源で取得し、第５期中期

目標期間へ繰り越した

有形固定資産の減価償

却に要する費用等に充

てることとする。 

 

に規定する業務に充て

ることとし、野菜勘定の

前期中期目標期間繰越

積立金は、第４期中期目

標期間中に自己収入財

源で取得し、第５期中期

目標期間へ繰り越した

有形固定資産の減価償

却に要する費用等に充

てることとする。 

 

4,357百万円）を充てた。 

 

（野菜勘定） 

第４期中期目標期間

中に自己収入財源で取

得し、第５期中期目標期

間へ繰り越した 24 百万

円を有形固定資産の減

価償却に要する費用等

に充てた（６年度末残高

10百万円）。 

 

（でん粉勘定） 

令和６年度決算にお

いて、72百万円の当期純

損失を計上したため、前

中期目標期間繰越積立

金（６年度末残高354百

万円）を充てた。 

 

 ６ 長期借入れを行う

場合の留意事項 

８ 長期借入れを行う

場合の留意事項 

－ ○８ 長期借入れを行

う場合の留意事項 

  評定 ― 

― 

 機構法に基づき長期

借入れを行うに当たっ

ては、市中の金利情勢等

を考慮し、極力有利な条

件での借入れを行う。 

 

機構法に基づき長期

借入れを行うに当たっ

ては、市中の金利情勢等

を考慮し、極力有利な条

件での借入れを行う。 

 

 長期借入金の極力有

利な条件での借入れ 

ｓ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る顕

著な成果があった 

ａ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る成

果があった 

ｂ：取組は十分であった 

ｃ：取組はやや不十分で

あり、改善を要する 

ｄ：取組は不十分であ

り、抜本的な改善を要

する 

＜主要な業務実績＞ 

長期借入れは行わな

かった。 

 

＜評定と根拠＞ 

評定－ 

 

＜課題と対応＞ 

－ 

 

評定 ― 

― 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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